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1．自己点検・評価の基礎資料 

 

（1）大学設置法人及び高知学園大学の沿革 

 

＜大学設置法人の沿革＞ 

明治 32 年 4 月 江陽学舎創立 

明治 36 年 4 月 江陽学舎を江陽学校と改称 

大正 5 年 4 月 江陽学舎に簡易商業科併設 

大正 7 年 4 月 簡易商業科を廃止して商業補修学校設立 

大正 7 年 12 月 乙種商業学校文部科学大臣認定 

大正 8 年 4 月 商業補修学校を廃止し、城東商業学校（乙種修業年限 3 年）設立 

大正 10 年 12 月 財団法人城東商業学校設立 

大正 15 年 3 月 城東商業学校を甲種（修業年限 5 年）に昇格 

昭和 4 年 3 月 江陽学校廃止 

昭和 19 年 4 月 高知女子商業学校設立 

昭和 21 年 4 月 高知女子商業学校を橘高等女学校と改称 

昭和 23 年 3 月 新制度により城東高等学校、城東中学校設立 

昭和 26 年 3 月 財団法人城東高等学校を学校法人城東高等学校に組織変更 

昭和 27 年 3 月 学校法人城東高等学校を学校法人城東学園に組織変更 

城東学園附属幼稚園設立 

昭和 31 年 5 月 学校法人城東高等学校を学校法人高知学園に組織変更 

城東高等学校を高知高等学校（普通科、商業科）に、城東中学校を

高知中学校に、城東学園附属幼稚園を高知学園附属幼稚園に改称 

昭和 31 年 12 月 高知小学校設立 

昭和 35 年 1 月 高知学園高知工業高等学校設立 

昭和 37 年 1 月 高知学園高知工業高等専門学校設立 

昭和 38 年 3 月 高知学園高知工業高等専門学校廃止（国立移管） 

昭和 39 年 3 月 高知学園高知工業高等学校廃止 

昭和 42 年 1 月 高知学園短期大学設置認可 

昭和 43 年 2 月 高知リハビリテーション学院 3 年制設置認可（各種学校） 

昭和 44 年 2 月 高知学園附属幼稚園を高知幼稚園と改称 

昭和 50 年 3 月 高知リハビリテーション学院の修業年限 3 年を 4 年に変更承認 

昭和 55 年 12 月 高知リハビリテーション学院を専修学校専門課程として設置認可 

平成 7 年 4 月 高知幼稚園を高知学園短期大学附属高知幼稚園と改称 

平成 9 年 4 月 高知リハビリテーション学院に言語療法学科設置 

平成 26 年 11 月 高知学園短期大学附属認可外保育所設置 

平成 30 年 10 月 高知リハビリテーション専門職大学設置認可 

令和元年 11 月 高知学園大学設置認可 
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＜大学の沿革＞ 

令和元年 11 月 高知学園大学健康科学部設置認可 

令和 2 年 3 月 管理栄養学科を管理栄養士養成施設として指定 

管理栄養学科を教育職員の免許状授与の所要資格を得させるため

の課程として認定 中学校教諭一種普通免許状（家庭）、高等学校

教諭一種普通免許状（家庭） 

管理栄養学科を教育職員の免許状授与の所要資格を得させるため

の課程として認定 栄養教諭一種普通免許状 

臨床検査学科を臨床検査技師等に関する法律施行令第 11条に定め

る学校として指定 

令和 2 年 4 月 高知学園大学開学 

 

（2）大学設置法人の概要 

◼ 大学設置法人が設置する全ての教育機関の名称、所在地、入学定員、収容定員及び

在籍者数 

◼ 令和 8（2026）年 5 月 1 日現在 

 

教育機関名 所在地 入学定員 収容定員 在籍者数 

高知学園大学 高知市旭天神町292-26 130 520 302 

高知リハビリテーション

専門職大学 
土佐市高岡町乙1139-3 150 600 339 

高知学園短期大学 高知市旭天神町292-26 
205 

（25） 

485 

（25） 
401 

高知高等学校 高知市北端町100 420 1,260 556 

高知中学校 高知市北端町100 330 990 347 

高知小学校 高知市北端町100 80 480 356 

高知学園短期大学附属 

高知幼稚園 
高知市北端町100 30 120 70 
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（3）大学設置法人・高知学園大学の組織図  

◼ 組織図  

◼ 令和 8（2026）年 5 月 1 日現在 

 

監事 理事会 評議員会 

理事長 

学
園
本
部 

高
知
学
園
短
期
大
学 

附
属
高
知
幼
稚
園 

高
知
小
学
校 

高
知
中
学
校 

高
知
高
等
学
校 

高
知
学
園
短
期
大
学 

高
知
学
園
大
学 

高
知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

専
門
職
大
学 

学長 

副学長 

事
務
局 

臨
床
検
査
学
科 

管
理
栄
養
学
科 

図
書
館 

情
報
企
画
部 

教
務
部 

学
生
部 

 

S

D
委
員
会 

学科会議 

図
書
課 

教
務
学
生
課 

庶
務
課 

 

紀
要
編
集
委
員
会 

図
書
館
運
営
委
員
会 

情
報
企
画
委
員
会 

実
験
室
安
全
管
理
委
員
会 

健
康
教
育
委
員
会 

 

教
職
課
程
委
員
会 

F

D
委
員
会 

教
務
委
員
会 

倫
理
委
員
会 

就
職
委
員
会 

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
委
員
会 

学
生
委
員
会 

内部監査室 

 

入
試
委
員
会 

健康科学部 

保
健
委
員
会 

経営企画室 

   

研
究
推
進
部 

評議会 

教授会 

各種委員会・会議 

 人事委員会 

 IR 推進室 

 キャリアセンター 

 コンプライアンスに関する調査委員会 

 コンプライアンス委員会 

 安全保障輸出管理委員会 

 医療事故等対策会議 

 危機管理委員会 

 危機対策本部 

 情報セキュリティ委員会 

  

 研究に関する不正防止委員会 

 研究不正に関わる調査委員会 

 研究倫理審査委員会 

 個人情報保護委員会 

  

 災害対策委員会 

 自己点検評価検討会議 

 自己点検評価作業連絡会 

 自己点検評価委員会 

 調査委員会 

 通報調査委員会 

 通報調査委員会 

 利益相反マネジメント委員会 

審
査
委
員
会 

異
議
申
立
審
査
部
会 

研
究
推
進
委
員
会 



 高知学園大学 

7 

 

（4）学部長名、研究科長名一覧 

・健康科学部 学部長 生島 淳 

 ・令和 8 年 5 月 1 日現在 

 

（5）課題等に対する向上・充実の状況 

  以下の①～③は事項ごとに記述してください。 

 

① 前回の認証評価結果において改善を要すると指摘された事項への対応について記述し

てください。 

(a) 改善を要すると指摘された事項 

なし。 

 

(b) 対応状況 

  

 

(c) 成果 

  

 

 

② 上記以外で、改善を図った事項について記述してください。 

該当事項がない場合、(a)欄に「なし」と記述してください。 

(a) 改善を図った事項 

 なし。 

 

 

(b) 対応状況 

 

 

 

(c) 成果 

 

 

 

 

 

③ 評価を受ける前年度に、文部科学省の「設置計画履行状況等調査」及び「大学等設置に

係る寄附行為（変更）認可後の財務状況及び施設等整備状況調査」において指摘事項が

付された大学設置法人及び大学は、指摘事項及びその履行状況を記述してください。 

該当事項がない場合、(a)欄に「なし」と記述してください。 
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(a) 指摘事項 

 なし。 

 

 

(b) 履行状況 

 

 

 

 

 

（6）公的資金の適正管理の状況（令和 8（2026）年度） 

◼ 公的資金の適正管理の方針及び実施状況を記述してください（公的研究費補助金取

扱いに関する規程、不正防止などの管理体制など）。 

高知学園大学における公的研究費の管理・監査のガイドラインにおいて、責任体系やルー

ル、職務権限の明確化を図り、適正な運営及び管理を確保している。具体的には、公的研究

費等の使用に関する不正防止計画を定め、この計画に則って対応することとしている。教職

員には高知学園大学・高知学園短期大学研究倫理ガイドブックを配付して周知を図ってい

る。また、学内で開催する研究倫理研修会や啓発活動では、研究費の不正使用防止や科学研

究費助成事業（科学研究費補助金）の制度概要等に触れながら説明し、公的研究費の重要性

や本学の管理方針を教職員へ周知している。教員に対しては e-learning による研究倫理教

育を 5 年に一度は受講し、その修了書を提出することとしている。交付された公的研究費

については、毎年度 1 回内部監査を実施し、適正な執行を確認している。なお、関係する規

程等のうち、主なものは以下の通りである。 

・高知学園大学における公的研究費の管理・監査のガイドライン 

・高知学園大学科学研究費補助金事務取扱要領 

・高知学園大学研究に関する不正防止委員会規程 

・高知学園大学研究倫理審査委員会規程 

・高知学園大学研究倫理に関するガイドライン 

・高知学園大学研究倫理指針 

・高知学園大学研究活動における不正防止計画 

・高知学園大学研究活動の不正行為に係る通報（告発）処理に関する規程 

・高知学園大学研究不正に関わる調査委員会規程 

・高知学園大学研究に係る不正行為防止に関する基本方針 

・高知学園大学研究活動及び研究費適正使用に関する行動規範 

・高知学園大学公的研究費の運営・管理に関わる調査委員会規程 

・高知学園大学公的研究費等の使用に関する不正防止計画 

・高知学園大学研究インテグリティの確保に関する規程 

2．自己点検・評価の組織と活動 

◼ 自己点検・評価委員会（担当者、構成員） 



 高知学園大学 

9 

 

高知学園大学は、自己点検・評価委員会を令和2年に設置して以降、自己点検評価委員会

を中心として自己点検・評価報告書（案）を作成している。令和8年5月1日現在の構成員

は、学長が指名する者を委員長とし、各学科教員とその他学長が指名する者をもって構成

している。現在の委員会は、自己点検評価委員会規程に基づき、次の8名から構成されてい

る。 

委員長 学長が指名する者 

委 員 管理栄養学科教員2名 

 臨床検査学科教員2名 

 事務局長 

 庶務課主監 

 学生支援担当課長 

 

自己点検評価委員会で作成された自己点検・評価報告書（案）について、その後は自

己点検評価作業連絡会で全学的な視点に基づき検討する。さらに、自己点検評価検討会

議の審議を経て本学の自己点検・評価報告書をまとめる。なお、自己点検・評価報告書

の最終決定と公表に当たっては、理事長の承認を必要としている。 

本学では、まず各学科・各部署で自己点検・評価活動を行い、その概要について自己

点検評価委員会で報告書案を作成している。さらに、その案を自己点検評価作業連絡会

で編集した後、最終的には評議会構成員と自己点検評価委員会事務局委員からなる自己

点検評価検討会議で自己点検・評価報告書を作成している。活動は自己点検評価委員会

規程、自己点検評価作業連絡会規程、自己点検評価検討会議規程に基づいて実施してい

る。 

 

◼ 自己点検・評価の組織図（規程は提出資料） 
 

理事長の承認を経て決定・公表 

 

自己点検評価検討会議（自己点検評価検討会議規程） 

 

自己点検評価作業連絡会（自己点検評価作業連絡会規程） 

 

自己点検評価委員会（自己点検評価委員会規程） 

 

各学科での自己点検評価（学則第2条） 

 

◼ 組織が機能していることの記述（根拠を基に） 

本学における自己点検・評価の体制は、四つの段階を経て活動することとなっている。

まず各学科、事務局各課等各部署において全教職員が主体的に自己点検・評価を行って
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いる。次に高知学園大学自己点検評価委員会規程に基づいて、各部署で検討された内容

を自己点検評価委員会で審議・検討している。さらに、高知学園大学自己点検評価作業

連絡会規程に基づいて自己点検・評価報告書（案）を自己点検評価作業連絡会で検討・

編集し、編集後の報告書（案）を高知学園大学自己点検評価検討会議規程に基づいて自

己点検評価検討会議で学長に回答し、報告書をまとめている。最終的には、理事長の承

認を経て自己点検・評価報告書を決定し、公表している。 

自己点検・評価報告書はウェブサイトで公表し、学内外に公開している。同時に、課

題や計画等を活用して、本学及び各学科や事務局における事業計画を策定している。ま

た、自己点検・評価活動が日常の活動として位置付けられるよう、自己点検評価委員会

では「自己点検自己評価報告書作成に向けた記録シート」を作成し、各部署で日常の活

動をシートへ記入することによって、常に確認と点検を行うことを推奨して進めている。

さらに、全国における自己点検・評価活動の動向についても、自己点検評価委員会や評

議会等で報告するとともに、本学における取り組み状況も確認してPDCAサイクルを展

開している。このように、本学では自己点検・評価の成果を全学で把握しながら日常の

教育・研究の改善に活用することとなっており、組織的に機能している。 

自己点検・評価報告書はウェブサイトで公表し、学内外に公開している。同時に、課

題や計画等を活用して、本学及び各学科、事務局における事業計画を策定している。ま

た、全国における自己点検・評価活動の動向についても、自己点検評価委員会等で報告

するとともに、前年度からの本学における取り組み状況も確認してPDCAサイクルを展

開している。このように、本学では自己点検・評価の成果を全学で把握しながら日常の

教育・研究の改善に活用することとなっており、組織的に機能している。 

 

◼ 自己点検・評価報告書完成までの活動記録（自己点検・評価を行った令和7

（2025）年度を中心に） 

令和7年 

8月13日 令和7年度第1回自己点検評価委員会：認証評価受審、スケジュール、

令和7年度自己点検評価報告書作成について 

8月22日 令和8年度大学認証評価ALO対象説明会：ALO、事務局長出席 

令和8年 

4月15日 令和8年度第1回自己点検評価委員会：令和7年度報告書案の検討、スケ

ジュール確認、令和8年度報告書作成について 

4月21日 令和8年度第1回自己点検・評価作業連絡会：令和7年度報告書案の検討 

 令和8年度第1回自己点検評価検討会議：令和7年度報告書案の検討 

4月22日 令和7年度報告書の理事長承認 

6月24日 令和8年度第2回自己点検評価委員会：令和8年度報告書案の検討 

6月25日 令和8年度第2回自己点検・評価作業連絡会：令和8年度報告書案の検討 

6月26日 令和8年度第2回自己点検評価検討会議：令和8年度報告書案の検討 

 令和8年度報告書の理事長承認 
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【基準Ⅰ ミッションと教育の効果】 

 

［テーマ 基準Ⅰ-A ミッション］ 

＜根拠資料＞ 

提出資料 1 学生生活と履修の手引き 

2 大学案内 2026 

3 Web サイト「高知学園大学・高知学園短期大学の歴史」 

4 規程集 0 高知学園大学学則 

4 規程集 2 高知学園大学の教育目的に関する規程 

備付資料 1. 1 式典等の次第 

2 川島源司傳 

2. 3 Web サイト「学校法人高知学園リーフレット」 

3. 4 Web サイト「建学の精神と世界の鐘」 

4. 89「建学の精神・教育基本方針等の変更について」 

 

［区分 基準Ⅰ-A-1 ミッションを確立している。］ 

＜区分 基準Ⅰ-A-1 の現状＞ 

 高知学園大学では、「至誠をもって事にあたり、人や社会に信頼される人物の育成」を建

学の精神としており、本学が目指す教育の根幹をなすものとなっている。建学の精神は、令

和 6 年度末に学園本部において過去の文献等を再検討した結果、その文言が学園全体で統

一的に変更されたが、その意味するところが変更されたわけではない。旧建学の精神である

「世界の平和と友愛」は依然として本学の重要なミッションである。至誠によって社会から

の信頼を得て、その基盤の上で高度な専門的知識が活かされることが人類の福祉や世界の

平和と友愛に繋がるという考え方は、川島源司初代学園長から引き継がれている（備付-2）。

また、昭和 32 年 3 月に「世界の平和と友愛」の願いを込めて制作された本学の教育の象徴

である「世界の鐘」には、「この鐘の音のとどろくところ、永遠の真理と希望にかがやき、

世界の平和と友愛にみつ」と刻まれている。 

建学の精神は、学則（提出-4 規程集 0）第 1 条で定められており、同条第 2 項に基づき、

本学の教育理念・理想としてこの精神を柱とした教育基本方針を高知学園大学の教育目的

に関する規程（提出-4 規程集 2）第 2 条で定めている。 

建学の精神である「至誠をもって事にあたり、人や社会に信頼される人物の育成」は、教

育基本法で定める「世界の平和と人類の福祉の向上」への貢献や「世界の鐘」に込められた

「平和と友愛」を願う精神に通じるものである。その過程では「公共の精神」を尊ぶことが

不可欠である。また、その貢献を果たすためには、私立学校法第 1 条に定める「公共性を高

める」ことの実現が前提となる。それゆえ、本学の建学の精神は教育基本法及び私立学校法

に基づいた公共性を有するものであり、また、改正私立学校法の趣旨を踏まえ、管理運営の

透明性を高めることで公共性をより強固なものとしている。 

「世界の鐘」は、歴史的な教育の象徴として、現在も学校法人高知学園の教職員、幼稚園

児や小中高生、学生に対して 1 日に朝夕の 2 回鳴らされ、澄んだ音色を響かせている。ま

た、高知学園における入学式や卒業式等の行事においても鳴らされ、全員が黙想して本学の

様式 5－基準Ⅰ 
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教育理念に込められた精神を自覚し共有するよう取り組んでいる。それゆえ、本学にとって

「世界の鐘」は教育の歴史と理念を象徴するシンボルとしても位置付けられている。特に本

学の入学式や卒業式では、「世界の鐘」と本学の教育理念、建学の精神に込められた使命を

開式前に説明するとともに、式中で鐘の音に合わせ黙想することを通して学内外に表明し

ている。また、大学案内（提出-2）や Web サイト（提出-3）等でも周知しており、とくにオ

ープンキャンパスでは、本学志望者とその保護者に対して建学の精神を説明して理解を求

めるなど、教育目的の達成に向けて取り組んでいる。 

在学生に対しては、学生生活と履修の手引き（提出-1）で建学の精神を明示し、オリエン

テーション時にはこの精神に基づいた学習成果と教育課程を示しながら、理解を深めるよ

う取り組んでいる。授業においても、全学科で「平和と友愛論」を必修科目として開講して

おり、重要な教養として 1 年次に受講して理解を深めている。また、日常の学生生活を通し

て「至誠をもって事にあたり、人や社会に信頼される専門職者」を目指す自覚と誇りを求め

るよう表明している。このように、本学は学校教育法施行規則第 172 条 2 に定めた「大学

の教育研究上の目的」に関する情報を表明し、広く周知を図っている。 

学内では、建学の精神を示したパネルを学内の複数の場所で掲示している。また、図書館

では本学創立に関わった川島源司・元学園長に関する書籍を展示し、その中で本学の教育理

念の歴史を紹介している。これらの環境のもと、教職員は教授会や評議会、各種委員会、さ

らには授業で建学の精神に基づいた教育活動であることを常に点検している。学修の節目

として開催する管理栄養学科の飛翔式、臨床検査学科の宣誓式においても「世界の鐘」の音

を聞きながら黙想し、学外実習や社会へ向う学生も本学の教育理念を自覚し共有すること

としている（備付-1）。これらの取り組みも通して、教職員及び学生は建学の精神について

考え、日々の取り組みや教育研究活動との関連を確認している。 

令和 6 年度末の建学の精神変更に伴い、令和 7 年度 4 月より学内の複数の掲示板で資料

「建学の精神・教育基本方針等の変更について」を掲示（備付-89）し、建学の精神等の変

更を周知するとともに、教育目的や教育基本方針、学習成果やポリシーについても QR コー

ドから本学 Web サイトでの確認を促している。また、本学 Web サイト内には「建学の精神

と世界の鐘」ページ（備付-4）を設置し、内面的な修養である「至誠」と、「世界の鐘」に

託された「平和と友愛」という外向的な志が、如何に地続きであるかを説明している。 

＜テーマ 基準Ⅰ-A ミッションの課題＞ 

本学は令和 6 年度末、建学の精神の文言を「至誠をもって事にあたり、人や社会に信頼さ

れる人物の育成」へと統一的に変更した。これに伴い、Web サイトの改修や掲示物の更新、

オリエンテーションでの周知など、新旧の文言の繋がりやその教育的意義をステークホル

ダーへ伝えるための基盤整備は概ね完了している。 

建学の精神の周知活動は多角的に行っているが、学生や教職員がその意味をどの程度深

く理解し、日々の教育研究活動や学習に具体的に結びつけられているかについて、定量的・

定性的な把握には課題が残る。自己点検・評価の結果を教育の質向上に反映させるためには、

アンケート結果等を分析し、理解度を向上させるための改善策に繋げることが重要である。 

 また、オープンキャンパスや Web サイトを通じて受験生や保護者へ建学の精神の周知を

図っているが、地域社会や実習先、卒業生の就職先等に対して、変更後の建学の精神が本学

の教育課程や学習成果とどのように連動しているかをより明確に発信し、社会的な信頼を
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一層強固にするための取り組みが求められる。透明性確保やガバナンスの強化といった具

体的な法人運営の姿勢と結びつけて、より体系的に学内外へ示していくことが課題となる。 

＜テーマ 基準Ⅰ-A ミッションの特記事項＞ 

特記事項なし。 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果］ 

＜根拠資料＞ 

提出資料 1 学生生活と履修の手引き 

2 大学案内 2026 

4 規程集 0 高知学園大学学則 

4 規程集 2 高知学園大学の教育目的に関する規程 

5 Web サイト「高知学園大学健康科学部の教育方針・ポリシー」 

6 学生募集要項 2026 

7 Web サイト「学習成果」 

8 Web サイト「ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）」 

9 Web サイト「カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施の方針）」 

10 Web サイト「アドミッション・ポリシー（入学者受け入れの方針）」 

11 シラバス 

備付資料 5. 4 Web サイト「建学の精神と世界の鐘」 

6. 5 高知学園大学・高知学園短期大学・シラバス作成要領 

6 ファクトブック 2026 

90 学生生活と履修の手引き［令和 8（2026）年度］ 

 

［区分 基準Ⅰ-B-1 教育目的・目標を確立している。］ 

＜区分 基準Ⅰ-B-1 の現状＞ 

高知学園大学では、建学の精神に基づいて健康科学部の教育目的を学則（提出-4 規程集

0）第 1 条で次のように定めている； 

高知学園大学（以下「本学」という。）は、教育基本法及び学校教育法の定めるとこ

ろに則り、建学の精神である「至誠をもって事にあたり、人や社会に信頼される人物

の育成」を根幹とし、広く知識を授け深く専門の学芸を教授研究し、実践的な幅広い

能力と知的、道徳的及び応用的能力を展開することのできる人材を養成し、もって

人類の福祉と文化の進展に寄与することを目的とする。 

この教育目的を達成するため、高知学園大学の教育目的に関する規程（提出-4 規程集 2）

第 2 条で健康科学部の教育基本方針を次の通り定めている； 

「至誠」の精神を深く理解し、誠実さ、責任感、倫理観を育むとともに、高知学園の

教育の象徴「世界の鐘」に込められた「世界の平和と友愛」に貢献するため、自由と

規律を尊び、真理を深め、創造性と情操を培い、広い教養と健全な社会性を身につけ

た専門的職業人を育成する。 
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なお、これらは令和 6 年度末に建学の精神が変更されたことに伴い、大学全体での見直し

を通して改訂されており、令和 7 年度 4 月から施行されている。 

 また、各学科ではこれらに基づき、学科としての教育目的を定めている。管理栄養学科

では、食と栄養に関わる専門的知識と技術を習得し、多岐にわたる業務に貢献できる実力

を有した食・栄養・健康の専門家である栄養士や管理栄養士を養成するため、また、臨床

検査学科では、生命の仕組みと疾病の成り立ち及び予防に関する専門的知識と技術を習得

し、現代医療に貢献できる実践力を備えた臨床検査技師を養成するため、それぞれ教育目

的を定めている。 

教育目的及び教育基本方針は、学生生活と履修の手引き（提出-1）や本学 Web サイト

（提出-5）、学生募集要項（提出-6）等で表明しており、オープンキャンパスや入学前の進

学説明会、新入生オリエンテーション等の機会を利用して学内外に説明している。また、

在学中も継続して、管理栄養士免許の取得実現や現代医療を支える専門職としての実践力

を身につけるよう意識づけを行い、継続して学び続けることの重要性を認識するよう取り

組んでいる。 

さらに、教育目的と教育基本方針に基づき、各学科はそれぞれの専門分野で通用する人

材の養成に関する教育目的を、高知学園大学の教育目的に関する規程第 3 条（1）～（2）

（提出-4 規程集 2）に定め、学生生活と履修の手引きに明記し、オリエンテーション等で

学生が認識しやすいように表明している。学外に対しても、大学案内（提出-2）や公式サ

イトで表明して広く認識してもらうよう説明している。令和 7 年度には、本学 Web サイ

トに「建学の精神と世界の鐘」の説明ページ（備付-4）を設置し、教育目的と教育基本方

針について建学の精神との関係を丁寧に説明している。このように、本学は「教育研究上

の目的」を大学設置基準第 2 条に基づいて学則に定め、学校教育法施行規則第百七十二条

の二に基づいて学内外に表明している。 

各学科では進路決定状況や学外実習における評価、就職先からの聞き取り調査を通した

地域・社会からの意見、卒業時アンケート（備付-6）などを参考に、教育目的の達成状況

や人材養成の状況を把握・評価し、学科会議で点検している。管理栄養士国家試験（管理

栄養学科）及び臨床検査技師国家試験（臨床検査学科）の合格状況から毎年国家試験対策

について詳細に分析を行い、取得達成に向けた対策について適宜、学科会議で総合的な観

点から定期的に協議している。評議会においても、これらの検討を踏まえ、教育目的の見

直しの必要性について議論がなされており、本学では学部全体及び各学科での教育目的に

基づく人材養成が地域・社会の要請に応えているか定期的な点検が行われている。 

 以上のように、本学では学部及び各学科での教育目的・目標が確立されている。 

 

［区分 基準Ⅰ-B-2 学習成果を定めている。］ 

＜区分 基準Ⅰ-B-2 の現状＞ 

 高知学園大学では教育目的に基づき、建学の精神を柱とした専門的職業人を育成するた

めの学習成果を次のように定めている； 

1. 人々が健康な生活を送るために必要な専門性の高い知識と技術を身につけ、その

内容と意義を説明することができる。[LO1] 

2. 専門的職業人として、科学的根拠に基づいた実践力や研究能力を身につけること
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ができる。[LO2] 

3. 仲間と協働しながら専門的知識と技術を活用して創造し、倫理的な観点に基づい

て自ら行動することができる。[LO3] 

4. 多様な人々と互いの立場を尊重しながらコミュニケーションを図り、相互に理解

し尊重し合いながら自分の役割を果たすことができる。[LO4] 

これらは、学士力 4 分野との対応関係も確認されているとともに、至誠については、LO3 で

「倫理的な観点に基づいて自ら行動することができる」という形で具体化されている。なお、

令和 7 年度末に各項目の参照性を高め、整合性の確認や議論の見通しをよくする目的で、

項目末尾に記号を付与する形で改訂を行った（備付-90）。 

この大学・学部全体の学習成果を専門分野として具体化する形で、管理栄養学科及び臨

床検査学科の学習成果も定められている。 

管理栄養学科の学習成果は、健康科学部が掲げる 4 つの能力（専門的知識・技術、科学

的根拠に基づく実践力、協働・倫理的行動、コミュニケーション・役割遂行）を基盤とし

つつ、学科の教育目的である「食と栄養に関わる専門的知識と技術の習得」および「多岐

にわたる業務に貢献できる実践力を備えた管理栄養士・栄養士の養成」に完全に適った内

容として体系化されている。具体的には、学部の専門知識や実践力の育成方針を受けて、

食・栄養の専門知識の獲得やそれらを活用した情報発信能力を位置づけ、さらに学部の協

働性やコミュニケーションの精神を具体化する形で、食生活習慣の改善に向けた課題解決

能力や、医療・教育などの関連分野の専門職と相互に理解・尊重し合いながら自らの役割

を果たす能力の獲得を目指しており、学部の理念を学科の専門性へと落とし込んでいる。 

また、臨床検査学科の学習成果も、健康科学部が掲げる 4 つの能力を基盤としており、

学科の教育目的である「生命の仕組みと疾病の成り立ち及び予防に関する専門的知識と技

術の習得」や「高度化・多様化する現代医療に貢献できる実践力を備えた臨床検査技師の

養成」に最適化された内容となっている。知識・技術の獲得方針を臨床検査技師としての

専門性と結びつけて内容の客観的説明能力へと昇華させ、医療・臨床検査分野における科

学的根拠に基づいた実践力や研究能力の習得へと具体化している。さらに、学部の協働性

や倫理観、コミュニケーションの精神を、地域医療の発展やチーム医療への参画及び多様

な人々と互いの立場を尊重し合いながら臨床検査技師に求められる役割を果たす能力へと

落とし込んでおり、学部共通の教育理念と学科の専門的職能が高度に調和した体系となっ

ている。 

全学（健康科学部）及び各学科の学習成果は、学生生活と履修の手引き（提出-1）にて学

生が認識できるよう表明している。また、学外に対しても公式サイト（提出-7）や学生募集

要項（提出-6）にて表明している。 

これらの学習成果は、教育目的や三つの方針とともに各学科で毎年専門的能力と汎用的

能力の両面から検討がなされ、必要に応じて見直しが図られるとともに、評議会で各種法令

や 3 つの方針との整合性が取れているか点検され、その結果を教授会で周知して理解を深

めている。 

このように、本学では学校教育法第 83 条に定められる高い教養と専門的能力に基づいて

学部及び学科の学習成果を定め、定期的に点検するとともに、学校教育法施行規則第 172 条

の 2 に基づき、これらを公表している。 
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［区分 基準Ⅰ-B-3 卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入

れの方針（三つの方針）を一体的に策定し、公表している。］ 

＜区分 基準Ⅰ-B-3 の現状＞ 

 高知学園大学では、三つの方針及び学習成果について、これまでも日々点検することがで

きる体制を整えてきたが、整合性の検証をよりわかりやすくするために、令和 7 年度にそ

れぞれの項目について次のような記号を導入した； 

 健康科学部 管理栄養学科 n 臨床検査学科 m 

学習成果 LO LO1-4 LO1n-4n LO1m-4m 

卒業認定・学位授与の方針 DP DP1-4 DP1n-4n DP1m-4m 

教育課程編成・実施の方針 CP CP1-4 CP1n-4n CP1m-4m 

入学者受入れの方針 AP AP1-4 AP1n-4n AP1m-4m 

これらの記号を用いて、三つの方針と学習成果の関連や学部（大学）と学科の関連を記述す

る対応表を作成し、評議会及び教授会で一体的に議論を行い、検証に役立てている。 

また、シラバス（提出-11）作成時には、当該科目が卒業認定・学位授与の方針のどの項

目と関連が深いか、また獲得される学習成果を具体的に記入するよう高知学園大学・高知

学園短期大学・シラバス作成要領（備付-5）へ明示し、作成されたシラバス案を教務委員会

で確認するとともに、必要に応じて修正している。その結果、三つの方針を踏まえた教育活

動に取り組むことが可能となっている。 

本学の三つの方針は、学生生活と履修の手引き（提出-1）に明記し、オリエンテーション

や授業で学生が認識しやすいように表明している。学外に対しても大学案内（提出-2）やウ

ェブサイト（提出-1）で表明し、大学説明会等を利用して広く認識してもらうよう説明して

いる。また、本学への入学を希望・検討する者に対して出願前に確認を促すため、学生募集

要項（提出-6）にも記載をしている。 

 本学では、大学（学部）全体の卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）を、

学習成果に基づいて次のように定めている； 

高知学園大学では、学生が学習成果を達成して人類の福祉と文化の進展に寄与して

いくため、教育と学習を通じて専門職者として、以下の能力を獲得した者に学士の

学位を授与する。 

1. 人々が健康的な生活を送るために必要な知識を体系的に理解し、その実践に必要

な専門性や技術を身につけた者。[DP1] 

2. 健康や医療に貢献できるコミュニケーションスキル、情報活用能力、論理的思考

力、自己管理能力、課題対応能力を身につけた者。[DP2] 

3. 専門的職業人としての使命感を持ち、多職種連携、生涯学習能力、責任感と倫理

観を身につけた者。[DP3] 

4. 専門分野の知識、技術などの学習経験を総合的に活用し、課題に対する問題解決

力や創造的思考力を身につけた者。[DP4] 

各学科の卒業認定・学位授与の方針は、この方針と各学科の学習成果を元にして、栄養学、

臨床検査学それぞれの専門分野での社会的・国際的通用性を考慮した上で、卒業要件を示し

ている。各学科の学習成果（LO1n-4n, LO1m-4m）と大学の卒業認定・学位授与の方針（DP1-
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4）の関連は表 I-B-3.1, I-B-3.2 のようになっており、全体としての整合性が取れている

ことを確認している。表中の記号は、◎（特に強く関連する）、◯（関連する）、△（一部関

連する）をそれぞれ示している。 

表 I-B-3.1 管理栄養学科の卒業認定・学位授与の方針と学習成果・大学の方針との関連 

  LO1n LO2n LO3n LO4n DP1 DP2 DP3 DP4 

DP1n ◎ ◯ ◎ △ ◎ ◯ △ ◯ 

DP2n △ ◎ ◎ ◎ △ ◎ ◯ ◎ 

DP3n △ ◯ ◯ ◎ △ ◯ ◎ ◯ 

DP4n ◯ ◯ ◎ ◎ ◯ △ ◎ ◎ 

表 I-B-3.2 臨床検査学科の卒業認定・学位授与の方針と学習成果・大学の方針との関連 

  LO1m LO2m LO3m LO4m DP1 DP2 DP3 DP4 

DP1m ◎ ◎ ◯ △ ◎ ◯ △ ◯ 

DP2m ◯ ◎ ◯ ◎ △ ◎ ◯ ◯ 

DP3m △ ◯ ◎ ◎ △ ◯ ◎ ◯ 

DP4m ◯ ◯ ◎ ◯ ◯ ◯ ◯ ◎ 

 教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）については、前述の卒業認定・学

位授与の方針に基づいて、大学（学部）全体と各学科においてそれぞれ定められている。大

学全体の方針は次の通りである； 

健康科学部では、ディプロマ・ポリシーで掲げた専門的知識や技術の習得と実践力

を育み、専門職者としての責任感や倫理観及び他の人々と協働する等の態度を身に

付けた人材を育成するために、以下の方針に基づき教育課程を編成・実施する。 

1. 学生が基礎から応用へと段階的に学びを深め、卒業時には現場で即戦力として活

躍できる能力を備えることを目的とする。[CP1] 

2. 各分野に必要な知識、技能、態度をシラバスで具体化し、学生が自ら目標を立て

主体的に学ぶ教育を実施する。[CP2] 

3. 単位制度を実質化し、学習すべき授業科目を精選することで十分な学習時間を確

保し授業内容の理解につなげるため、履修科目として登録することができる単位数

の上限を定める。[CP3] 

4. 各授業科目の到達目標や成績評価基準・方法をシラバスに明記し、それに基づき

厳格に評価を行う。[CP4] 

以上の方針の下、獲得された学習成果を高知学園大学アセスメントプランに基づい

て客観的に評価する。 

この方針は、カリキュラムの編成、実施、評価についての指針を示しており、管理栄養学科

では、これを栄養学教育に特化し、学科の卒業認定・学位授与の方針に沿う形で教育課程編

成・実施の方針を定めている。また、臨床検査学科においても、臨床検査学に特化した教育

課程編成・実施の方針を同様に定めている。各学科の教育課程編成・実施の方針（CP1n-4n, 

CP1m-4m）と卒業認定・学位授与の方針（DP1n-4n, DP1m-4m）及び大学の教育課程編成・実
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施の方針（CP1-4）の関連についても、表 I-B-3.1 と同様に整合性が取れていることをそれ

ぞれ確認している。 

 入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）は、学習成果に対応し、かつ、卒業認

定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針を踏まえて作成されている。大学（学部）

全体の方針の冒頭は次の通り定められている； 

健康科学部では、以下に示すような能力、意志、適性などをもち、専門的職業人を目

指す人を求める。 

1. 高等学校までの学習で培った基礎学力に加え、物事を多角的に捉え、論理的に思

考する力を持つ人。[AP1] 

2. 自ら課題を発見し、解決に向けて積極的かつ主体的に行動できる人。[AP2] 

3. 多様な人々と協調性を持って、円滑なコミュニケーションを図ることができる人。

[AP3] 

4. 社会的な一般常識や倫理観を理解し、責任ある行動を取るとともに、健康・医療

分野で社会貢献を目指す人。[AP4] 

また、この他に、入学者の選抜方法について、試験の種別、各試験で必要となる書類、試験

科目等の詳細な情報が記載されており、入学前にどのような学習成果が求められるのか明

確に示されている。 

管理栄養学科及び臨床検査学科の入学者受入れの方針は、それぞれの専門分野での求め

る人材像を示し、大学（学部）全体の方針を補完するよう定められている。また、科目毎に

必要な達成状況が示されており、入学を検討する者に必要となる学習が明確となっている。

これらの方針に関しては、学科の教育課程編成・実施の方針（CP1n-4n, CP1m-4m）、卒業認

定・学位授与の方針（CP1n-4n, CP1m-4m）及び大学の入学者受入れの方針（AP1-4）との関

連表を表 I-B-3.1 と同様に作成して確認を行っており、本学の学習成果も含め、一貫性、整

合性、明瞭性、具体性において優れた構造を有している。なお、両学科で共通となっている

選抜方法（試験の区分）については、全体（学部）の入学者受入れの方針で示されており、

各科目で必要とされている知識・姿勢などの情報は、各学科の方針で示されている。 

本学の 2 学科は、表 I-B-3.3 のような資格・免許取得を目標の一つとして掲げ、三つの方

針等も設計されているため、社会的・国際的な通用性については概ね問題はないと考えられ

るが、最新の研究動向や社会的ニーズ、学生の現状を反映したカリキュラムを作成するため、

毎年学科会議や評議会で点検を行い、必要があれば改訂を行っている。 

表 I-B-3.3 取得可能な資格・免許 

学科名 取得可能資格・免許 

管理栄養学科 栄養士免許証 

管理栄養士国家試験 [受験資格] 

栄養教諭一種免許状 

中学校教諭一種免許状（家庭） 

高等学校教諭一種免許状（家庭） 

健康食品管理士/食の安全管理士 

臨床検査学科 臨床検査技師国家試験 [受験資格] 
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健康食品管理士 

遺伝子分析科学認定士 

中級、上級バイオ技術者 

医療情報技師 

改訂にあたっては、学習成果の評価・点検のために本学で定めているアセスメントプラン

に基づく学生の達成状況や、本学及び四万十市、安芸市で毎年行われている高等学校関係者

を対象とする入試説明会での意見を踏まえた上で、評議会・教授会・学科会議等でそれぞれ

審議された上で実施されている。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の課題＞ 

本学では、大学（学部）および各学科の教育目的・学習成果・三つの方針が明確に確立さ

れており、学内外への公表や周知も適切に行われている。また、令和 7 年度からは各項目に

識別記号を導入し、それぞれの連動性と一貫性を可視化する対応表を作成することで、組織

的な議論や検証を円滑に行うための基盤が強化された。これらの方針や構造を形骸化させ

ることなく、教学マネジメントの質の更なる向上・充実を図るためには、単なる方針間の整

合性確認に留めず、実際の授業運営やシラバス審査（教務委員会）、さらにはカリキュラム・

マップ（配当表）の妥当性検証の場において具体的に機能させ、教育課程の組織的な PDCA

サイクルにまで深く定着させる必要がある。 

また、令和 7 年度には本学が 4 年制大学として 6 年目となり、3 度目の卒業生を輩出して

いる。毎年実施されている卒業生アンケートでは、学習成果の項目に基づいた卒業生の獲得

状況の自己評価のデータが得られており、これらの分析も参考にしながら、教育の効果を引

き続き検証することが課題となる。 

 三つの方針と学習成果については、建学の精神の変更に伴い作成した学内掲示物によっ

て、学生への確認を促しているものの、その意義については必ずしも十分には浸透している

とは言えず、今後これらが学生の学修とどのように繋がっているのか、丁寧に説明を行い、

その状況を検証していくことが重要となる。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-B 教育の効果の特記事項＞ 

特記事項なし。 

 

［テーマ 基準Ⅰ-C 社会貢献］ 

＜根拠資料＞ 

提出資料 4 規程集 0 学則 

4 規程集 31 公開講座生涯学習委員会 

4 規程集 57 科目等履修生規程 

4 規程集 58 卒後研修生規程 

備付資料 7. 7 各委員会議事録 

8. 8 本学が実施した行事に関する資料 

9. 9 本学が参加した学外行事に関する資料 
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10. 10 「梼原町・高知県立梼原高校との地域人材育成に関する協定」 

11. 11 「学校法人高知学園 学校法人岡山瀬戸内学園 包括連携協定に関する協定

書」 

12. 12 その他協定に関する資料 

 

［区分 基準Ⅰ-C-1 高等教育機関として地域・社会に貢献している。］ 

＜区分 基準Ⅰ-C-1 の現状＞ 

 高知学園大学では学則第１条に、 

広く知識を授け深く専門の学芸を教授研究し、実践的な幅広い能力と知的、道徳的

及び応用的能力を展開することのできる人材を養成し、もって人類の福祉と文化の

進展に寄与すること 

を教育目的として掲げ、社会への貢献についての取組に関する方向性を示している（提出-

4 規程集 0）。 

本学では、各学科の特徴を生かした地域・社会への貢献のため、公開講座生涯学習委員会

規程（提出-4 規程集 31）に基づき、公開講座や生涯学習講座を定期的に実施している。本

学の公開講座は高知学園短期大学と連携して全学共通テーマを掲げ、そのテーマに関連す

る講座を各学科で企画し、生涯学習は各学科の専門領域において必要な内容を検討し企画

している。令和 7 年度は「維持していこう 健康を」を共通テーマに、高知学園短期大学と

合同で 5 講座を企画した。各講座の一覧と参加者数を表 I-C-1.1 に示す。 

表 I-C-1.1 令和 7 年度公開講座実施状況 

講座名 日時 講師 場所 参加者数 

糖尿病と臨床検査 令和 7 年 

10月 13日 

奥宮 敏可（臨床検

査学科教授） 

本学 533 講義室 0 名 

健康への近道！？ 令和 7 年 

10月 17日 

徳広 千惠（管理栄養

学科教授） 

福寿園  元気ふ

れあい館 

35 名 

冬の事故予防 

-入浴中の事故を防ご

う- 

令和 7 年 

11月 14日 

今村 優子（高知学

園短期大学看護学科

教授） 

福井町公民館 13 名 

乳幼児期の子どもの

育ちと健康 

令和 7 年 

11月 29日 

岡崎 善治（高知学

園短期大学幼児保育

学科教授） 

本学 132 講義室 0 名 

健口チャレンジ！口

から元気！！ 

令和8年 3

月 19 日 

中石 裕子（高知学

園短期大学歯科衛生

学科教授）ほか 5 名 

本学 712 講義室 0 名 

また、令和 7 年度はこれらの他に、「学びと音楽のつどい」として、中村 純子（高知リハビ

リテーション専門職大学客員教授）氏を講師とした公開講座を令和 7 年 11 月 29 日に本学

7 号館大講義室で実施した。 

生涯学習講座は主に本学卒業生を対象としており、令和 7 年度は、管理栄養学科では管
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理栄養士国家試験準備講座として 5 日間 12 講座、臨床検査学科では「見えていますか? 地

域で輸血療法を支える臨床検査技師の役割」（古井郁恵、本学臨床検査学科講師）とした講

座が実施されている。これらの講座はリカレント教育としても機能しており、実施後は、次

年度の企画立案につながるよう、各学科にアンケート結果をフィードバックし取組みを点

検している（備付-7）。本学における正課授業の開放に関しては高知学園大学科目等履修生

規程（提出-4 規程集 57）や高知学園大学卒後研修生規程（提出-4 規程集 58）に基づき、必

要に応じて開放している。 

本学キャンパスの所在地である高知県は南海地震による大規模な被害が想定されており、

本学でも防災教育には重点を置いている。令和 7 年度は、南海トラフ地震対策プロジェクト

チーム（代表：廣内 智子、管理栄養学科准教授）によって、コミュニティ防災教育推進事

業「フェーズフリーでつながる安心のまちづくり」が企画され、高知市の助成により表 I-

C-1.2 の公開講座が実施された（備付-8）。 

表 I-C-1.2 令和 7 年度コミュニティ防災教育推進事業公開講座実施状況 

部 テーマ 日時 場所 参加者数 

第１部 暮らしの中に防災を取り入れる新しいま

ちづくり～看護の専門性を活かした地域

防災教育～ 

令和 8 年

1月 10日 

本 学 711

講義室 

38 名 

第２部 “いつも”と”もしも”をつなぐフェーズ

フリー体験～調理・健康・予防の視点を暮

らしの中に～ 

令和 8 年

1月 12日 

高 知 市 文

化 プ ラ ザ

か る ぽ ー

と調理室 

20 名 

第３部 日常の中で育てる”生き抜く力” 令和 8 年

1月 22日 

高 知 市 自

由 民 権 記

念 館 民 権

ホール 

74 名 

第４部 “いつも”と”もしも”をつなぐフェーズ

フリー体験～調理・オーラルケアの視点を

暮らしの中に～ 

令和 8 年

1月 24日 

高 知 市 文

化 プ ラ ザ

か る ぽ ー

と調理室 

28 名 

さらに、令和 7 年度には、高知市との間で「避難環境の質的向上に係る相互連携に関する協

定書」が取り交わされ、キャンパス内でどのような支援が可能か検討された上で、大規模災

害時の避難場所として本学キャンパスが指定を受けている。 

高知県は中山間地域の割合が高く、本学が輩出しているようなエッセンシャルワーカー

の人材不足の問題が深刻となっている。この問題に本学として対処するため、中山間地域へ

還元できる人材育成を目指して、地方公共団体や高等学校との話し合いを行っており、令和

7 年度は、県西部の梼原町及び高知県立梼原高校との間で「梼原町・高知県立梼原高校との

地域人材育成に関する協定」を結んだ（備付-10）。本協定に基づいて、地域での教育活動や

幼少期からの人材育成に積極的に取り組む計画である。 
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この他に教育期間との連携としては、本学園（学校法人高知学園）と岡山県の学校法人岡

山瀬戸内学園との間で、令和 7 年度に協定書が交わされている（備付-11）。本学では、これ

まで取り組んできた本学園内の高知高校との高大連携に加え、今後、岡山瀬戸内学園に所属

する倉敷高等学校との高大連携での人材育成が計画されている。 

地域・社会団体との協定については、本学及び各学科では、それぞれの専門性や教育で関

連する地域社会の行政、教育機関及び職能団体等と交流活動を行っている。YAMAKIN 株式会

社と地域における健康づくりを支援する活動を行うため、「産学連携包括推進協定」を締結

している。また、一般社団法人高知県臨床検査技師会と本学は、お互いに有する資源や研究

成果を効果的に活用し、多様な視点から良質な医療人の育成と地域貢献に貢献する医療人

の確保を目的とした「高知学園大学・高知学園短期大学と一般社団法人高知県臨床検査技師

会との包括連携に関する協定」を締結している（備付-12）。 

その他、本学開学前よりそれぞれの学科において、専門性や教育で関連する地域社会の行

政、教育機関及び職能団体等と活発な交流活動を行ってきた。例えば、医療、健康、福祉、

栄養分野における、知的・人的資源の交流連携を推進するため「高知医療センターと高知学

園短期大学並びに高知リハビリテーション学院との包括的連携に関する協定」を締結して

いる（備付-12）。また、教職課程を有する高知大学、高知県立大学、高知工科大学、放送大

学の各大学、及び高知県教育委員会と『「教師教育コンソーシアム高知」に関する協定』を

締結し（備付-12）、教員養成の充実に努めている。本学図書館も地域の利用者へのサービス

向上に努めるため「高知学園短期大学図書館と高知県立図書館の相互協力に関する協定」を

締結している（備付-12）。 

各学科においても、その特性を活かしたボランティア活動を通じて、本学の教職員及び学

生は地域に貢献すると同時に、教育への還元や地域貢献に努めている。 

令和 7 年度には、管理栄養学科と高知市小中学校 PTA 連合会と共催で中学生の親子を対

象とした親子料理教室を 8 月に開催し、本学の教員が講師となり、学生 6 名がボランティ

アとして参加した。また、高校生に食と健康や管理栄養士・栄養士に関心を持ってもらうた

めに令和 6 年度はスポーツ栄養をテーマに 2 回簡単な調理を含む学科イベントを開催した。

また、学科のイベントとして「スポーツにおける栄養の重要性と管理栄養士の役割」（７月

２６日実施、参加者１３名）や「管理栄養士からスポーツ栄養学と運動に役立つ料理を教わ

ろう」（３月８日実施）でも地域に対して研究内容を還元するとともに「お仕事体験アドベ

ンチャー」（１０月２６日学園祭内実施、参加者１１７名）で幼少期からの職業意識醸成を

図っている。 

臨床検査学科の活動としては、臨床検査技師の専門性を広く社会に伝える目的で、高校生

を対象とした体験型イベント「臨床検査をのぞいてみよう！」を実施した。令和 6 年 10 月

19 日には「多方面で活躍する臨床検査技師：遺伝子分析科学認定士」をテーマに開催し 13

名が参加、令和 6 年 3 月 16 日には「幡多地域で活躍する臨床検査技師：検査体験と職業紹

介・大学紹介」と題して行い 30 名の参加を得るなど、次世代への職業理解の促進に努めた

（備付-8）。 

本学教職員と学生は公益財団法人日本対がん協会が主催するリレー・フォー・ライフ・ジ

ャパン高知へ参加し、がん患者、家族、支援者とともにがん撲滅運動へ寄与するとともに、

生命の尊さを感じ、自身の目指す職業への意識を高める活動となっている。また、病院から
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依頼のあった健康フェアでの活動、高知県から依頼のあった集落活動センターでの活動、マ

ラソン大会における一般及び救護ボランティア等に参加することで、参加者との関わりを

通してコミュニケーション能力等の汎用的能力を獲得する機会を得ている。令和 7 年度は

ボランティア活動として、学生 12 名が参加し、学生はルミナリエパックに応援メッセージ

を記入するなど地域住民との交流を深めた（備付-9）。 

 以上のように、本学の教職員と学生は、これらの活動を通して、地域とのつながりを感じ、

自身の専門職としての役割を確認しながら、大学として地域・社会への貢献を果たしている。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-C 社会貢献の課題＞ 

 本学では、学則で定める教育目的に基づき、各学科の専門性を活かした公開講座やリカレ

ント教育、地域ボランティア活動を幅広く展開している。さらに、高知県特有の地域課題で

ある「南海トラフ地震対策」や「中山間地域のエッセンシャルワーカー不足」に対し、地方

自治体や他校、職能団体と組織的な連携協定（高知市、梼原町・梼原高校等）を締結し、実

効性のある社会貢献のネットワークを構築している。これらの多様な地域連携活動をさら

に質的に発展させ、本学の教育研究活動へ効果的に還元していくために、以下の点において

向上・充実を図ることが課題である。  

令和 7 年度の公開講座（健康科学部・短期大学合同）においては、地域の健康増進に資す

るテーマを掲げて 5 講座を企画したものの、一部の講座において参加者が集まらず不開講

（参加者数 0 名）となる事例が見られた。公開講座生涯学習委員会を中心に、実施時期や場

所、広報媒体の在り方を精査するとともに、地域住民や社会のニーズをより的確に捉えた講

座内容へと見直しを行い、開講率および参加者数の安定的な確保を図る必要がある。 

また、令和 7 年度には、中山間地域の人材育成を目指した「梼原町・高知県立梼原高校と

の協定」や、県外の教育機関との「学校法人岡山瀬戸内学園との協定」など、新たな高大連

携・地域連携の枠組みが相次いで締結された。これらは今後の地方創生や学生募集（入口戦

略）において重要な意義を持つため、単なる協定締結に終わらせず、地域での具体的な教育

活動や高大接続プログラムを具現化し、継続的な活動として定着させることが急務である。

また、梼原町以外でも同様の取り組みができるよう引き続き取り組みを進めることも課題

である。 

本学の学生は、料理教室や「臨床検査をのぞいてみよう！」、リレー・フォー・ライフ等

の多様なボランティア活動へ主体的に参画し、地域住民との交流を通じてコミュニケーシ

ョン能力等の汎用的能力を獲得している。これらの学外活動の成果が、大学の定める学習成

果の達成にどのように寄与しているか、客観的・定量的に測定する仕組みはまだ十分に確立

されているとは言えず、今後は社会貢献活動を単なる課外活動に留めず、正課教育における

学修成果と結びつけて可視化し、教育の質の向上へと直結させる仕組み作りが課題となる。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-C 社会貢献の特記事項＞ 

特記事項なし。 
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［テーマ 基準Ⅰ-D 内部質保証］ 

＜根拠資料＞ 

提出資料 1 学生生活と履修の手引き 

4 規程集 0 学則 

4 規程集 2 高知学園大学の教育目的に関する規程 

4 規程集 4 評議会規程 

4 規程集 27 自己点検評価委員会規程 

4 規程集 28 自己点検評価作業連絡会規程 

4 規程集 29 自己点検評価検討会議規程 

4 規程集 49 試験規程 

備付資料 6 ファクトブック 2026 

13. 13 Web サイト「自己点検・評価報告書」 

14 高等学校からの意見聴取に関する資料 

 

［区分 基準Ⅰ-D-1 自己点検・評価活動等の実施体制を確立し、内部質保証に取り組んで

いる。］ 

＜区分 基準Ⅰ-D-1 の現状＞ 

高知学園大学では、学則（提出-4 規程集 0）第 2 条第 1 項に自己点検・評価活動の実施を

定めている。そして同条第 2 項に基づき、学科会議、自己点検評価委員会、自己点検評価作

業連絡会、自己点検評価検討会議を経て自己点検・評価報告書を作成し、理事長の承認を得

た後、毎年度公表することとしている。さらに、自己点検・評価活動を含む内部質保証に関

する総合的な事項を定期的に審議する機関は評議会であることを高知学園大学評議会規程

第 3 条で定めている（提出-4 規程集 4）。 

自己点検・評価の体制は、日常的に各学科、事務局各部署において全教職員が自己点検・

評価を行い、その内容を毎年度に取りまとめ、高知学園大学自己点検評価委員会規程（提出

-4 規程集 27）に基づいて自己点検評価委員会で審議・検討する。自己点検評価委員会でま

とめられた自己点検・評価報告書（案）は高知学園大学自己点検評価作業連絡会規程（提出

-4 規程集 28）に基づいて開催される自己点検評価作業連絡会において、全学的な視点での

編集を中心に検討している。最終的には高知学園大学自己点検評価検討会議規程（提出-4 規

程集 29）に基づいて自己点検評価検討会議で審議し、自己点検・評価報告書をまとめてい

る。同時に、自己点検評価委員会委員長より当該年度の成果や次年度に向けて取り組むべき

課題をフィードバックし、事業計画策定へ反映するよう努めている。 

公表については理事長に承認を得た後、自己点検・評価報告書をウェブサイト（備付-13）

で学内外に公表することとしている。同時に、課題や計画等を活用して本学の事業計画を策

定している。また、本学の取り組み状況を評議会で定期的に確認し、自己点検評価委員会で

検討している。 

令和 7 年度からは、高知県内の自治体及び中山間地域の高等学校との連携を強化する方

針が打ち出され、連携協定を結んだ梼原町をはじめとして、いくつかの自治体や高校と継続

的に協議を行っており、自己点検評価報告書やファクトブックを基にして、本学の状況説明

を行い、本学の点検にも活かされている。また、毎年開催している高等学校の進路指導関係
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者を対象とした本学独自の説明会では自己点検・評価報告書の概要を含めて説明を行い、質

問や意見を聴取している。その他、高等学校を訪問した際にも聴取した意見も参考に、自己

点検・評価活動に活かすよう取り組んでいる。法人内の取り組みにおいても、学園幹部会規

程（内規）に基づいて開催される幹部会で高等学校長から本学の自己点検・評価活動に関す

る意見を聴取しながら本学の活動へ反映し、PDCA サイクルを展開している。このように、

本学は学校教育法第 109 条に基づいて定期的に自己点検・評価報告書を公表し、その成果を

日常の教育・研究の改善に活用することとしている。 

 

［区分 基準Ⅰ-D-2 教育の質を保証している。］ 

＜区分 基準Ⅰ-D-2 の現状＞ 

 教育の質保証に当たり、本学は学習成果査定の手法を高知学園大学及び各学科の学習成

果査定の方針を高知学園大学アセスメントプランに示している（提出-1）。具体的な内容は

卒業認定・学位授与の方針に示す人材養成を実現するために必要な学習成果を評価する手

法と、その基準を大学全体レベル、学位プログラムレベル、授業科目レベルの 3 段階から示

している。とくに授業科目レベルでは、知識や技能、判断等に関する学習成果を中心とした

到達目標と測定方法を科目ごとにシラバスで示し、試験規程（提出-4 規程集 49）に基づい

て査定することとしている。この教育課程を反映し、質保証を証明するものとして免許・資

格取得がある。卒業要件は学則第 40 条、資格取得については学則第 43 条に定めている（提

出-4 規程集 0）。 

本学では教育の向上・充実と質保証を図るため、以下の PDCA サイクルを有している。ま

ず、Plan については学校教育法、大学設置基準及び資格取得に関係する法令に則り教育課

程を定め、学則には第 1 条に教育目的（提出-4 規程集 0）、高知学園大学の教育目的に関す

る規程（提出-4 規程集 2）には教育基本方針と各学科の教育目的、シラバスには各科目の目

的と到達目標を示している。それらをもとに Do として、授業や学外実習を通じて随時学生

の学習成果を試験、レポート、取り組み状況等で測定している。そして Check として授業

を遂行しながら教員同士による授業参観と事後検討会、授業終了後の学生による授業アン

ケートで問題点を点検する。さらに Action として教員は、この授業アンケートをもとに自

己分析し報告書をまとめ改善計画を具体化して実行している。また、授業参観で得た意見を

もとにしながら授業改善を行っている。さらに全学的なファカルティ・ディベロップメント

（FD）活動への積極的な取り組みや研究活動で得られた新たな知見を教育活動へ還元させ

ることにより教育力の向上・充実に努め、PDCA サイクルを活用している。 

FD 活動の一環としての授業評価アンケートにも本学は重点を置いており、令和 6 年度に

は、アンケート内容の見直しを行い、授業外学習時間の実態が把握できるよう変更するとと

もに、各教員が作成する「授業評価アンケートに対する自己分析の報告」の記述内容とアン

ケートの自由記載を照合して確認した上で、改善点について各学科長と共有し教員の指導

に反映できるよう改善を行っている。また、令和 7 年度には、この取り組みとともに、アン

ケートへの学生の回答率の抜本的な改善を目的として、学生を対象とした「授業アンケート

に関する調査」を実施し、回答の障害となっている要因について分析を行った（備付-6）。 

アセスメントが適切に機能していることは卒業時アンケートや就職先調査などを通して

定期的に点検している。卒業時アンケートは IR 推進室で毎年実施されているが、令和 7 年
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度には、組織的議論に役立てるため、可視化された資料が評議会を通じて共有されている。

なお、アセスメントプランは令和 6 年度に従来のアセスメント・ポリシーとアセスメントプ

ランを統合する形で改訂されており、国家試験・資格取得状況の項目のみを、管理栄養学科、

臨床検査学科それぞれのものに読み替えればよいことから、学科の点検の下で学部共通の

アセスメントプランに統一している（備付-15）。令和 7 年度は、新しいアセスメントプラン

に基づいて、学科会議や自己点検評価委員会、FD 委員会、評議会、教授会等で査定が行わ

れている。 

学校教育法、大学設置基準等の関連法令については、主に事務局や部局長で常に最新の情

報を確認しており、必要があれば共有し、法令を遵守するよう努めている。また、本学で令

和 6 年度から学長を務めている山下文一は、非常勤でこども家庭庁上席政策調査員を兼任

しており、学長の指示の下、中央教育審議会答申や各種法令・制度の改正等についての動向

は常日頃から評議会でも共有されている。文部科学省、厚生労働省、内閣府等の通達があっ

た場合は、事務局及び関連の部局長に回覧し、適宜現状を確認して対応を行っている。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-D 内部質保証の課題＞ 

 本学では、学則および諸規程に基づき、学科会議から自己点検評価委員会、自己点検評価

作業連絡会、自己点検評価検討会議を経て評議会に至る組織的な自己点検・評価体制を確立

し、報告書を毎年度公表している。また、各種説明会や学園幹部会を通じて高等学校等の関

係者から重層的に意見を聴取する仕組みを有している。また、アセスメントプランに基づい

た査定を各レベルで行っており、授業アンケートの改善や卒業時アンケート（ファクトブッ

ク）の共有など、全学的な学修 PDCA サイクルを機能させている。内部質保証の実効性をさ

らに高め、自律的な改革・改善を全学に定着させるためには、以下の点において向上・充実

を図ることが課題である。 

令和 7 年度に、授業アンケートへの学生の回答率の抜本的な改善を目指して「授業アンケ

ートに関する調査」を実施し、回答の障害となっている要因の分析を行った。この結果から、

システム的な問題より、教員の改善を学生が感じにくいことが要因として挙げられており、

今後は、この分析結果に基づいて、実施方法や時期についての検討を行うことが課題である。 

現状、毎年度の自己点検・評価報告書の作成プロセスは組織的に整備されているものの、

日々の教育研究活動や事務組織の日常業務における点検活動が、一部の委員会委員や担当

者に過度に依存し、形式的なルーティンワークとなる懸念が残されている。また、イベント

や報告等の一部の資料について、保存や公開についてシステム化が不足している部分があ

り、迅速な報告書作成を妨げることが懸念される。今後は、全教職員が日々の業務の中で主

体的に自己点検・評価に関与できるよう、全学的な参画意識とボトムアップ型の改善風土を

より強固にする必要がある。 

令和 7 年度には、IR 推進室が実施した卒業時アンケートの可視化資料が評議会で共有さ

れるなど、データの組織的共有に進展が見られた。しかし、集積されたデータ（授業アンケ

ート結果、授業外学習時間、在学生の成長実感、卒業時アンケート、国家試験合格状況など）

を、学科別・経年別に多角的にクロス分析し、カリキュラムの抜本的見直しや中長期的な教

育の質向上へと直接的に結びつける体制は未だ発展途上である。今後は IR 機能をさらに強

化し、エビデンス（教学データ）に基づく客観的かつ高度な教育改善サイクルを確立するこ
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とが求められる。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ-D 内部質保証の特記事項＞ 

特記事項なし。 

 

＜基準Ⅰ ミッションと教育の効果の改善状況・改善計画＞ 

(a) 前回の認証評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した改善計画の実施状況 

本学は平成 31（2019）年 4 月に設置認可を受け、令和 2（2020）年 4 月に開学した新設大

学であり、今回が第 1 周期目の大学認証評価となる。したがって、前回の認証評価において

記述した改善計画の実施状況について、該当する事項はない。 

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

 令和 7 年度の本学の取り組みにおいて、建学の精神の改訂に伴う各種ポリシーの整合性

確保や識別記号（LO・DP・CP・AP）を用いた一元管理マトリクスの導入、地域と連携した多

角的な社会貢献活動など、教育の質保証に向けた基盤整備が着実に進んでいることを確認

した。一方で、これら教学マネジメントの枠組みを形骸化させることなく自律的に機能させ、

一層の教育の質向上を図るため、以下の改善計画を策定し実行する。 

1. 建学の精神の浸透度検証とステークホルダーへの周知強化 

令和 6 年度末に改訂された建学の精神や教育目的、学習成果、卒業認定・学位授与の方

針、教育課程編成・実施の方針、入学者受入れの方針について、学生やステークホルダーに

対してさらなる浸透を図り、認知度と社会的信頼のさらなる向上を目指すため、また、学生

が自分自身の学修との繋がりが明確となるよう、可視化した説明資料を作成公開する。さら

に浸透状況を定量的・定性的に測定する調査を IR 推進室において定期的に実施する。 

2. 地域連携協定の具体化と社会貢献活動を通じた汎用的能力の評価 

 令和 7 年度に新規締結した梼原町・高知県立梼原高校や学校法人岡山瀬戸内学園との協

定に基づき、地域課題解決型プログラムや高大接続を速やかに具現化する。また、公開講座

における地域ニーズの再検証と広報戦略の最適化により開講率・参加者数を安定させる。さ

らに、学生がボランティア等の社会貢献活動で獲得した汎用的能力（コミュニケーション能

力等）を、大学の学習成果と結びつけて客観的に測定・評価する仕組みについて検討する。

さらに、高知県が抱える様々な問題に本学として貢献するため、自治体や高校との連携の協

議を推し進め、公開講座や出前授業・イベントなどを積極的に実施する。 

3. 授業評価の改善 

令和 7 年度の調査に基づき、授業アンケートの回答率を向上させ、授業改善の PDCA サイ

クルをより強固なものとするには、学生自身が授業改善を実感できるような実施方法に変

更する必要がある。本学では、これまで FD 委員会の主導により授業アンケートが実施され

てきたが、学生の運営する新たな学生委員会（仮）を立ち上げ、実施の主体をこの委員会に

委託するようにシステムを変更する計画である。この委員会により、授業アンケートの内容

が再検討され、学生自身が実施の主体となることで、アンケート、結果の集計と教員のフィ

ードバック公表といった一連のプロセスが改善され、本学の FD 活動改善に貢献する。 

4. カリキュラム検証と教学データの多角的分析 
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アセスメントプランをさらに実効性のあるものとするには、学習成果の可視化と分析に

ついてもさらに進める必要がある。令和 7 年度に導入した識別記号（LO・DP・CP・AP）の対

応表を単なる構造チェックに留めず、シラバス審査やカリキュラム・マップの妥当性検証に

おいて組織的に活用する。同時に、IR 推進室が中心となり、卒業時アンケート、学習時間、

国家試験合格状況などファクトブック掲載データを充実させるとともに、経年変化を分析

し、具体的な教育方法の改善へ確実にフィードバックさせる体制を強化する。 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】 

 

［テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 1 学生生活と履修の手引き 

4 規程集 0 高知学園大学学則 

4 規程集 2 高知学園大学の教育目的に関する規程 

4 規程集 49 高知学園大学試験規程 

4 規程集 54 高知学園大学における履修登録単位数の上限に関する規程 

11 シラバス 

12 行事予定表 

13 時間割表 

備付資料 14. 5 シラバス作成要領 

15. 6 ファクトブック 2026  

16. 16 管理栄養学科における CAP 制に関する内規 

17. 17 臨床検査学科 CAP 制に関する内規 

18. 18 授業アンケートに関する資料 

19 IPE プロジェクト実績報告 

 

［区分 基準Ⅱ-A-1 卒業認定・学位授与の方針に従って、単位授与、卒業認定や学位授与

を適切に行っている。］ 

＜区分 基準Ⅱ-A-1 の現状＞ 

 高知学園大学では、大学設置基準第 27 条及び学則第 35 条に基づき、授業科目を履修し

その試験に合格した者に所定の単位を授与している。同条第 2 項に基づき、試験は定期試

験又は適時、筆記、口述、レポート、実技等によって実施される（提出-4 規程集 49）。各科

目の評価方法・基準はシラバス（提出-11）に明示され、教員は授業の初回に説明するなど

学生への周知を徹底している。 

学習成果の評価にあたっては、各学科で以下の通り方針に対応した基準を設けている。管

理栄養学科では、管理栄養士育成の基底にある「豊かな人間性の涵養」を意識しつつ、「食・

栄養に関わる専門的知識」「適切な情報発信」「課題解決能力」「コミュニケーション力」の

獲得を基準として、シラバスで目的と到達目標を明示し、成績評価を行っている（提出-11）。

また、臨床検査学科では、三つの方針と学習成果の関連を示す「ポリシー・マップ」を策定

し（提出-1）、全学的な作成要領に基づきシラバスを作成している。成績評価は、シラバス

記載の基準に基づき、小テスト、レポート、発表、定期試験などを総合的に判定している。 

 本学では単位の実質化を図るため、大学設置基準第 27 条の 2 に基づき「高知学園大学に

おける履修登録単位数の上限に関する規程」（提出-4 規程集 54）を定め、CAP 制を導入し

ている。各授業のシラバスにおいて、1 単位あたり 45 時間の学習量を確保するために必要

な授業時間外の学習内容・時間を明記し、学生生活と履修の手引きに単位の履修方法を掲載

している（提出-1）。 

様式 6－基準Ⅱ 
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具体的な CAP 制の上限設定や資格取得に伴う運用の詳細は、各学科の内規に基づき以下

の通り定められている。管理栄養学科では、「管理栄養学科における CAP 制に関する内規」

（備付-16）により、履修単位の上限を 48 単位と定めている。授業以外の予習・復習時間を

確保し、バランスの取れた学習を可能にしている。また、同科では管理栄養士国家試験受験

資格に加え、栄養教諭一種免許、中・高等学校教員免許（家庭）の複数資格が取得可能で履

修が複雑なため、毎学期及び年度初めに詳細な履修登録ガイダンスを実施している。また、

臨床検査学科でも、「臨床検査学科 CAP 制に関する内規」（備付-17）に基づき履修可能単位

数の上限を 48 単位と定め、適切な学修量を確保している。 

 単位授与及び試験の実施にあたっては、試験規程に基づき、科目担当教員が履修者名簿を

用いて出席管理を行い、受験資格の確認を行っている（提出-4 規程集 49）。履修者名簿は教

務課へ提出され、再チェックを受ける。 

また、本学では進級判定制度を設けていないため、学生の学習継続に向けて、クラス担任

及び副担任が中心となり、学生個々の履修・単位取得状況を定期的に確認している。出席状

況の悪い学生については、科目担当者から担任へ連絡が入り、Teams チャット、メール、

電話等で学生と連絡をとって指導する。必要に応じて学科会議での情報共有、個別面談や保

護者面談を行い、不安や生活面の相談にも応じる信頼関係を構築している。 

 本学では、大学設置基準第 32 条、並びに学則第 40 条（卒業の要件）、第 41 条（卒業の

認定）、第 42 条（学位の授与）に基づき、各学科の卒業要件を定め、「学生生活と履修の手

引き」に明記するとともに学生に周知している。評価については、各試験終了後、教務課に

て学科・学年ごとの成績一覧を作成・点検する。最終学年末の成績確定後、卒業認定・学位

授与の方針（資格取得認定を含む）に基づき、以下のプロセスで厳格な卒業判定を行ってい

る。 

1. 学科会議での判定： 教務課が作成した資料を用い、取得単位数等の卒業要件を確認の

上、各学科会議の場で卒業認定・成績評価の適切な運用を点検・判定する。 

2. 全学的な承認： 学科での判定後、評議会、教授会において最終的な卒業判定及び承認

を実施する。 

なお、本学及び各学科では、令和 6 年度末の建学の精神の変更に伴い、教育目的や学習成果

の見直しとともに「卒業認定・学位授与の方針」の改定を行い、令和 7 年度から施行してお

り、学習成果をアセスメントプランに基づき評価し、学位授与の適正性を担保している。 

 

［区分 基準Ⅱ-A-2 教育課程編成・実施の方針に従って、教育課程を編成している。］ 

＜区分 基準Ⅱ-A-2 の現状＞ 

 高知学園大学では、大学設置基準第 19 条に則り、学習成果を獲得するため、卒業認定・

学位授与の方針に基づいて、教育課程編成・実施の方針を示し、学生生活と履修の手引き（提

出-1）や公式サイト（提出-9）で示している。管理栄養学科では食・栄養を通して人々の健

康に貢献する管理栄養士の育成を目指す方針、また、臨床検査学科では現代医療に貢献でき

る臨床検査技師の養成を目的に方針を策定し、「学生生活と履修の手引き」「大学案内」「ウ

ェブサイト」で公表している。さらに、両学科では、科目区分と学習成果の対応を「カリキ

ュラム・マップ」としてまとめ、入学時のオリエンテーションで学生に分かりやすく説明し

ている。 
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本学は管理栄養士、臨床検査技師を各学科で養成しており、専門職の指定規則等に基づき、

学習成果に対応した段階的かつ体系的な授業科目を編成している。管理栄養学科では、卒業

要件を 124 単位以上としており、教養・基礎科目（34 単位以上）、専門導入科目、専門基

礎・専門科目（合計 90 単位以上）を体系的に履修する構成である。また、栄養教諭一種、

中・高教諭一種（家庭）の免許取得に対応する専門科目や教職科目を配置し、特に国家試験

受験資格取得の内容と意義を強調している。臨床検査学科では、卒業要件を 136 単位以上

としており、1 年次は教養・基礎中心、2 年次以降は専門知識・技術、3 年次の「臨地実習」

で倫理観やコミュニケーション能力を培い、4 年次の「卒業研究」で研究的視野と主体性を

養うというように基礎から専門へと段階的に配置している。また、医療の進歩や業務拡大

（タスク・シフト／シェア）に伴う新規科目の開発・導入や、メディアを利用した教育手法

の導入も必要に応じて検討している。なお、本学では、専門職学科および通信教育課程は設

置していない。 

本学では、学習の質を保証するため、シラバスの記載事項をシラバス作成要領（備付-5）

で厳格に定め、客観的な成績評価を行っている。シラバス作成要領に基づき、授業目的、到

達目標、各回の計画、時間外学習（予習・復習）、評価方法・基準、オフィスアワー等を明

示している。とくに「授業の目的」には卒業認定・学位授与方針との関連性を必須としてい

る。授業時間は半期 15 回を厳格に遵守した上で試験を実施する。成績評価は、学則第 36 条

およびアセスメントプランに基づき客観的な評価を実施しており、厳格な運用について学

科会議等で担当者間の情報共有と調整を行っている。 

FD 活動としては、学生からのフィードバックや教員同士の連携を通じて、教育の質向上

（PDCA サイクル）を図っている。前後期の授業それぞれで「授業アンケート」を定期的に

実施し、教員への自己分析と改善報告書の提出を義務付けている（備付-18）。また、授業担

当者間での重複回避や演習・実習の事前打ち合わせなど、意思の疎通と協力調整を図ってい

る。また、併設している短期大学も含めた全学的な授業参観や公開授業も実施しており、学

外研修報告書の共有や担当者間の情報共有・調整を通じて教員間の連携を強化し、教育の一

貫性を担保している。 

また、社会情勢や制度改正に柔軟に対応するため、学内外の視点を取り入れた定期的なカ

リキュラムの見直しを行っている。見直しについては、学生の履修状況や課題を含め、学科

会議や教務委員会を中心として検討され、定期的に教育課程の見直しが実施されている。こ

れらの検討では、教育目的の達成状況等から把握した学生の修学状況等や管理栄養士・臨床

検査技師の国家試験出題基準（ガイドライン）、中央教育審議会、関係団体、学会等の動向

を考慮に入れている。また、臨床検査学科では、これらに加え、「教育課程連携協議会」を

通じて学外の専門的な意見を組織的に取り入れる体制を確立している。なお、令和 6 年度

末には建学の精神の変更に伴い、全学的な教育目的やカリキュラム方針の大規模な見直し

を行い、令和 7 年度から施行されている。 

さらに、令和 7 年度には、本学カリキュラム・ポリシーに基づき、本学及び併設の高知学

園短期大学の特色を最大限に活用するために、IPE（専門職連携教育）プロジェクトが開始

され、多職種連携による授業を体系的に開発する取り組みが実施された。令和 7 年度の成

果としては、「健康的で豊かな生活」の概念を起点として、学科横断的に「何を学ばせるか」

を整理し、授業設計に向けた基盤となる教育目標の方向性を明確化した（備付-19）。この成
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果をもとに令和 8 年度に向けて具体的な授業内容や評価基準の策定・検討を進めている。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-A-3 教育課程は、大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養及び総合的な

判断力を培うよう編成している。］ 

＜区分 基準Ⅱ-A-3 の現状＞ 

 高知学園大学では「広い教養」の習得を教育基本方針で定めており（提出-4 規程集 2）、

大学設置基準第 19 条に基づき、幅広く深い教養と総合的な判断力を培い、豊かな人間性を

涵養するための教育課程を編成するとともに、大学全体および両学科において、「広い教養」

の習得を教育基本方針に掲げ、社会に貢献できる豊かな人間性と専門教育への基盤を培う

教育を実施している。管理栄養学科では、この方針の下、専門科目の理解・活用の促進や、

自ら学修上の課題を解決して成長できる教養ある人間を育成する方針を掲げている。また、

臨床検査学科では、基礎的素養の修得を通じて臨床検査技師としての高い倫理観や社会的

役割の理解へつなげることを重視している。この目的を達成するため、教養・基礎科目、あ

るいは基礎分野の教育では、広い教養を身につけることによって、専門教育科目の理解と活

用を促進するとともに、学生が自ら目標を立て主体的に学べるよう教育課程を編成してい

る。 

 本学の教育課程では、医療や教育など「人々の健康に貢献する専門職」を養成するため、

多様な背景の理解やコミュニケーション力、科学的思考の基盤となる科目群を整備してい

る。両学科では、教養・基礎科目または基礎分野として、「自然科学の探求」「人間と文化

の探求」「現代社会の探求」「地域と環境の探求」「日本語」「外国語」「情報」「スポー

ツと健康の探求」などの区分を設け、多様な科目を配置している。とりわけ「人間と文化の

探求」では講義科目「平和と友愛論」において、本学の教育の象徴「世界の鐘」に込められ

た「世界の平和と友愛」の精神を学ぶことができる他、「地域と環境の探求」では講義科目

「土佐の食文化」において、高知県の伝統的な食文化及び健康維持を考えた食べ方に関する

幅広い知識を身につけることができる。また、本学は防災教育の強化に取り組んでおり、講

義科目「災害と生活」を設置し、災害により変化する生活環境やそれにより生じる課題を理

解するとともに、被災者支援のための様々な方策や取組みを学ぶことができる。これら多様

な分野の履修を通じ、現代社会における事象の洞察力、外国語・異文化の基礎的理解、主体

性、体力・精神力の向上を図り、専門教育へと繋げている。 

 これらの教養教育のカリキュラム編成については、社会背景や学生のニーズ、専門教育と

のバランスを考慮し、卒業要件単位数や科目の新設・廃止を適宜見直しており、社会の動向

や学科の学習成果に基づき、必要に応じて教育課程の改正を行っている。管理栄養学科では、

令和 7 年度入学生までは、教養・基礎科目として 34 単位以上（必修 17 単位、選択 17 単位）

の履修を求めていたが、令和 8 年度入学生を対象とした改定では、学生のニーズに合わせた

科目の新設・廃止を行うとともに、専門科目の履修を妨げないよう、教養・基礎科目の卒業

要件単位数を 24 単位へと引き下げる見直しを行った。また、臨床検査学科でも、令和 8 年

度に向けて新規科目を導入するなど、教養教育と専門教育の関連性・つながりを明確にした

教育課程の再編を行っている。新規科目には、初年次教育の充実を図るための「フレッシュ

マンセミナー」、またグローバルな視点から医療・公衆衛生を理解し、多職種連携の基盤を
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形成するために「国際保健学概論」を導入し、専門教育へ有機的に結び付くよう教育課程を

強化している。 

 教養教育の効果については、卒業生や学外実習先からのフィードバック、学生アンケート

を活用し、組織的な検証と改善に取り組んでおり、全学的な「卒業生アンケート」による評

価や、学外実習の受け入れ先からの意見を参考に、教務委員会や学科会議で教養教育の効果

や課題を検討・点検している。管理栄養学科では、学科のカリキュラム改正部会、学科会議、

教務委員会において、社会情勢や学生の動向を踏まえた定期的な検討・改善体制を維持して

いる。また、臨床検査学科では、定期的な「授業アンケート」の結果を元に、授業内容や方

法の改善について、体系的な測定・評価の確立を目指している。アンケートの評価結果をよ

り効果的に反映させるための議論は全学で継続的に実施しており、次年度以降も工夫を行

うこととしている。 

 このように本学では、大学設置基準第 19 条に基づき、幅広く深い教養及び総合的な判断

力を培い、豊かな人間性を涵養するための教育課程を編成している。なお、令和 4～8 年度

における教養・基礎科目、基礎分野の科目数と担当教員の人数については、表Ⅱ-A-3.1 の

通りである。 

表Ⅱ-A-3.1 各学科の教養教育科目数と担当教員数（令和 4～8 年度） 

 令和 4年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 

管 理 栄 養

学科 

科目数 39 39 39 38 32 

本学教員 5 5 7 9 9 

非常勤講師 23 28 25 22 16 

臨 床 検 査

学科 

科目数 38 38 38 31 29 

本学教員 5 5 7 9 16 

非常勤講師 23 28 25 20 15 

〔注〕 1．その年度に開講した科目数 

    2．管理栄養学科は教養・基礎科目、臨床検査学科は基礎分野 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の課題＞ 

 本学では、各学科の卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に基づき、専門

職の指定規則に準拠した段階的かつ体系的な教育課程（カリキュラム）を編成し、学生生活

と履修の手引きやシラバスを通じて学生に周知している。また、CAP 制の導入やシラバス

作成要領に基づく授業外学修時間の明記により単位の実質化を図るとともに、令和 8 年度

入学生に向けては、学生ニーズや専門教育とのバランスを考慮した教養・基礎科目の卒業要

件単位数の適正化や、初年次教育・多職種連携を強化する新規科目の導入など、時代に即し

たカリキュラム再編を機動的に実行している。さらに、進級判定制度に拠らないきめ細かな

担任・副担任制による修学指導や、教育課程連携協議会等の外部評価を交えた定期的な見直

し体制を確立している。これらの教育課程の体系性や運用をさらに実効性あるものとし、学

修成果をより確実に高めていくためには、以下の点において向上・充実を図ることが課題で

ある。 
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令和 8 年度入学生を対象として、管理栄養学科における教養・基礎科目の要件単位数の

引き下げ（34 単位から 24 単位への適正化）や、臨床検査学科における「フレッシュマンセ

ミナー」「国際保健学概論」の新設など、重要なカリキュラム再編を行った。今後は、これ

らの改定が当初の狙い通り「専門教育の理解・活用の促進」や「初年次からのスムーズな専

門への移行」に寄与しているか、学生の学修成果（ディプロマ・ポリシーの達成度）や授業

外学修時間の変化を通じて継続的に測定・検証し、教育課程の順次性・体系性を精緻化して

いく必要がある。 

また、シラバス作成要領に基づき、全科目のシラバスに 1 単位あたり 45 時間の学習量を

確保するための授業外学修（予習・復習）の内容や時間が厳格に明記されている。しかし、

学生の自己管理能力や履修科目の組み合わせによっては、授業外学修が実質的に十分に確

保されていないケースや、形式的な課題提出に留まる懸念が一部に残されている。今後は、

授業アンケートや IR データ等から学生の実際の授業外学修時間をより正確に把握し、

Teams 等のツールを活用した効果的な課題設定や、担任による履修ガイダンス時の指導を

強化することで、単位の実質化を名実ともに定着させることが求められる。 

 さらに、授業アンケートおよび FD 活動を基軸とした組織的な授業改善のさらなる深化

についても課題となる。前後期の授業アンケートに基づく教員の自己分析・改善報告書の提

出、教員間での授業重複回避の調整、および併設短期大学と合同での授業参観・公開授業な

ど、FD 活動の基案は整備されている。しかし、個々の教員による授業改善の取り組みを、

学科全体、さらには大学全体としてのカリキュラム全体の組織的な質向上へと、より有機的

かつシステムとして連動させる体制は発展途上である。今後は、優れた授業実践事例（グッ

ドプラクティス）の学内共有をさらに活発化させ、組織としての教育力向上を推進すること

が課題である。 

管理栄養学科では令和 7 年度に 3 期生を輩出するに伴い、第 1 期生、2 期生の 4 年間の学

習成果の達成度を点検していく中で、多様化する在学生、卒業生の将来像や食と栄養の専門

性を必要とする産業界の幅広い要望を考慮し、課題となっていたカリキュラムを新たな資

格取得や資格の選択を可能とするためにカリキュラム検討し、令和 8 年度に向けて改正と

それに伴う三つの方針の見直しも行った。新しいカリキュラムにより、健康食品管理士認定

試験の指定養成施設となったが、健康食品管理士資格取得に向けた支援方法の確立が今後

の課題である。また、次年度以降に健康運動実践指導者の資格も取得ができるように、カリ

キュラムの内容充実についても今後の課題である。 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-A 教育課程の特記事項＞ 

特記事項なし。 

 

 

 

［テーマ 基準Ⅱ-B 学習成果］ 

＜根拠資料＞ 

提出資料 1. 規程集 0 高知学園大学学則 
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備付資料 19. 6 ファクトブック 

20. 15 Web サイト「アセスメントプラン」 

21. 20 GPA 分布一覧 

22. 21 管理栄養学科就職先聞き取り調査概要 

23. 22 臨床検査学科就職先聞き取り調査概要 

 

［区分 基準Ⅱ-B-1 授与する学位分野ごとの学習成果は明確である。］ 

＜区分 基準Ⅱ-B-1 の現状＞ 

高知学園大学では、健康科学部全体の共通指針として 4 つの資質・能力（LO1～LO4）を定

めており、文科省が示す学士力の 4 分野（知識・理解、汎用的能力、態度・志向性、統合的

な学習経験と創造的思考力）に適合するよう定められている。これを基にして、管理栄養学

科・臨床検査学科の専門性に合わせて、それぞれの学習成果を具体化している。単に知識を

身につけるだけでなく、管理栄養学科では地域医療等での栄養管理や食支援、臨床検査学科

では現代医療に対応する専門知識や科学的根拠に基づいた実践力や研究能力と、将来の活

躍場面を具体的に想定して定義している。また、両学科とも、多職種連携を見据え、コミュ

ニケーションを重視した学習成果となっている。 

 これらの成果は、修業年限（4 年間）で卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシ

ー）によって定められた能力を段階的に無理なく獲得できるよう、教育課程編成・実施の方

針（カリキュラム・ポリシー）と連動して定められており、各方針にも明記されている。ま

た、単位制度の実質化を図るため、例えば臨床検査学科では履修登録の上限を「1 年間に 48

単位」と定めて授業内容の理解を促しており、4 年間という一定期間内で着実に成果を達成

できる環境が担保されている。完成年度以降の令和 5～7 年度の平均修業年限学位授与率は、

管理栄養学科で 77%、臨床検査学科で 90%となっていることからも、学習成果は一定期間内

で達成可能なものとなっている（備付-6）。 

 学習成果の測定に関しては、学則第 34～第 36 条（提出-4 規程集 0）や教育基本方針に基

づいてアセスメントプランを策定し、学生生活と履修の手引きに表明し周知を図っている。

獲得された学習成果や卒業認定・学位授与の方針の達成度は、アセスメントプランに基づき、

客観的かつ定量的に測定・評価される体制が整っている。授業科目レベルでの測定について

は、各授業科目の到達目標に対する達成度が、シラバスに明記された評価基準（100 点満点

の評点：優・良・可・不可）によって厳格に数値化され、GPA の分布や単位修得状況として

測定される。学科・大学全体レベルでの測定については、在学中の実習の状況や各種アンケ

ート、卒業時における就職率・進学率、専門職採用状況、そして客観的指標である管理栄養

士・臨床検査技師国家試験の合格状況（備付-6）を用いることで、成果の達成度を直接的・

間接的に測定可能にしている。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-2 学習成果の獲得状況を適切に評価している。］ 

＜区分 基準Ⅱ-B-2 の現状＞ 

 高知学園大学では、学生の学習成果の獲得状況を適切に測定するため、学則第 36 条や及

びアセスメントプランに則り、多様かつ客観的な評価指標を導入し、これに基づいて成績評
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価を行い、学習成果の獲得状況を適切に評価している。直接的な評価としては、定期試験、

レポート、授業への取り組みなどを活用し、科目ごとの到達目標の達成度を測定している。

両学科では、レポート評価等を行う際にはルーブリックを活用する等、より定量的かつ公平

な成績評価を行う工夫をしている。 

 各授業科目における個別の到達目標が、学科及び大学全体の方針とどのように結びつい

ているかは、シラバス等で明確に示している。各科目のシラバスにおいては、科目としての

学習成果（到達目標）を示し、授業終了段階で学生が獲得すべき能力・技術等を明記してい

る。また、個々の授業科目の到達目標と学科の卒業認定・学位授与の方針との関係性を紐付

けることで、授業レベルの学習成果が学科全体の目標に直結する構造を担保している。たと

えば、管理栄養学科では、養成する管理栄養士像に基づき、教育課程編成・実施の方針と学

位授与の方針との対応関係を、次のように具体的に整理している； 

- 管理栄養士や栄養士の社会的な役割の理解と応用力・実践力を養う教育（CP1n） 

→「科学的根拠に基づいた高度な専門的知識及び技術」（DP1n） 

- 学生の主体性を育み表現力や傾聴力を養う教育（CP2n） 

→「主体性及び多様な人々に対応できるコミュニケーション能力」（DP2n） 

- 総合的に健康を学ぶ（CP3n） 

→「学び続ける力」（DP4n） 

- 他職種間連携のフィールドワーク等を取り入れた実践的教育（CP4n） 

→「責任感と倫理観を身につけ、他者の立場を理解し協働できる」（DP3n） 

 成績評価については、評価結果の偏りや不備を防ぎ、大学全体および学科レベルで教育の

質を保証するための組織的な確認を行っている。教員が算出した成績は教務課に提出され、

学科・学年ごとに整理された上で全体状況が把握・点検されるシステムとなっており、成績

分布に極端な偏りがないかを確認し、特に再試験者や不合格者が多い科目については、授業

評価アンケートの結果と突き合わせながら要因の点検を行っている。また、学科会議等にお

いて、学生による授業評価アンケートに寄せられたコメント（自由記述）や、教員から提出

される授業改善報告書を活用し、成績評価の方法や基準に適正を欠くような問題点がない

かを継続的に点検している。 

 把握した学習成果の獲得状況やアンケート結果については、個々の学生へのフォローア

ップおよび教員の教授方法のブラッシュアップへ還元している。担任・副担任は、定期的に

学生面談を実施し、学科会議で共有された成績データ等をもとに学習成果の達成状況を確

認しながら、きめ細かな個別指導を行っている。また、授業評価アンケートの分析を通じて、

教員が自らの成績評価の妥当性を振り返り、次年度以降の学習意欲の向上や教育方法の改

善に結び付けている。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-3 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する仕組みをも

っている。］ 

＜区分 基準Ⅱ-B-3 の現状＞ 

高知学園大学では、学習成果の獲得状況について、量的・質的データを用いて測定する

仕組みとして、アセスメントプランを策定しており、これに基づいて査定を実施している
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（備付-15）。アセスメントプランは、大学全体（機関）レベル、学科（学位プログラム）レ

ベル、授業科目レベルの 3 つのレベルで定められており、GPA 分布、単位修得率、学位取得

率、資格試験や国家試験の合格率、学生の業績の集積（ポートフォリオ）などの情報を体系

的に管理している。また、両学科ともにルーブリック分布を活用した定量的評価を行ってお

り、学科会議やカリキュラム検討の場で共有されるとともに、教育内容や指導体制の具体的

な改善・見直しに直結させている。 

 学内での日々の学習成果や学生の意識、在籍状態などの統計については、IR 推進室がと

りまとめており、毎年ファクトブックとして学内教職員に共有されており、実態把握や教育

活動・学生指導の改善につなげている。ファクトブックには、GPA や単位取得率、退学率の

推移や、修業年限学位授与状況、国家試験合格状況の教務データが掲載されており、それぞ

れ学習成果獲得の指標として毎年度点検・分析している（備付-6）。また、全学的に実施し

ている授業アンケートや入学時及び卒業時アンケートの結果は、間接的な評価指標として

活用されている。 

 本学では、組織的なインターンシップや留学は行っていないが、代替・類似する取り組み

として学外実習の評価を学習成果の分析に活用している。また、就職率は学習成果獲得の証

明として学科会議や就職委員会等で毎年度点検している。管理栄養学科での卒業生就職実

績（大学設置後、2 期生・3 期生等を輩出）の多くは、病院、高齢者施設、給食受託会社、

保育園等に管理栄養士・栄養士として就職している。また、臨時栄養教諭や臨時教員（家庭）、

一般企業など幅広い分野へ進出し、そのほとんどが高知県内への就職である。臨床検査学科

では、臨地実習やインターンシップへの参加状況、および就職率を継続的に集計し、学外活

動や進路に関する重要な成否指標として活用している。 

 社会から受けた評価（アウトカム）を学内にフィードバックし、教育の質保証のサイクル

を回すため、卒業生に関する調査も実施している。卒業時にも学習成果を自己評価するアン

ケートも実施しており、令和 7 年度から実施された卒業生の追跡調査のためのアンケート

と併せて検討する計画であるが、追跡アンケートについては回答率が少なく、十分な分析が

できていないことは課題である。また、卒業生の就職先での聞き取り調査は巡回指導時や就

職フェア・企業訪問の機会を利用して以前より行っており、令和 7 年度からは報告の形で残

して活用されている（備付-21, 22）。この他、本学で実施している生涯学習講座で来学した

卒業生に対してもヒアリングを行っている。これらの情報は、主に学科内で共有し、三つの

方針（DP/CP/AP）との関連性を吟味しながら、教育内容の点検・改善の根拠データとして活

用するよう検討している。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-B-4 学習成果の獲得状況の公表に努めている。］ 

＜区分 基準Ⅱ-B-4 の現状＞ 

 学校教育法施行規則第 172 条の 2 に基づき、公式サイト「情報の公表」ページ上で「学

位授与数または授与率」「免許・資格取得状況」等の学習成果データを広く公表している。

法令に基づく公式サイトでの情報公開に加え、高校生・保護者への説明や学術的な場での発

表を通じ、成果の透明性を確保している。ファクトブックには、教学 IR の情報や各種アン

ケートの結果が可視化され掲載されているが、教職員での共有に留まっており、全体につい
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ては公表されていない。この中の卒業時アンケートの結果については、令和 5 年より公式

サイトで継続的に公表されている。また、令和 7 年度には、情報機器利用調査が公開されて

いる他、ファクトブックからの情報を抜粋し、インフォグラフィックとして構成した「高知

学園大学・短期大学はこんなところ 2025」が公開されている。 

これらの情報の他、学科別では、栄養教諭や中学校・高等学校教員免許状（家庭科）の取

得状況（管理栄養学科）、バイオ技術者認定試験中級、日赤救急救命員認定、心電図検定、

健康食品管理士の取得状況（臨床検査学科）等の情報についても、オープンキャンパス、高

校生の本学訪問時、学生募集のための高等学校訪問時などに学外へ向けた周知に努めてい

る。 

 本学では、可視化した根拠に基づき、学生の到達度に応じた個別指導や、実習・試験に向

けた多面的なフォローアップを行っている。管理栄養学科では、入学前後の新入生オリエン

テーションや、新入生保護者オリエンテーションの場を活用し、入学初期の段階から学修成

果の目標や現状について説明・周知を行っている。また、臨床検査学科では、多様な評価結

果に基づき、学生一人ひとりに対してフィードバックを行い、自らの到達度を自覚できるよ

う指導し、基準未達の学生や成績不振者には、補習や個別指導を徹底している。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-B 学習成果の課題＞ 

 本学では、健康科学部全体の学習成果を基盤に、国家資格（管理栄養士・臨床検査技師）

の指定規則や多職種連携を見据えた具体的な学習成果を定義し、4 年間の修業年限内で無理

なく達成できる環境を整備している。この達成可能性は、完成年度以降の平均修業年限学位

授与率（管理栄養学科 77％、臨床検査学科 90％）という客観的数値により実証されている。

また、3 つのレベル（機関・学位プログラム・授業科目）を網羅したアセスメントプランに

基づき、GPA や単位修得率、ルーブリック分布等の量的・質的データを IR 推進室がファク

トブックとして可視化・集約している。さらに、法令に基づく公式サイトでの情報公開や、

インフォグラフィックを用いた学外への分かりやすい公表に努めるとともに、これらの根

拠データを学生個々の到達度自覚や成績不振者への徹底した補習指導へと結びつけている。 

これら学習成果の測定・可視化の仕組みをさらに深化させ、教育改善や学生の主体的学修

へ効果的に還流させるためには、以下の点において向上・充実を図ることが課題である。 

社会から受けた評価を教育の質保証へと還流させるため、令和 7 年度より卒業生の追跡

調査（アンケート）を開始したものの、現段階では回答率が極めて低く、教育課程や学習成

果の妥当性を客観的に検証するための十分なデータ分析を行うまでに至っていない。今後

は、同窓会組織との連携強化や、Web 回答フォームの動線改善、生涯学習講座などの来学者

への直接的なアプローチを工夫することで回収率の大幅な向上を図り、集約された学外評

価（アウトカムデータ）を三つの方針（DP/CP/AP）の見直しへ組織的に連動させる仕組みを

確立する必要がある。 

IR 推進室により、GPA や退学率の推移、資格取得状況等の重要な教務データがファクトブ

ックとして毎年度体系的に可視化・共有され、成績不振者への個別指導や補習に活かされて

いる。しかし、これらの量的データと、授業アンケートの自由記述や実習評価等の質的デー

タを学科横断的・経年的にクロス分析し、「どのような修学不振の予兆があるか」を早期に
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発見して未然にフォローするような、予測的・個別最適な学生支援へのデータ活用について

は未だ発展途上である。今後は、集積された可視化データをより高度に分析・活用し、担任

制による個別指導のさらなる精緻化を図ることが求められる。 

シラバスにおける卒業認定・学位授与の方針との関連性の明示や、一部のレポート評価等

におけるルーブリックの活用により、成績評価の客観性・公平性の担保が進んでいる。今後

は、このルーブリック評価の活用範囲を専門科目の演習や実習、卒業研究などの主要なマイ

ルストーン科目へとさらに拡大し、教員側の評価ツールに留めず、学生自身が、今どの資質・

能力がどのレベルまで到達しているか、4 年間を通じて自律的に確認・可視化できる仕組み

を構築することが課題である。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-B 学習成果の特記事項＞ 

特記事項なし。 

 

 

［テーマ 基準Ⅱ-C 入学者選抜］ 

＜根拠資料＞ 

提出資料 2 大学案内 2026 

4 規程集 110 高知学園大学入学者選抜規程 

6 学生募集要項 2026 

25 大学案内 2025 

26 学生募集要項 2025 

備付資料 24. 23 入学手続き他に関する資料一式 

 

［区分 基準Ⅱ-C-1 入学者選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて実施

している。］ 

＜区分 基準Ⅱ-C-1 の現状＞ 

 高知学園大学では、教育上の目的を踏まえ、学校教育法施行規則第 165 条の 2 に基づき、

入学者受入れの方針を掲げ、ウェブサイト（提出-10）等で示し、積極的に公表している。

この方針に基づいて、入学者選抜規程が定められ、アドミッション・オフィス及び入学試験

募集委員会が協調して業務にあたっている。入学試験の選抜方法詳細については、毎年発

行される学生募集要項に定められており（提出-6, 23）、公式サイトで閲覧・ダウンロード

することができるとともに紙媒体で配布されており、適切に公表されている。選抜試験の実

施にあたっては、学長を最高責任者とする入学者選抜の実施に係る実施本部が設置され、入

学者選抜規程に従い、学科での判定会の議を経て、評議会・教授会の審議後に学長が合否を

決定する。 

 本学では、高大接続や入学者の多様性確保に配慮し、多様な選抜区分を設け、公正かつ適

正な選考基準に基づいて判定を行っている。選抜区分、試験日については、両学科とも共通

であり、一般入試、大学入学共通テスト利用入試、総合型選抜、推薦入試（指定校制・公募

制）、社会人選考、外国人留学生選考を実施している。一般入試は、書類審査、面接、小論
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文、学力検査で審査される。学力検査では、国語・英語・化学基礎・生物基礎・数学Ⅰから

1 科目の選択問題と特定科目に依らない総合問題が出題される。また、総合型選抜は、専願

制であり、大学入学希望理由書、調査書、小論文、面接等を通じて、受験生の学習状況、社

会性、専門分野への関心、計画的・継続的な学習意欲を総合評価している。公正性の担保と

して、採点基準の厳格化や、面接での共通問題の使用による試験官ごとの難易度差を排除し

ている。また、高大接続を考慮し、各選抜区分における評価内容と求める資質を適合させる

とともに、多様な選抜方法を設定し多面的・総合的に評価している。 

入学希望者・保護者や高等学校に対しては、丁寧な情報提供と、組織的な連携体制を構築

している。大学の窓口としては、教務学生課が事務局となり、アドミッション・オフィス担

当を配置して実務を担っている。また、大学見学（毎日がオープンキャンパス）や個別相談

の希望者に対しては、事務局と学科教員が協力し、休日を含めて柔軟に対応できる体制を整

備している。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-C-2 入学者選抜に関する情報を適切に提供している。］ 

＜区分 基準Ⅱ-C-2 の現状＞ 

高知学園大学では、毎年学生募集要項を発行しており、入学者受け入れの方針を含む、教

育目的・学習成果、三つの方針を明確に示している。また、この募集要項は、公式サイトで

ダウンロード可能な形で公開されるとともに紙媒体でも配布されている。募集要項内では、

選抜区分ごとに募集人員、日程、選抜方法の詳細、授業料やその他入学に必要な経費も明示

されており、志願者が確認できるよう配慮されている。 

本学では、高大接続を重視しており、高等学校のキャンパス見学や出前授業を積極的に行

っており、事務局と教員が協力して情報提供にあたっている。また、高等学校関係者には併

設の高知学園短期大学と共同で、進学説明会を高知県内 3 会場で開催し、入学者選抜の詳

細な説明を行っている。また、令和７年度から大学案内の一環として、YouTube を活用した

「先輩の声」として学生や教員のインタビューを公開している他、両学科においては、

Instagram を活用してイベントや学習の様子を公開し、様々な層に情報提供を行っている。 

受験の問い合わせに対しては、入試専用連絡先を学生募集要項に明示し、また、公式サイ

トでは問い合わせフォームを設置しており、教務学生課が懇切丁寧に対応している。大学見

学（毎日がオープンキャンパス）や個別相談の希望があった際にも、希望する学科の教員と

事務局が協力して説明や案内を行っている。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-C 入学者選抜の課題＞ 

 本学では、学校教育法施行規則等に基づき、求める学生像と選抜方法を適合させた入学者

受け入れの方針を策定し、学生募集要項や公式サイト、県内 3 会場での合同進学説明会等

を通じて広く公表している。入学者選抜にあたっては、学長を最高責任者とする実施体制の

下、入学者選抜規程に準拠した厳格な合否判定を行っている。また、高大接続や多様性確保

に配慮した多様な選抜区分を設けるとともに、面接における共通問題の使用や採点基準の

厳格化により試験の公平性・公正性を担保している。広報・相談体制においては、教務学生
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課（アドミッション・オフィス担当）と各学科教員が緊密に連携し、「毎日がオープンキャ

ンパス」や個別相談に対応するなど、志願者に寄り添った丁寧な体制を確立している。 

しかしながら、全国的な 18 歳人口の減少に加え、臨床検査技師を含む医療関連への関心

の低下や地域特性の影響により、入学者数は減少傾向にある。また、高知県は人口減少が最

も深刻な地域の一つであり、入学者のほとんどが高知県内からという地域的特性を抱える

本学では、専門職養成に対する社会ニーズの多様化が進む中、入学者選抜の質保証をさらに

強固にし、本学の教育目的に適った優秀な人材を安定的に確保するために、以下の点におい

て向上・充実を図ることが課題である。 

本学では多様な選抜区分を設け、調査書や面接、総合問題等を組み合わせた多面的・総合

的評価を行っている。今後は、これらの選抜方法が「アドミッション・ポリシーが求める資

質や意欲を正しく測定できているか」について、入学者の学修成果（GPA や単位修得状況）

や在籍状態の IR データと紐づけて組織的に追跡・検証する仕組みを強化する必要がある。

この検証結果を基に、各選抜区分の評価比重や面接等の評価基準（ルーブリック等の導入・

精緻化）を定期的に見直し、高大接続の質をさらに高める選抜手法へと改善していくことが

求められる。 

また、併設短期大学との合同説明会や出前授業、個別相談等の地道な広報活動により志願

者確保に努めているが、高校生や保護者、高等学校の進路指導担当教諭に対し、本学が誇る

国家試験合格実績や、高い県内専門職就職率、さらには医療の進歩（タスク・シフト／シェ

アへの対応）や地域に根ざした食支援といった専門職としての将来のキャリア像が十分に

伝わりきっていない面がある。今後は、インフォグラフィック等の可視化データをさらに戦

略的に活用し、デジタル広報の強化や高等学校等との組織的な連携を深めることで、本学の

教育の魅力をより効果的に発信していくことが課題である。 

さらに、アドミッション・オフィスおよび入学試験募集委員会が協調し、個別見学にも柔

軟に対応する教職協働の体制は本学の大きな強みである。しかし、1 年を通じて多様化・長

期化する入試業務や広報対応が、一部の担当者や学科教員に過度な負担となる懸念が残さ

れている。今後は、全学的な業務バランスの適正化を図るとともに、入試実務に携わる教職

員を対象とした FD・SD 研修を定期的に実施し、多面的評価に関する専門的知見や最新の

入試動向の共有を進めることで、組織としてのアドミッション機能の持続可能性と専門性

を向上させることが課題である。 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-C 入学者選抜の特記事項＞ 

特記事項なし 

 

 

［テーマ 基準Ⅱ-D 学生支援］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 1 学生生活と履修の手引き 

4 規程集 20 高知学園大学カウンセリング委員会規程 

4 規程集 22 高知学園大学就職委員会規程 
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4 規程集 23 高知学園大学ハラスメント等に関する規程 

4 規程集 87 高知学園大学キャリアセンター運営会議規程 

4 規程集 97 高知学園大学障害学生支援規程 

4 規程集 98 障害学生支援委員会規程 

4 規程集 207 高知学園大学・高知学園短期大学におけるハラスメントの防止

等に関するガイドライン 

備付資料 6 ファクトブック 

25. 23 入学手続き他に関する資料一式 

26. 25 オリエンテーション資料一式 

26 Web サイト「ポータルサイト」 

27 環境記録（様式） 

27. 28 進路一覧表［令和 5（2023）年度］ 

28. 29 進路一覧表［令和 6（2024）年度］ 

29. 30 進路一覧表［令和 7（2025）年度］ 

30. 31 図書館利用案内（らぶっく＋） 

31. 32 パスファインダー 

32. 33 図書館利用に関する申込書一式 

33. 34 図書館蔵書受入に関する報告書一式 

35 教務課時間割・講義室簿 

34. 36 高知学園大学・短期大学ラオスプロジェクト計画 

35. 37 CLUB ガイダンス 

36. 38 学生支援に関する資料一式 

37. 39 天神祭 

40 学園祭実行委員会資料 

38. 41 就職に関する資料 

 

［区分 基準Ⅱ-D-1 学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っている。］ 

＜区分 基準Ⅱ-D-1 の現状＞ 

高知学園大学では、学習成果の獲得に向けた支援を入学前から卒業に至るまで、きめ細か

な対応を組織的に行っている。 

入学前教育としては、入学までに望まれる学習レベルを入学者受入れ方針に明記してお

り、入学予定者に対して、心構えや学習課題等を提示し、円滑な高大接続と学習への動機づ

けを図っている（備付-24）。また、入学式前に「入学前オリエンテーション」を実施し、大

学での学生生活にあたって必要となる事務的な手続きや学内施設の利用等に関する説明を

行っている。 

入学した 4 月当初には前期授業開始前の期間を 1 週間設け、「授業開始前オリエンテーシ

ョン」を実施している。この中では、大学全体及び学科別の説明を実施し、教育課程の意義、

資格取得、履修登録、高校生活との違いなどを説明するほか、仲間づくりや先輩交流を企画

し、最初の躓きを予防するとともに専門職としての誇りの醸成に努めている（備付-25）。ま

た、本学はクラス担任制となっており、全般的な説明だけではなく、担任が「手引き」「シ
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ラバス」「時間割表」を活用し、学習方法や心構え、科目選択について具体的な指導を行っ

ている。また、この期間には、学習への動機づけとともに上級生との交流機会も設け、学生

同士の交流・サポートを通じた学習支援を行っている。 

 「授業開始前オリエンテーション」は、新入生だけではなく全学生を対象としており、規

模や内容は学科や学年で異なるものの、各学期の授業期間開始前に実施されており、これま

での学習成果に基づく履修指導や個人面談を行い、専門性に特化した内容も交えながら、次

年度の学習を円滑に始められるよう取り組んでいる。また、オリエンテーション以外でも、

各教員が「オフィスアワー」を設定しており、学生が日常的に相談しやすい環境を構築して

いる。 

 本学は、「学生生活と履修の手引き」を毎年発行しており、入学時に配布している。学生

生活と履修の手引きには、本学の教育目的・三つの方針、カリキュラム・履修要項、事務手

続き、学生生活の手引き、健康管理、就職支援、奨学金及び学則や各種規程等が網羅的に記

載されている（提出-1）。また、履修や受講に関する教務情報はポータルサイトを通じて、

情報が提供されている（備付-26）。 

 本学では学生一人ひとりの理解度や学習進度の違いに対応するため、補習の実施や履修

制限の緩和（CAP 制）など、柔軟な支援を行っている。成績不振・遅進者への支援として

は、授業の工夫に加え、教員による補習の実施や自学自習用課題を提供している。本試験不

合格者には、再試験までに課題設定や補習を行い、学習成果の獲得を支援している。管理栄

養学科では、基礎学力不足の学生に対し、直接またはメール・Teams を用いて、授業担当

者や担任以外の教員も含めて授業時間外の個別指導や補習を行っている。臨床検査学科に

おいても、学科会議を通じて学生の学習状況をリアルタイムに共有し、教員組織全体で成績

不振者への補習、課題指導、個別指導を実施している。両学科ともに、国家試験の合格を目

標としている学生も多いことから、授業時間外の補習授業や、予算確保による外部講師を活

用した特別授業の実施など、大学全体で取り組んでいる。さらに、担任を通じた保護者への

早期連絡や、キャリアセンターと連携した休退学防止の取組を行い、組織的に学習成果の獲

得を支援している。 

 一方、優秀者への配慮として、「CAP 制に関する内規」に基づき、GPA が基準を上回る

学生には、年間履修上限（48 単位）を超えて教育科目を履修できる体制を整備している他、

希望に応じた科目担当教員の個別対応、進学相談・推奨を行っている。なお、通信教育は実

施していない。編・転・再入学生に対しては、規程に基づき教務学生課と学科教員が協力し

て個別に支援にあたっている。 

図書館には、司書資格を有する専門職員を配置しており、学術データベースの活用指導や

レファレンスサービスにより、学生の主体的学習を支えている。司書は、専任 2 名と非常勤

職員 1 名の 3 名で学習支援を行っており、入学時オリエンテーションや個別対応を通じ、

学術情報データベース（CiNii Research、JDreamⅢ、医中誌 Web）の活用方法を指導して

いる（備付-32, 33, 34）。業務は電算化されており、「My Library」機能から貸出状況の確認

や文献複写依頼が可能。通常貸出は 3 週間（冊数制限なし）とし、夏期休業中や学外実習期

間中は長期貸出（最大 8 冊）を行うなど柔軟に運用している。また、図書館報『らぶっく』

（備付-31）を発行し、書評を通じた読書体験の共有により、学生の読書意欲や教養の向上

に取り組んでいる。 
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 本学では、各種アンケートでの学生の意見や教務等の情報が集約されたファクトブック

を元に、学習支援のあり方を組織的に点検し、次年度の改善へ繋げている。GPA 分布一覧

などのデータや、進路決定状況、国家試験合格状況を学習成果の達成指標として位置づけ、

各学科の学科会議、就職委員会、評議会等で学習成果を定期的に点検している。 

 学生の海外への派遣については、令和 7 年度より「ラオスプロジェクト」が実施されてお

り、令和 7 年度には臨床検査学科の 4 年生 3 名と引率教員 2 名がラオス保健科学大学やラ

オスの医療施設などを訪問している。このプロジェクトは、開発途上国の健康問題や保健医

療システムを理解し、現地の医療従事者との交流によって国際感覚を養う目的で実施され

ているものである。この成果については、令和 7 年度日臨技中国四国支部医学検査学会で

発表されており、学内でも報告会が開催されている（備付-36）。 

 

 

［区分 基準Ⅱ-D-2 学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行っている。］ 

＜区分 基準Ⅱ-D-2 の現状＞ 

 高知学園大学では、クラス担任を中心として学生生活全般を組織的にサポートしている。

クラス担任または副担任は、各学期開始前のオリエンテーション時の個別面接や欠席継続

者や友人関係等に悩む学生に対して適宜面談を実施しており、定期的に学生個別の状況を

確認している。面談時以外でも、電子メール、Teams（チャット）、電話等を利用し、日常

的に信頼関係を構築し、早期の問題発見に努めている。学科会議では、学生についての情報

共有に時間を割いており、日々の学習状況や欠席状況、心身の変化を早期に察知し、必要な

場合は教員の支援についての方策を議論している。さらに、状況に応じて個別面談や保護者

面談または三者面談等を行い、担任等に話しにくい場合は、学生が話しやすい他の教員が聞

き取りを行う柔軟な体制をとっている。 

 また、心身の健康維持を学修の基盤として位置づけ、キャンパス内の各種インフラ整備や

意見聴取による環境改善に取り組んでいる。医務室には看護師が常駐し、怪我や急病、メン

タルケアに対応し、3～4 月の健康診断に基づき全学生の健康状況を把握・指導している。

特別な見守りが必要な学生（慢性疾患等）の情報は、同意のもとで医務室と学科間で共有し

ている。また、カウンセリング委員会（提出-4 規程集 20）を設置しており、相談しにくい

学生向けに医務室前に設置されたポストを窓口として、相談できる体制を取っている。カウ

ンセリング委員会は、連絡があった際には、学生相談員を指名し、秘密を厳守しつつ必要な

措置を講ずることとなっている。 

新型コロナウィルス感染症及びインフルエンザについては、公欠の対象でもあり、流行を

早期に発見する必要があるため、学生から担任に報告があった際には、オンライン上で感染

症報告システムに記入することとなっている。このシステムは、併設の高知学園短期大学と

ともに令和 5 年度より運用されており、学科ごとに自動集計された情報が医務室及び評議

会メンバーに共有されている。令和 7 年度は新型コロナウィルス感染症が延べ 16 人、イン

フルエンザが延べ 62 人の報告があった。また、流行期には医務室前の掲示板に県内の動向

や感染対策資料を提示し啓発に努めるとともに、Teams でも一定期間のマスク着用を呼び

かけるなどの対策を行っている。 

障がいのある学生への配慮については、これまで個別対応のみで支援の規程がなかった
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ため、令和 7 年度に障害学生支援規程（提出-4 規程集 97）及び障害学生支援委員会規程（提

出-4 規程集 98）を整備し、学生または保護者から申し出があった場合には、合意文書を取

り交わし、支援計画を立てることが定められた。 

本学では、学生の主体性と社会性を育むため、クラブ活動や地域貢献・ボランティア活動

への積極的な参画を組織的に後押ししている。教務学生課が担当事務となり、各クラブに本

学（または併設短大の）教員を顧問として配置している。顧問は、予算書作成や年間計画の

立案を指導し、学生の主体的な活動を支援している（備付-37）。学園祭（天神祭）では、学

生組織「学園祭実行委員会（執行部）」が主体となって運営・準備を行い、教務学生課と各

学科教員が協働してこれをサポートしている（備付-39,40）。また、公式サイト内に「部活・

サークル紹介」ページを設け、各クラブがアピールできるよう支援している。地域活動やボ

ランティアの募集情報については、学内の専用掲示板や Teams の全学チーム内で情報共有

しており、地域貢献活動やボランティア活動の募集情報を学内で積極的に提供し、学生の社

会参画を促している。さらに、がん患者やその家族を支援するためのチャリティーイベント

「リレー・フォー・ライフ in 高知」は、本学教員が実行委員長となっており、学生の社会

的活動に対する積極的な評価・支援体制を整えている。 

 学生食堂については令和 7 年 7 月をもって委託業者が撤退したため、コンビニエンスス

トア（ファミリーマート）を誘致し、同年 10 月より営業開始している。食堂の飲食スペー

スについては、そのままイートインスペースとして、解放されている。学生食堂は昼休み前

後のみの営業となっていたが、コンビニエンスストアは無人での営業時間も含めると、大学

が開いている時間のほとんどの時間帯で利用することができるため、国家資格取得を目指

し、夜遅くまで勉学に励む学生を間接的に支援することに繋がっている。また、本学には売

店がなかったため、文房具等を購入できる点でも環境が改善されている。 

遠方の学生向けの支援としては、アパート等の斡旋を地域の不動産業者と連携して行っ

ている他、令和 7 年度入学生より入居時の費用を一部大学が負担する制度を実施している。 

通学用の駐輪場についてはキャンパス内に 4 箇所設置しており、オートバイは登録制と

している。なお、学生の自動車の構内乗り入れは禁止している。本学は、JR 土讃線旭駅、

または、とさでん交通（路面電車）旭駅前通駅を利用できるため、通学バスは運行していな

い。 

本学では、経済的理由による学業の中断を防ぐとともに、留学生の受け入れ・生活安定の

ための減免・サポート体制を構築している。経済的支援としては、大学独自の奨学金はない

が、在学生の約半数が日本学生支援機構（JASSO）の奨学金貸与や修学支援新法に基づく

支援を受けており、教務学生課が手続や返還指導を行っている。学納金延納については、学

則第 44 条に基づき、授業料等は前後期の期別納入が原則であるが、特別事情がある場合は

確約書に基づく納入状況の確認を徹底した上で延納を認めている。納入困難者には速やか

にJASSO奨学金を紹介し、学業継続を支援している（備付-38）。また、本学ではMicrosoft365

の A3 ライセンスを保有しており、学生及び全教職員にアカウントを付与し、PC 等に

Microsoft Office をインストールすることが可能となっており、学生の経済的負担を軽減し

ている。 

留学生及び社会人については、それぞれの入学試験制度を設けている。留学生支援につい

ては、「外国人留学生規程」に基づき留学生選考を制度化しており、「外国人留学生授業料減



 高知学園大学 

46 

 

免規程」により、授業料の 30％を上限とした減免措置を適用している。長期履修制度や社

会人への組織的支援は未整備ではあるが、必要に応じて個別の対応を行っている。 

学生の安全かつ健全な学生生活を支えるために、全学的な委員会組織と事務局、および学

科の担任制を多層的に連携させている。学生生活全般を支える組織として「学生委員会」「カ

ウンセリング委員会」「倫理委員会」を整備し、教務学生課が中心となって事務局機能を担

っている。全学生が入学時から「学生総合保障制度（24 時間補償）」に一括加入し、日常生

活の危険や学外実習中の事故に備えている。 

また、ハラスメント防止に関しては多様化するハラスメントに対応するため、令和 7 年

度に従来の「セクシュアルハラスメント等に関する規程」を見直し、新たに「ハラスメント

等に関する規程」（提出-4 規程集 23）を策定した。さらに、ガイドラインについても改訂し

「高知学園大学・高知学園短期大学におけるハラスメントの防止等に関するガイドライン」

（提出-4 規程集 207）として周知を行った。このガイドラインは、啓発目的も兼ねており、

様々なハラスメントについての解説や、問題解決のプロセス等も掲載されており、教職員及

び学生に対して Teams で共有されている。本学の相談窓口としては、①学内教職員からな

る相談員、②オンライン相談フォーム（匿名可）、③メールでの外部相談窓口（法律事務所）

となっている。いずれの窓口に関しても調査の必要がある場合には、学長が調査委員会を設

置し、調査にあたり、必要な措置を講ずることとなっている。さらに、ハラスメント防止の

ための倫理研修として、令和 7 年度には、本学の顧問弁護士である山岡 真博氏（高知弁護

士会）が講師となり、全教職員を対象として 7 月及び 1 月に研修会が実施されている。 

以上のように、本学では、学習成果の獲得に向けた学生の生活支援が組織的に行われてい

る。 

 

［区分 基準Ⅱ-D-3 進路支援を組織的に行っている。］ 

＜区分 基準Ⅱ-D-3 の現状＞ 

高知学園大学では、学生の将来設計や社会的責任感を育み、希望する進路へのマッチング

を確実にするため、全学的な推進体制と教育課程の連動を図っている。就職委員会規程に基

づく就職委員会（提出-4 規程集 22）を設置し、各学科の就職委員（教員）と教務学生課の

就職担当職員が密に連携して支援を展開している。また、キャリアセンター運営会議規程

（提出-4 規程集 87）に基づき、キャリアセンターが学生の将来設計や社会貢献への意欲を

高めるキャリア形成支援を統括している。両学科ともに、教育課程内に「キャリア形成科目」

の区分を配置し、教養・基礎科目と専門科目間の有機的な連携を図り、学生生活全般の指導

と一体となった全学的な進路支援体制を構築している。学内での就職説明会（就職フェア）

では、数社の企業、施設担当者、あるいは現場で活躍する卒業生を学内に招いて、学生が卒

業後の進路を具体的にイメージし、職業観を深める重要な契機として定着させており、令和

7 年度は 15 社が参加した。 

また、学生が主体的に求人情報を探索し、早期から進路意識を高められる環境の維持・拡

充に努めている。求人情報の閲覧環境としては、教務学生課が窓口となり、求人情報、関連

書籍、各種就職資料の整備および設備の拡充を推進している。求人票の一覧は、1 号館 2 階

の教務学生課前の掲示板に掲示しており、詳細についてはいつでも閲覧できるようファイ

リングして管理している。また、ポータルサイトからも配信し、学生が積極的に閲覧できる
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環境を整えている。就職担当職員は、入学初期の段階から学生の希望する企業、病院、施設

等の動向を把握し、個別相談に乗りながら希望進路の実現に向けた伴走支援を行っている。 

 資格・国家試験対策では、全員合格を目標に、通常の授業枠を超えたきめ細かな学力分析

と実践的な試験対策を企画・実施している。各学科の教員が協力して演習や模擬試験を実施

し、学生の学力を精緻に分析・対策を講じることで、授業時間外でも特別な指導にあたって

いる。管理栄養学科では、国家試験合格に向け、授業外で前期 6 コマ・後期 8 コマ程度の

対策講座を開講、また、5～7 月および 9～2 月には月 1 回程度の頻度で模擬試験を実施し、

学生の習熟度を徹底的に分析している。さらに、模試の成績に応じ、12 月からは学生 1～2

名に対して教員 1 名を割り当てる手厚い「チューター制」による個別学習支援を展開して

いる。 

 就職試験対策としては、受験先決定の相談から、履歴書の添削、模擬面接等の面接対策、

企業・法人が求める人材像の調査にいたるまで、きめ細かく指導している。公務員試験受験

者に対しては特別講座を開講している。また、進学希望者に対しては、大学院の進学情報の

提供や研究活動に関する個別相談に対応している。 

 本学は、大学設置以降、順調に卒業生を輩出しており、獲得した学習成果の証明として高

い就職実績と地域貢献を実現している。令和 7 年度も就職を希望する学生は全員就職を決

定しており（就職率 100%）、このうち 54％が高知県内の企業等に就職している。管理栄養

学科の卒業生の多くは給食受託会社、病院、高齢者施設、保育園、調剤薬局・ドラッグスト

ア、一般企業等に管理栄養士・栄養士として採用されているほか、公務員（事務職）や一般

企業の総合職など、資格に限定されない幅広い分野でも活躍している。また、多くの卒業生

が高知県内に就職しており、地域医療・福祉・産業へ貢献している。小中学校の臨時栄養教

諭等としても卒業生が活躍しているが、令和 7 年度は本学開学以降初めて高知県教員採用

試験（中学校・家庭科教諭）の合格者を 1 名輩出した。なお、進学は 1 名（1.4%）となっ

ている。 

また、各学科において毎年度の就職状況や進路決定プロセスを精査し、その結果を教育課

程の改善や次年度の指導体制へと反映させる循環を確立している。管理栄養学科では、臨地

実習先への巡回指導時や、就職フェア・企業訪問の機会を利用し、就職先法人から卒業生へ

の評価を直接ヒアリングしている。また、高知県栄養士会を通じた情報収集や、学科主催の

生涯学習（国試対策講座）に帰学した卒業生からのフィードバックを、教育活動や三つの方

針の再点検に活用する仕組みを検討している。また、臨床検査学科では、組織的な動向分析

と分析結果に基づいた、主要な求人先（病院・医療機関等）との緊密な連携強化を図るとと

もに、次年度以降の在学生に対するアプローチや指導内容、補習計画にダイレクトに反映さ

せている。 

 以上のように、本学では、組織的かつきめ細やかな進路支援が行われている。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-D 学生支援の課題＞ 

本学では、クラス担任制を核としたきめ細かな修学・生活指導体制を構築し、入学前から

卒業（国家試験対策・キャリア支援）に至るまで、教職協働による組織的な学生支援を展開

している。アセスメントプランや各種アンケートに基づく多角的な教学・生活データは IR
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推進室によりファクトブックとして集約され、支援方策の継続的な点検・改善に活かされて

いる。とくに令和 7 年度には、学生食堂撤退に伴うコンビニエンスストア（ファミリーマー

ト）の誘致によるアメニティ向上、アパート入居費用の一部大学負担制度の創設、「障害学

生支援規程」等に基づく修学配慮体制の制度化、「ラオスプロジェクト」による国際交流、

そして「ハラスメント等に関する規程」の刷新と顧問弁護士による年 2 回の全教職員研修

など、安全で健全な学生生活環境の担保に全学を挙げて取り組んでいる。さらに、進路支援

においては「キャリア形成科目」の配置や、管理栄養学科における「チューター制（学生 1

〜2 名に教員 1 名）」による徹底した個別伴走型の国試・就職試験対策によって、就職率 100%

（県内 54%）や開学以来初となる高知県教員採用試験（中・家庭科）の合格者輩出という確

固たる成果（アウトカム）に繋がっている。 

学生を取り巻く社会・経済環境の変動や、多様な背景を持つ学習者の増加、多角化する進

路ニーズに柔軟に対応し、これら重層的な支援体制をより安定的かつ効果的に機能させる

ためには、以下の点において向上・充実を図ることが課題である。 

令和 7 年度に「障害学生支援規程」および「障害学生支援委員会規程」を整備したこと

で、障がいのある学生や保護者からの申し出に対し、組織的に合意文書を取り交わし支援計

画を策定する法的な枠組みが整った。今後は、この制度を学内へ確実に定着させ、個々の学

生のニーズに応じた合理的配慮が各授業科目や臨地・学外実習の現場において円滑かつ一

貫して提供されるよう、具体的な運用マニュアルの作成やケーススタディの蓄積を行う必

要がある。また、全教職員を対象とした SD・FD 研修等を通じて、障がい特性への理解や

具体的な相談対応・授業配慮スキルの向上を図り、大学全体で合理的配慮を高い質で実践で

きる体制を深化させることが求められる。 

本学では留学生に対して「外国人留学生規程」や「授業料減免規程」などの明確な支援体

制を設けているが、社会人学生の受け入れ・学習支援に関しては、現在のところ必要に応じ

た個別対応に留まっており、長期履修制度をはじめとする組織的な支援制度が未整備であ

る。今後は、専門職のリカレント教育（学び直し）や多様なキャリア形成に対する地域社会

のニーズの動向を注視しつつ、仕事や実務と学業の両立を可能にする「長期履修制度」に関

する学内規程の整備や、それに伴う学費納付の特例措置などについて全学的な検討を進め、

社会人が安心して主体的に学べる受入環境を計画的に整備していくことが課題である。 

医務室への看護師常駐、カウンセリング委員会による学生相談員の配置、および相談ポス

トやオンライン匿名相談フォームの設置、感染症報告システムの運用など、学生の心身のケ

ア体制は多層的に整備されている。しかし、心理的なハードルから自ら窓口やフォームへア

クセスすることを躊躇する学生へのアプローチには依然として課題が残る。今後は、全学

Teams 等の身近なデジタルツールをより積極的に活用して相談窓口や外部相談窓口（法律

事務所）の認知度をさらに高めるとともに、日常の出席・欠席状況や心身の変化から修学不

振・不適応の兆候を早期に察知できるよう、クラス担任・副担任と医務室・カウンセラー・

教務学生課との情報連携ネットワーク（早期警戒システム）をさらに緊密にし、アウトリー

チ型（大学側からの能動的アプローチ）の個別支援に繋げる体制を強化することが求められ

る。 

各学科において毎年度の就職状況や国家試験・教員採用試験等の進路決定プロセスを精

査し、次年度の指導体制や補習計画に反映させる体制は整いつつある。また、実習先巡回時



 高知学園大学 

49 

 

や就職フェア、高知県栄養士会等を通じた直接ヒアリングも開始されている。今後は、これ

ら実習先や就職先法人等から寄せられる本学卒業生・実習生に対する社会的な評価を、単な

る担当者レベルの共有や個別の指導改善に留めず、IR 推進室等とも連携して組織的・体系

的に集約・分析する仕組みを構築する必要がある。この外部評価データを健康科学部共通の

資質・能力（LO）および三つの方針（DP/CP/AP）の定期的な再点検・改善の客観的な根拠

データとしてダイレクトに還流させるサイクルを確固たるものにすることが課題である。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅱ-D 学生支援の特記事項＞ 

特記事項なし。 

 

＜基準Ⅱ 教育課程と学生支援の改善状況・改善計画＞ 

(a) 前回の認証評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した改善計画の実施状況 

まだ認証評価を受けていないため、記載すべき事項なし。 

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

 本学が完成年度を経て、今後さらに持続的かつ高度な質保証サイクルを確立するため、以

下の改善計画を全学的に推進する。 

1. 障がい学生支援体制の組織的定着と合理的配慮マニュアルの構築 

 令和 7 年度に新設された「障害学生支援規程」および「障害学生支援委員会規程」に基づ

き、障がいのある学生や保護者からの申し出に対して一貫した合理的配慮を組織的に提供

する体制を具現化する。相談から合意文書の締結、修学支援計画の策定にいたる標準的な運

用マニュアルを整備し、学内での周知及び申し出があった場合のケーススタディを蓄積す

る。また、全教職員を対象とした合理的配慮や障がい特性に関する FD・SD 研修を定期的に

実施し、授業や実習現場での対応力を組織的に底上げする。 

2. 卒業生追跡調査の回収率向上と学外評価（アウトカム）の教学還流サイクルの確立 

 社会から受けた客観的な評価（アウトカム）を教育の質保証にダイレクトに結びつけるた

め、卒業生およびその就職先（病院・施設・企業等）に対する調査体制を強化する。令和 7

年度から開始した卒業生追跡アンケートについて、同窓会組織との連携強化や Web 回答フ

ォームの動線改善、生涯学習講座（国試対策講座）での直接配布等を通じて回収率を大幅に

向上させる。さらに、実習巡回指導時や就職フェア時に就職先法人から回収した聞き取り報

告書を IR 推進室が集約・分析し、学習成果（LO）および三つの方針（DP/CP/AP）の定期的

な再点検・カリキュラム改善の根拠データとして組織的に還流させるルートを確立する。 

3. 教学データのクロス分析による早期警戒支援の精緻化 

 ファクトブックに蓄積された GPA、出席・欠席状況、退学率の推移などの量的データと、

授業アンケートやクラス担任面談記録等の質的データを高度にクロス分析し、修学不振や

不適応の予兆を早期に発見する。IR 推進室と教務学生課、クラス担任が連携した早期警戒

ネットワークを強化し、学生からの相談を待つだけでなく、データ上の兆候を察知して大学

側から能動的にアプローチを行う個別フォロー体制を精緻化する。 

4. 社会人学生の受け入れ拡大を見据えた「長期履修制度」等の組織的整備 
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 専門職のリカレント教育や多様なキャリア形成に対する地域社会のニーズに呼応するた

め、社会人学生が仕事や実務と学業を両立できる柔軟な履修環境を制度化する。学則等の改

正を視野に入れ、修業年限を超えて計画的に教育課程を履修できる「長期履修制度」に関す

る規程、およびそれに伴う授業料等納付金の特例措置（分割・減免等の精査）を全学的に検

討する。 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

 

［テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源］ 

 

＜根拠資料＞ 

提出資料 4 規程集 1 教育組織規程 

4 規程集 12 学外交流倫理基準 

4 規程集 13 研究倫理審査委員会規程 

4 規程集 14 研究倫理審査申請要項 

4 規程集 15 研究に関する不正防止委員会規程 

4 規程集 16 公的研究費の運営・管理に関わる調査委員会規程 

4 規程集 18 災害対策委員会規程 

4 規程集 30 ファカルティ・ディベロップメント（FD）委員会規程 

4 規程集 34 情報企画委員会規程 

4 規程集 37 紀要編集委員会規程 

4 規程集 38 スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）委員会規程 

4 規程集 47 情報セキュリティ委員会規程 

4 規程集 48IR 推進室規程 

4 規程集 66 紀要投稿規程 

4 規程集 67 紀要査読要領 

4 規程集 68 紀要原稿執筆要領 

4 規程集 69 研究活動における不正防止計画 

4 規程集 70 研究活動の不正行為に係る通報（告発）処理に関する規程 

4 規程集 71 高知学園大学における公的研究費の管理・監査のガイドライン 

4 規程集 72 研究に係る不正行為防止に関する基本方針 

4 規程集 73 研究活動及び研究費適正使用に関する行動規範 

4 規程集 74 公的研究費等の使用に関する不正防止計画 

4 規程集 77 人事委員会規程 

4 規程集 78 情報セキュリティポリシー 

4 規程集 79 情報セキュリティ対策基準 

4 規程集 81 安全保障輸出管理規程 

4 規程集 85 非常勤講師規程 

4 規程集 86 キャリアセンター規程 

4 規程集 89 教員人事に関する規程 

4 規程集 90 人事委員会が審議する「教員の人事」の範囲等について（確認事

項） 

4 規程集 93 研究インテグリティの確保に関する規程 

4 規程集 104 研究推進委員会規程 

4 規程集 106 個人研究費規程 

4 規程集 107 研究倫理教育に関するガイドライン 

様式 7－基準Ⅲ 
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4 規程集 110 高知学園大学における教員の裁量労働制の適用に関する規程 

4 規程集 204 高知学園大学と高知学園短期大学との合同による紀要に関する

規程 

4 規程集 1007 文書保存規程 

4 規程集 1017 定年に関する規程 

4 規程集 1019 大学・専大・短大 給与規程 

4 規程集 1022 退職手当に関する規程 

4 規程集 1024 旅費規程 

備付資料 6 ファクトブック 

42 教員個人調書及び過去 5 年間の教育研究業績書 

39. 43 専任教員年齢構成表 

40. 44 Web サイト「高知学園大学・高知学園短期大学教員一覧」 

45 外部研究資金の獲得状況一覧表 

41. 46 高知学園大学・高知学園短期大学紀要［令和 4（2022）年度］ 

42. 47 高知学園大学・高知学園短期大学紀要［令和 5（2023）年度］ 

43. 48 高知学園大学・高知学園短期大学紀要［令和 6（2024）年度］ 

44. 49 高知学園大学・高知学園短期大学 FD 活動報告［令和 5（2023）年度］ 

45. 50 高知学園大学・高知学園短期大学 FD・SD 活動報告書［令和 6（2024）年度］ 

46. 51 高知学園大学・高知学園短期大学 FD・SD 活動報告書［令和 7（2025）年度］ 

47. 52 非常勤講師一覧表 

53 研究活動に関する書類 

54 Web サイト「研究と社会貢献」 

48. 55 高知学園大学・高知学園短期大学研究倫理ガイドブック 

49. 56 研究倫理及び推進に関する活動記録 

50. 57 授業参観に関する資料 

51. 58 公開授業に関する資料 

52. 59 火気取締責任者 

53. 60 防災マニュアル 

61 教職員の健康診断 

 

［区分 基準Ⅲ-A-1 教育課程編成・実施の方針に基づき教員を配置している。］ 

＜区分 基準Ⅲ-A-1 の現状＞ 

 高知学園大学では、大学設置基準第 7 条、第 8 条の第 1 項と第 2 項及び第 10 条、さらに

各学科の指定規則や法令、教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を整備している。

令和 8 年 5 月 1 日現在における本学の専任教員は教授 17 名、准教授 8 名、講師 6 名、助教

2 名の合計 33 名である。大学設置基準第 10 条別表第一及び別表第二で定める教員数は 33

名、うち教授数は 17 名であることから、本学はいずれの基準も満たしている。 

専任教員の職位は、高知学園大学教員資格に基づき、真正な学位、教育実績、研究業績、

制作物発表、その他の経歴等に基づいて配置している（備付-42）。それゆえ、大学設置基準

第 13 条、第 14 条、第 15 条、第 16 条を満たしている。非常勤講師についても、高知学園
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大学非常勤講師規程（提出-4 規程集 85）を定め、人事委員会で審議し、各学科の教育課程

編成・実施の方針に基づいて配置している（備付-52）。 

教員の採用、昇任は高知学園大学人事委員会規程（提出-4 規程集 77）に基づいて人事委

員会を開催することとしている。人事委員会では、高知学園就業規則及び高知学園大学人事

委員会が審議する「教員の人事」の範囲等について（確認事項）（提出-4 規程集 90）、高知

学園大学教員人事に関する規程（提出-4 規程集 89）、高知学園大学教員選考基準、高知学園

大学教員の採用・昇任に係る手続きに照らして審議している。 

 学生による指導補助者（TA 等）は配置していないが、学科の特性に応じて、実験・実習の

補助を担う助手を配置し、教育の質を担保している。 

 

【健康科学部管理栄養学科】 

 令和 8 年 5 月 1 日現在における管理栄養学科の専任教員は、大学設置基準及び栄養士法

施行規則第 11 条の管理栄養士養成施設の指定の基準、管理栄養士学校指定規則第 2 条に基

づき配置している。教育内容を担当する教員数及び有資格者に関する基準を満たした教授

10 名、准教授 4 名、講師 3 名の合計 17 名であり必要数を充足している。また、本学科では

助手を 5 名（うち管理栄養士の免許を有する者 4 名）を配置して、有効な教育課程の運用を

勘案し、主に実験・実習科目の授業実施の際には必要に応じて関わることとしている。専任

教員の職位は真正な学位、教育実績、研究業績、製作物発表、その他の経歴等、大学設置基

準等の規定を充足している（備付-42）。非常勤教員の採用も、学位、研究業績、その他の経

歴等、大学設置基準等の規定を準用している。各教員の教育研究活動に関する情報はウェブ

サイトで公表している。（備付-44）。また、教育課程編成・実施の方針に基づいて補助教員

等を配置しており、教員の採用、昇任は就業規則、選考規定等に基づいて行っている。  

本学科専任教員に関する学術情報と過去 3 年間の教育実績（本学における年間の授業担

当コマ数）と研究業績や製作物発表の状況は以下の表のとおりである。 

表Ⅲ-A-1.1 専任教員の職名、学位、教育実績・研究業績等に関する情報：管理栄養学科 

氏名 職名 学位 教育実績・研究業績・製作物発表 

宮本 恵美 教 授 博士 

（農学） 

教育実績：R5/10.1 R6/9.8 R7/9.2 

研究業績：有 

濱田 久美子 

 

教 授 修士 

（教育学） 

教育実績：R7/6.0 

研究業績：有 

太田 直也 教 授 文学修士 教育実績：R5/8.0 R6/7.0 R7/7.5 

研究業績：有 

相澤 徹 

 

教 授 博士 

(医学) 

教育実績：R7/3.0 

研究業績：有 

市原 庸寛 

 

教 授 修士 

（教育学） 

教育実績：R7/4.2 

研究業績：有 

伊藤 夕賀子  

（R8～ 

教 授 博士  

(保健学) 

教育実績：－  

研究業績：有 

吉村 斉 教 授 博士 教育実績：R5/11.5 R6/11.5 R7/13.5 
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（教育学） 研究業績：有 

生島 淳 

 

教 授 修士 

（経営学） 

教育実績：R6/6.9 R7/3.8 

研究業績：無 

中野 政之 教授 博士 

（医学） 

教育実績：R5/4.0 R6/13.4 R7/13.6 

研究業績：有 

菊島 健児 

 

教 授 博士 

（理学） 

教育実績：R6/14.6 R7/13.7 

研究業績：有 

鈴木 道代 

 

准教授 修士 

（教育学） 

教育実績：R7/11.9 

研究業績：有 

古屋 美知 准教授 修士 

（生活科学） 

教育実績：R5/10.6 R6/10.3 R7/10.3 

研究業績：有 

鈴木 寛之 准教授 博士 

（理学） 

教育実績：R5/12.4 R6/12.1 R7/10.6 

研究業績：有 

廣内 智子 

 

准教授 博士 

（生活科学） 

教育実績：R6/9.8 R7/19.1 

研究業績：有 

関 草路 

 

講 師 修士 

（教育学） 

教育実績：R6/8.9 R7/15.3 

研究業績：無 

石井 愛子 

 

講 師 博士 

（医学） 

教育実績：R6/8.1 R7/9.8 

研究業績：有 

沼田 聡 講 師 博士 

（学術） 

教育実績：R5/13.2 R6/13.2 R7/18.9 

研究業績：有 

令和 8 年 5 月 1 日現在 

【健康科学部臨床検査学科】 

 臨床検査学科では、教育課程編成・実施の方針に基づき、教授 7 名、准教授 4 名、講師 3

名、助教 2 名、助手 1 名の計 17 名の専任教員を配置している。大学設置基準第 10 条、第

10 条の 2 および第 13 条において定められた必要教員数は 14 名、そのうち教授数は 7 名で

あり、本学科はこれらの基準を満たしている。また、専任教員のうち 10 名は 5 年以上の臨

床検査技師としての実務経験を有しており、臨床検査技師養成所ガイドラインに定められ

た基準にも適合している。さらに、専任教員の職位については、「高知学園大学教員資格」

および「高知学園大学の教員の資格に関する内規」等に基づいて適切に定められており、そ

の内容はウェブサイト（備付-44）において公表されている。このように、本学科では関係

法令および養成施設基準に基づいた教員組織を整備し、教育課程を適切に運営するための

体制を確保している。 

本学科専任教員に関する学術情報と過去 3 年間の教育実績（本学における年間の授業担

当コマ数）と研究業績や製作物発表の状況は以下の表のとおりである。 

表Ⅲ-A-1.2 専任教員の職名、学位、教育実績・研究業績等に関する情報：臨床検査学科 

氏名 職名 学位 教育実績・研究業績・製作物発表 

増田 詩織 教 授 博士 教育実績：R7/12.6 
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 （医学） 研究業績：有 

佐藤 進一郎 

 

教 授 博士 

（医学） 

教育実績：R5/14.0 R6/10.8 R7/13.9 

研究業績：有 

松﨑 茂展 教 授 工学博士 

博士（医学） 

教育実績：R5/11.8 R6/9.4 R7/8.5 

研究業績：有 

阿部 孝典 

（R8～ 

教授 医学博士 教育実績：- 

研究業績：有 

森本 徳仁 教 授 博士 

（医学） 

教育実績：R5/14.3 R6/11.4 R7/13.7 

研究業績：有 

村上 雅尚 

 

教 授 博士 

（生命科学） 

教育実績：R5/12.8 R6/12.7 R7/14.0 

研究業績：有 

楾  清美 

 
教 授 博士 

（保健学） 

教育実績：R6/12.9 R7/14.6 

研究業績：有 

中村 泰子 准教授 

 

修士 

（医科学） 

教育実績：R5/18.4 R6/14.8 R7/15.2 

研究業績：有 

小野川 雅英 

 

准教授 

 

博士 

（医学） 

教育実績：R5/15.8 R6/16.7 R7/12.9 

研究業績：有 

菅野 佳之 

（R8～ 

准教授 修士 

（保健学） 

教育実績：- 

研究業績：有 

上野 寿行 

 
准教授 

 

修士 

（医科学） 

教育実績：R6/9.9 R7/12.4 

研究業績：有 

宮嵜 恵利子 

 
講 師 （準学士） 教育実績：R7/11.0 

研究業績：無 

古井 郁恵 

 
講 師 修士 

（危機管理学） 

教育実績：R7/16.6 

研究業績：有 

谷口 健太郎 

 

講 師 博士 

（人間健康科学） 

教育実績：R6/13.2 R7/14.1 

研究業績：有 

福永 佐枝 

 

助 教 修士 

（医科学） 

教育実績：R5/4.0 R6/17.3 R7/13.8 

研究業績：無 

福岡 威人 

（R8～ 

助教 修士 

（保健学） 

教育実績：- 

研究業績：有 

令和 8 年 5 月 1 日現在 

 

 

［区分 基準Ⅲ-A-2 教員は、教育課程編成・実施の方針に基づき教育研究活動を行ってい

る。］ 

＜区分 基準Ⅲ-A-2 の現状＞ 

 高知学園大学では、各学科の教育課程編成・実施の方針に則り、専門分野別に必要な専任

教員を配置している。各専任教員は研究活動計画を作成して活動を進め、専門分野における

研究活動で得られた知見を教育活動や社会活動等へ積極的に還元して成果を上げている（備

付-53）。これらの概要は、各教員が当該年度の業績報告書（備付-53）を提出し、その情報

を本学ウェブサイト（備付-44）で公開することとしている。公開する情報は、教員の学位

や経歴、研究業績と担当科目に基づく教育研究活動の状況、社会貢献等であり、国立研究開

発法人科学振興機構が運営する researchmap とリンクを貼っている。このように、学校教
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育法第 113 条と学校教育法施行規則第 172 条の 2 に基づいて教育研究活動の状況を公開し、

各教員が教育上の能力と研究上の業績を有することを学内外に示している。 

 本学では、各教員に対して科学研究費補助金等の外部資金の獲得に向けて努力するよう

推進している。令和 7 年度の科学研究費補助金獲得状況について、7 件が新たに研究代表者

として申請されたものの、採択には至らず、継続中の課題は 4 件となっている（備付-45）。

ウェブサイトでは、科研費の助成を受けた研究の概要を研究者自身が紹介するコーナーを

設け、学内外に発信している（備付-54）。 

 専任教員の研究活動については、科研費申請等や研究活動の推進を目的として令和 7 年

度に研究推進部を設け、高知学園大学研究推進委員会規程（提出-4 規程集 104）を定めた。

また、研究活動に関わる不正行為の防止を目的として高知学園大学研究に関する不正防止

委員会規程（提出-4 規程集 15）、研究倫理申請について検討する高知学園大学研究倫理審査

委員会規程（提出-4 規程集 13）を定め、各委員会で対応する体制を組んでいる。科学研究

費に関しては、高知学園大学科学研究費補助金事務取扱要領に基づいて適正に執行するよ

う取り組んでいる。また、研究の実施に当たっては高知学園大学研究活動における不正防止

計画（提出-4 規程集 69）及び高知学園大学研究活動の不正行為に係る通報（告発）処理に

関する規程（提出-4 規程集 70）を定め、高知学園大学研究倫理審査申請要項（提出-4 規程

集 14）に基づいて審査を行う体制を整えている。さらに、高知学園大学における公的研究

費の管理・監査のガイドライン（提出-4 規程集 71）、高知学園大学研究に係る不正行為防止

に関する基本方針（提出-4 規程集 72）、高知学園大学研究活動及び研究費適正使用に関する

行動規範（提出-4 規程集 73）、高知学園大学公的研究費の運用・管理に関わる調査委員会規

程（提出-4 規程集 16）、高知学園大学公的研究費等の使用に関する不正防止計画（提出-4 規

程集 74）を定め、適正に執行する体制を整えている。 

なお、本学では高知学園大学教員資格において研究活動の必要性を示している。また、各

教員の研究費は高知学園大学個人研究費規程（提出-4 規程集 106）に基づいて配分すること

とし、出張等に係る旅費については旅費規程に基づいて支給している。このように、学会等

で教員の研究成果を発表する活動も支援している。 

 本学では高知学園大学・高知学園短期大学研究倫理ガイドブック（備付-55）を教職員に

示し、研究倫理を遵守するよう取り組んでいる。また、高知学園大学研究倫理審査委員会規

程に基づいて委員会を開催し、研究倫理審査申請書の審査を行っている。さらに、高知学園

大学研究に関する不正防止委員会規程に基づいて委員会を開催し、研究倫理の最新の動向

を共有したうえで研究倫理研修会の開催等を計画している。令和 7 年度には併設の短期大

学と合同で計 5 回の研究倫理研修会と延べ 19 回の啓発活動を行った（備付-56）。研究倫理

教育履修については、高知学園大学研究倫理教育に関するガイドライン（提出-4 規程集 107）

に基づき、各教員には少なくとも 5 年に一度は日本学術振興会提供の eL CoRE か科学技術

振興機構提供の eAPRIN かのどちらかを受講し修了することを求めている。修了書は IR 推

進室に提出することとなっており、本学では各教員の履修状況を把握している（備付-6）。

なお、令和 7 年度の提出者は 40 名中 19 名であった。このように、本学では専任教員が研

究倫理を遵守するための活動を定期的に実施している。 

 本学では、専任教員が研究成果を発表する機会として高知学園大学・高知学園短期大学紀

要があり、毎年度 1 回発行している（提出-204；備付-46, 47, 48）。編集は高知学園大学紀
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要編集委員会規程（提出-4 規程集 37）に基づいて同委員会が担当している。投稿から査読、

編集においては、高知学園大学紀要投稿規程（提出-4 規程集 66）、高知学園大学紀要査読要

領（提出-4 規程集 67）、高知学園大学紀要原稿執筆要領（提出-4 規程集 68）に基づいて実

施している。 

 本学では、専任教員に個室の研究室を、専門性に応じては複数教員による研究室を用意し

ている。助手は複数の助手による研究室で研究を行う体制となっている。専任教員の研究、

研修を行う時間について、教員の研修日数に関する上限は特に定めていないが、授業等職務

に支障のない範囲で研究・研修活動を認めている。令和 7 年度からは裁量労働制を適用し

（提出-4 規程集 110）、適用者にはさらに時間を確保しやすい体制を構築している。なお、

長期研修については学校法人高知学園で高知学園職員の長期研修に関する規程を定めてい

る。また、専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等に関する規程は通常の出張に関する

手続きに加え、学校法人高知学園の旅費規程（提出-4 規程集 1024）第 7 条に基づいて理事

長の承認を必要としている。さらに、海外教育視察助成要項も整備している。研究を通した

国際交流においては、高知学園大学学外交流倫理基準（提出-4 規程集）を軸に、安全保障輸

出管理の適切な実施を目的とした高知学園大学安全保障輸出管理規程（提出-4 規程集 81）

や新たなリスクに対応するために研究の健全性・公正性の適切な確保を目的とした高知学

園大学研究インテグリティの確保に関する規程（提出-4 規程集 93）に基づいて実施する体

制を構築している。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-A-3 学習成果の獲得が向上するよう事務職員等を配置している。］ 

＜区分 基準Ⅲ-A-3 の現状＞ 

 高知学園大学の事務局体制は、教育組織規程で事務局、学生部、教務部、情報企画部、研

究推進部、図書館、キャリアセンター、IR 推進室を設置することを定めている（提出-85）。

さらに、事務局は庶務課、教務学生課、図書課の 3 課を、またキャリアセンターは高知学園

大学キャリアセンター規程（提出-4 規程集 86）に、IR 推進室は高知学園大学 IR 推進室規

程（提出-4 規程集 48）に基づく体制で事務執行をしている。 責任体制は事務組織の総括と

して事務局長、各課課長、主監及び各係長、事務職員となる。本学の組織の最高責任者は学

長であり、一部の決裁事項を除いては事務局長を経て副学長（配置している場合）、学長の

決裁となる。学則改正等は理事会の議を経て成立し、人事管理等重要な事項は理事長決裁と

なる。また、大学事務局の事務分掌は組織規程第 4 条の 2 に定め、その責任体制は明確で

ある。 

 本学では、高知学園大学教育組織規程に基づいて教育活動や入学試験、募集活動、就職指

導、学生生活指導等に関する委員会を設置している。事務職員も各委員会規程に基づいてそ

れぞれの構成員や事務担当員となっている。施設設備の管理や会計業務は庶務課、学生生活

や就職指導、入学試験及び情報管理、学習支援活動に関しては教務学生課、図書館に関して

は図書課、データ分析と提供を IR 推進室でそれぞれの事務を担当し、専任事務職員は 各

部署で専門的な職能を有し事務を遂行している。このように、教員で構成する組織と、事務

職員の組織がお互いに連携しながら事務執行し、有機的な組織運営が可能となっている。 

新規採用職員に対しては毎年 4 月に新規採用者オリエンテーションを行い、SD 活動とあわ
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せて資質向上に向けた取り組みを組織的に行っている。 

 事務に関する規程としては、財務に関する会計規程、庶務に関する高知学園文書取扱規程、 

高知学園公印取扱規程、高知学園文書保存規程等（提出-4 規程集 1007）も整備して適切に

事務処理を行っている。なお、本学規程等は高知県の条例規則に準じて制定しており、労働

基準法等の基準を満たしている。また、本学の規程にない場合は高知県の条例等を準用して

いる。 

 事務局では、各課の情報共有を図るために必要に応じて課長会を開催するなど、日常的に

業務の見直しや事務処理や改善に努めている。特に、事務職員の事務能率 の向上を図るた

め、大学設置基準第 42 条の 3 に基づいて高知学園大学スタッフ・ディベロッ プメント（SD）

委員会規程（提出-4 規程集 38）を定め、SD 委員会を設置し、職務に関する国の関連団体、

研究 会の主催する会議等への参加、また SPOD の研修プログラムに参加して職務を充実さ

せるなど、教育研究活動の支援を図ることとしている。また、学外研修を受講した際には各

部署で報告するとともに学外研修受講報告書（備付-51）を提出し、庶務課で閲覧すること

ができるようにしている。 

 令和 7 年度より事務局組織が再編され、教務課と学生支援課が統合されて「教務学生課」

となった。これにより、庶務課、教務学生課、図書課の 3 課体制となり、担当業務を固定化

せずに横断的に連携する体制が整えられた。新体制の下で、課長や係長以上の職員間で業務

状況の共有や連絡会が行われたほか、10 月には事務局内で研修会が開催され、コンプライ

アンスの遵守、歳出の抑制、職員の働き方などについて学長・事務局長を中心に再確認が行

われた。 

 事務局各課では、パソコン、電話やファックス、コピー機、プリンタ、書庫や金庫、全般

的な文房具等事務処理に必要な情報機器や備品等を整備している。なお、防災対策は高知学

園大学災害対策委員会規程（提出-4 規程集 18）を定めて災害対策委員会を設置している。 

主な震災対策としては学生ヘルメット（デルキャップ）約 950 個、職員用ヘルメット約 130

個を常備し、各講義室、実験室には学生の避難誘導に必要な懐中電灯・笛・誘導灯等を入れ

た非常用持出袋を設置している。また、本学における防災で必要な事項を防災マニュアル

（備付-60）として定め、携帯版の防災マニュアルを全教職員と全学生に配付している。 

 情報セキュリティ対策については、高知学園大学情報セキュリティポリシー（提出-4 規

程集 78）に基づき、高知学園大学情報セキュリティ対策基準（提出-4 規程集 79）を定めて

遂行している。これらを審議するために高知学園大学情報セキュリティ委員会規程（提出-

4 規程集 47）を定め、情報セキュリティ委員会を設置している。また、情報教育に関する

審議を行うため、情報企画委員会規程（提出-4 規程集 34）に基づいて情報企画委員会を設

置している。情報セキュリティに関する担当事務を教務学生課とし、学内ネットワークのセ

キュリティ強化に努めている。さらに、重要書類の保管に関するセキュリティ対策として、

事務局各課は耐火金庫に保存することを徹底している。 

 本学では、学科会議において所属する専任教員に加えて事務職員が構成員となっている。

また、学生指導支援においても事務職員も教員と同様に各種委員会の構成員となっている。

このように大学運営並びに学生指導支援の面では、教員と事務職員が協働する体制が確立

しており、学習成果の向上に取り組んでいるキャリアセンターでは、 学生のキャリア支援

並びに進路等に関する指導を行っている。 
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学生の成績記録については、学校法人高知学園の文書保存規程並びに学校教育法施行規

則の定めに基づき保管している。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-A-4 学習成果の獲得に向けて、教職員の役割や責任を規定している。］ 

＜区分 基準Ⅲ-A-4 の現状＞ 

高知学園大学では、大学運営、学生支援、および教育研究の質の向上（学習成果の向上）

を目指し、教員と事務職員が一体となって協働する体制を確立している。各種会議や委員会

において、各学科の代表教員だけでなく事務職員を構成員として組み込んでいる。また、各

学科会議にも職員が参画している。事務局内においては、事務局長を中心に必要に応じて課

長会を開催し、各課のリアルタイムな情報共有を図ることで、組織的な連携体制を確保して

いる。また、学校法人の組織規程に基づき、大学運営および学生の修学・生活支援を機能的

かつ円滑に執行するため、事務局、学生部、教務部、情報企画部、研究推進部、図書館、キ

ャリアセンター、IR 推進室を設置して事務組織を整備している。また、それぞれの組織は、

教育組織規程によって学務分掌が規定されており、各組織の下の様々な委員会については

委員会規程が対応している。事務組織については、総括責任者である「事務局長」の下、各

課課長、各係長、主監、係長、主幹、事務職員を適正に配置し、責任ある事務執行体制を構

築している。 

また、法令の遵守や規程の厳格な運用、およびガバナンスの強化を目的として、意思決定

のプロセスと責任の所在を明確にしている。大学組織の最高責任者は学長であり、一部の決

裁事項を除き、実務的な意思決定は事務局長を経て副学長、学長の決裁を仰ぐルートが確立

されている。学則改正など重要事項の決定については、理事会の審議を経て成立し、人事管

理などの最重要事項については理事長決裁となる。これにより、教育研究活動・法人運営に

関する責任の所在を明確に担保している。 

各学科の専門性や学生のニーズに応じ、年度当初から教職員の役割分担（学務分掌）を明

確に定め、組織的な学修支援や点検を行っている。学科教員間においては学科会議規程に基

づき定期的に会議を開催し、学生支援に関する事項や教育研究に関わる重要事項を全学的

な方針と擦り合わせながら検討している。管理栄養学科では、学科内ワーキング部会を設け

ており、年度初めの学科会議において「管理栄養学科の運営に関するワーキング部会」を組

織・立ち上げ、その配付資料に基づいて各教員が担う具体的な職務や役割分担をクリアにし

ている。これにより、学生指導や学科運営が組織的かつ漏れなく機能する体制を構築してい

る。また、臨床検査学科では、学科長を中心に、担任団（クラス担任・副担任）、科目担当

教員、臨地実習等の実習責任者が、それぞれの職務と役割を明確に分担し、相互に連携しな

がら組織的に教育活動を展開している。課題を抱える学生への対応として、定期開催される

学科会議を通じて、教育課程の運営状況や学生の学習状況をきめ細かく情報共有・検証して

いる。とくに学習成果の達成に課題・不安を抱える成績不振学生に対しては、科目担当教員

による補習と、担任団による個別面談を有機的に組み合わせ、組織的かつ継続的な修学支援

を実施している。さらに、授業アンケートの結果分析、FD 活動、教員相互の授業参観を連

動させ、教職員の協力体制と教育内容の改善に一体となって取り組んでいる。 
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［区分 基準Ⅲ-A-5 教職員等の資質、教育能力、専門的能力等が向上するよう組織的な研

修を実施している。］ 

＜区分 基準Ⅲ-A-5 の現状＞ 

 高知学園大学では、事務局および教職員の職務能力向上を図るため、全学的な規程に基づ

き、国の関連団体や地域ネットワークを活用した組織的研修を展開している。大学設置基準

第 11 条に基づき「スタッフ・ディベロップメント（SD）委員会規程」（提出-4 規程集 38）

を定め、SD 委員会を設置している。SD 委員会の委員長は事務局長が担っており、国の関

連団体や研究会が主催する会議、あるいは SPOD（四国地区大学教職員能力開発ネットワ

ーク）の研修プログラムに教員・職員を参画させている。学外研修の受講後は各部署で報告

を行うとともに「学外研修受講報告書」を提出し、庶務課での閲覧を可能にしている。令和

7 年度は 17 件の提出があった。また、SPOD 加盟校内講師派遣プログラムによる研修会が

令和 7 年 2 月 18 日に実施され、小坂有資氏（香川大学）を講師に迎え、「現代学生の理解

と関わり方」を開催した。本学から 19 名の教員が参加したほか、併設の高知学園短期大学

から 21 名、同法人内の高知リハビリテーション専門職大学から 20 名の教員が合同で参加

した。 

教職員の倫理向上のための研修も定期的に実施されており、令和 7 年度は本学の顧問弁

護士である山岡真博氏が講師となり、近年多様化するハラスメントについて、7 月及び 1 月

の 2 回研修が実施されている。 

また、学則第 3 条に基づき教員の教授能力および学生指導力の向上を目指し、法人内の

他大学等とも連携した組織的研修会を定期的かつ全学をあげて実施している。「ファカルテ

ィ・ディベロップメント（FD）委員会規程」（提出-30）を整備して FD 委員会を設置し、

毎年研修会を実施している。令和 7 年度は、FD 委員会・SD 委員会・情報企画委員会の合

同企画として、「Teams の活用に関する講習会」が 9 月に実施された。内容は、以下の 2 件

の講習となっている； 

 「Teams に関する実践講習」 

講師：來栖 正博（高知学園短期大学歯科衛生学科） 

 「Teams を使ってみませんか？～授業での活用例～」 

講師：和食 沙紀（高知学園短期大学歯科衛生学科） 

また、毎年実施されている「FD・SD 活動研究発表会」は、全教職員を対象としており、

令和 7 年度はオンライン（Teams）で実施され、4 件の発表、委員会報告、技術講習会「生

成 AI を使った効率的なフォーム（テスト・アンケート）の作成」（講師：岸康人）が行われ

た（備付-51）。これら令和 7 年度の活動によって、本学における出席管理や Teams や Forms

等の ICT 活用が大きく前進している。また、発表は、情報企画部や IR 推進室において、教

員及び事務職員が協働して行われており、教職員間のスキル格差を是正するとともに教職

員一体となったアドミニストレーションを一歩進める研修となった。 

本学では、教員相互による授業の点検と事後検討会の開催により、シラバスや日々の教育

活動に直接還元する厳格な授業改善システムを構築している（備付-57, 58）。授業参観の運

用は、FD 委員会が策定した方針（「目的」と「進め方」）に基づき実施している。授業終了

後は当該学科の FD 委員が「事後検討会」を開催し、参加教員と担当教員間での意見交換を
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行う。FD 委員は内容を「事後検討会報告書」にまとめ、教務学生課へ提出・公開している。

授業担当者はこれらを踏まえた「改善計画報告書」を教務学生課へ提出している。さらに、

前年度の授業参観担当者が、改善を試みた授業を「授業改善に向けた公開授業の進め方」に

則って、公開授業を実施する。この「公開授業事後検討会報告書」も教務学生課で閲覧可能

である。 

授業アンケートは、より質の高い教育を提供し、受講学生の意見を授業改善に反映させる

ことを目的として、前期と後期それぞれの授業で実施されている。アンケートはポータルサ

イトを通じてスマートフォン等から回答する形式となっている。集計結果は各担当教員に

開示され、教員は科目ごとに「授業アンケートに対する自己分析の報告」を提出することが

義務付けられている。令和 7 年度からは、全学的な Wi-Fi 環境整備に伴い、ICT を活用し

た授業展開に関する質問項目も新たに追加された。授業アンケートについては、以前より学

生の回答率の低さが問題となっており、令和 7 年度前期でも改善がみられなかったため、

「授業アンケートに関する調査」を実施し、学生の授業アンケートに対する意識調査を実施

した。この結果、Wi-Fi やシステムへのアクセス経路の問題はほとんどなく、学生が授業に

対して指摘した意見が反映されているか否か、また、その状況についての説明（フィードバ

ック）を求められていることがわかった。 

以上のように、本学では多様な能力向上の活動を通して、教職員等の資質、教育能力、専

門的能力等が向上するよう組織的な研修を実施している。 

 

 

［区分 基準Ⅲ-A-6 労働関係法令を遵守し、人事・労務管理を適切に行っている。］ 

＜区分 基準Ⅲ-A-6 の現状＞ 

 専任教職員及び非常勤、臨時職員の人事管理に関する諸規程は、労働基準法第 89 条に基

づき、高知学園就業規則を制定し適用している。さらに、定年に関する規程、給与規程、旅

費規程、退職手当に関する規程等を定めている（提出-4 規程集 1017, 1019, 1022）。教職

員の健康についても、労働安全衛生法第 66 条 1 項や 10 項等に基づく教職員の健康診断の

実施（備付-61）やストレスチェック制度実施規程（内規）に基づくストレスチェックを実

施している。教職員の服務監督権者は学長であるが、教員については各学科の学科長、事務

職員については事務局各課長等を職務命令にて委任し、各学科及び事務局全体で高知学園

就業規則の周知を徹底している。 教員の採用、昇任は、高知学園大学の教員人事に関する

規程、高知学園大学人事委員会規程、高知学園大学教員資格、高知学園大学教員資格に関す

る内規、高知学園大学教員選考基準、高知学園大学教員の採用・昇任に係る手続き、教員人

事に係る選考委員会に関する規程等に基づき、人事委員会の議を経て、学長から理事長に内

申し決裁を受けている。事務職員の採用は新採職員選考委員会内規等、事務職員対象の規程

や内規及び要領により対応している。職員の時間外勤務も時間外勤務の管理に関する内規

を定め、適正に管理・運営を行っている。また、長期研修を希望する職員がいる場合は高知

学園職員の長期研修に関する規程に基づいて対応している。 

 令和 7 年 10 月より、研究や教育の業務が持つ特殊性に配慮し、時間にとらわれず個人の

専門性や創造性を最大限に発揮できるようにする目的で、教員の裁量労働制の適用に関す

る規程（提出-4 規程集 110）を設け、裁量労働制を取り入れた。この制度は、専任の教授、
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准教授、講師、助教（特任等を除く）を対象として、本人の意思により、従来の時間制また

は裁量労働制を選択することが可能である。この制度の設置によって、労務管理のためタイ

ムカードによって出退勤時刻を記録することが義務付けられた。また、裁量労働制の適用を

受ける教員は、大学アカウントの Outlook で業務のスケジュールを入力・共有することで、

適切に管理を行っている。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の課題＞ 

 本学では、大学設置基準や各養成施設の指定規則等に基づき、専門分野別に必要な専任教

員数・教授数を完全に充足した教員組織を編制している。教員の採用・昇任や非常勤講師の

任用にあたっては、各種人事規程に則り、人事委員会での審議を経て「学長から理事長への

内申し決裁」を得る厳格かつ公正なプロセスを確立している。事務局体制においては明確な

事務分掌の下で専門的職能を発揮するとともに、事務職員が各種委員会の構成員として参

画する実質的な「教職協働」の体制を整備している。さらに、スタッフの資質向上を目的と

して FD・SD 両委員会が機能しており、SPOD（四国地区大学教職員能力開発ネットワー

ク）を活用した法人内 3 大学合同研修の実績や、重層的な授業参観・公開授業の PDCA シ

ステム、さらには令和 7 年 10 月より導入した教員の裁量労働制による専門性・創造性を高

める労務環境の構築と、タイムカードや Outlook を併用した適切な労働時間把握・安全配

慮義務の履行など、人的資源の管理・育成において組織的な取り組みを展開している。 

完成年度を経て大学の自律的な持続可能性を高め、激変する高等教育環境や ICT 技術の

進展、多様化する学生ニーズに対して全学的な組織力をさらに強固にするためには、以下の

点において向上・充実を図ることが課題である。 

 本学では前後期の授業アンケート実施と教員の自己分析報告の提出を義務化しているが、

学生の回答率の低迷に対し、令和 7 年度に「授業アンケートに関する調査（学生意識調査）」

を自律的に実施した。その結果、Wi-Fi 等のシステムインフラ面ではなく、「自分の意見が

授業にどう反映されたかの説明（フィードバック）を学生が求めている」という本質的な心

理的要因を突き止めた。今後は、この調査結果を Action（改善）へ繋げるため、アンケート

結果に基づく授業改善の状況や教員の意図を学生へ確実に還元する「フィードバック（リタ

ーン・ガイダンス）の全学的な共通ルールや仕組み」を組織化し、学生の参画意識を高める

とともに、FD 活動のさらなる実効性を担保することが課題である。 

 令和 7 年度は、教員の裁量労働制の導入や、合理的配慮を制度化した「障害学生支援規

程」、多様化するリスクに対応する「ハラスメント等に関する規程」の刷新など、重要な人

事・労務・支援規程の整備がなされた。今後は、これらの新しい制度が形式的な運用に留ま

らず、学内で健全に定着・機能するよう、各部署における運用マニュアルの策定・改善やケ

ーススタディの蓄積を進める必要がある。とくに裁量労働制においては、タイムカードによ

る客観的な労働時間把握と Outlook でのスケジュール共有を引き続き徹底し、過重労働の

防止や健康維持（ストレスチェックとの連動など）に対する安全配慮義務を組織的に担保・

検証する体制を精緻化していくことが求められる。 

 本学では、科学研究費補助金等の公的研究費の管理・監査や研究インテグリティの確保に

関する各種規程・委員会を重層的に整備し、令和 7 年度には年 5 回の研究倫理研修会を実

施した。また、ガイドラインに基づき 5 年に一度の eL CoRE または eAPRIN の受講義務
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化と IR 推進室による修了書の管理体制を敷いている。しかし、令和 7 年度の提出実績は対

象者 40 名中 19 名（提出率 47.5％）に留まっており、研究倫理教育修了率が伸びていない。

研究倫理教育は、不正行為の防止だけでなく「権力関係を利用した不利益付与の禁止」や「研

究活動における差別・中傷の禁止」等、ハラスメントの抑止との関連も深い活動である。5

年周期の過渡期であることを考慮しても、組織的な質保証としてはさらなる徹底が必要で

ある。今後は、各教員への個別のリマインド動線の強化や、年度当初の学務分掌（学科ワー

キング部会等）における受講勧告の仕組みを組み込むなど、未提出者に対する組織的なフォ

ローアップ体制を強固にし、対象専任教職員の修了率 100％を確実に達成・維持することが

課題である。学内の健全な研究環境を維持するためにも、全教員が研究倫理教育を修了して

その知見に基づいた活動を遂行するよう受講率向上に向けた働きかけを継続しなければな

らない。 

科学研究費補助金等の外部資金獲得に向けた申請者や獲得者が特定の教員に限られてき

た点がある。令和 7 年度には科学研究費補助金獲得に向けた研修会を 4 年ぶりに開催し、

申請に向けたポイント等を共有した。1 年を経過して、研究計画を練り上げた専任教員が新

たに申請するよう支援することが課題である。 

Researchmap での専任教員の教育研究活動の状況の公表において、公表内容の偏りや更

新の停滞についても課題として挙げられる。本学の専任教員が教育上の能力と研究上の業

績を有していることを、学内外で客観的かつ確実に認識できることが本学における教育へ

の信頼を高めるうえで不可欠である。研究成果を定期的に収めていれば、主体的・積極的に

公表してさまざまな研究者と交流するきっかけづくりに生かすことも期待できる。その先

には研究活動の充実と発展が具体化されてくる。自信をもって教育に当たるためにも、自ら

の教育研究活動の情報を公表して教育上の能力の根拠となる研究業績を積み上げていくよ

う、組織的風土を構築することが課題である。それが本学の組織的価値を高めることにもつ

ながるからである。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-A 人的資源の特記事項＞ 

特記事項なし。 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源］ 

＜根拠資料＞ 

提出資料 4 規程集 18 災害対策委員会規程 

4 規程集 36 図書館運営委員会規程 

4 規程集 39 危機管理規程 

4 規程集 40 危機管理委員会規程 

4 規程集 41 危機対策本部規程 

4 規程集 64 図書館選書要領 

4 規程集 65 図書館文献管理内規 

4 規程集 78 情報セキュリティポリシー 

4 規程集 79 情報セキュリティ対策基準 
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4 規程集 79-1 情報セキュリティガイドライン（学生用） 

4 規程集 79-2 情報セキュリティガイドライン（教員用） 

4 規程集 79-3 情報セキュリティガイドライン（事務職員用） 

4 規程集 79-4 無線 LAN 利用ガイドライン 

4 規程集 1001 学校法人高知学園寄附行為 

4 規程集 1028 会計規程 

4 規程集 1029 会計規程施行細則 

4 規程集 1030 物品管理要領 

備付資料 54. 62 Web サイト「キャンパス案内」 

63 校地、校舎（図面） 

64 Web サイト「高知学園大学 高知学園短期大学 図書館」 

55. 65 図書館に関する資料 

66 防災訓練に関する資料 

67 実験室安全のためのマニュアル 

68 固定資産台帳及び備品台帳 

 

 

［区分 基準Ⅲ-B-1 教育課程編成・実施の方針に基づき校地、校舎、施設設備、その他の

物的資源を整備、活用している。］ 

＜区分 基準Ⅲ-B-1 の現状＞ 

高知学園大学の学生定員は 520 名であり、併設する高知学園短期大学の学生定員は 460 名

（専攻科を除く）である。本学の校地面積は高知学園短期大学との共用を含めて 48,640 平

方メートルであることから、大学設置基準第 34 条の規定を十分に満たしており、学生間の

交流が十分に行えるための広い校地を有している（備付-62, 63）。運動場用地についても、

高知学園短期大学と共用して 25,840 平方メートルの適切な運動場を同一敷地内に設けてお

り、大学設置基準第 35 条の規定を満たしている。本学では体育館を保有していないが、授

業等で利用すべき時には同一敷地内にある学校法人高知学園高知中・高等学校が保有する

体育館を利用することができる。 

本学の校舎面積については、高知学園短期大学との共用を含めて 15,402 平方メートルで

あることから、大学設置基準第 37 条の 2 の規定も満たしている。施設・設備・その他の物

的資源の面積については 669 平方メートルであり（備付-63）。学生が交流や休息等に利用す

るのに適当な空地を十分に有し、中庭や 8 号館横には、学生が活用できるパラソル付きテー

ブルと椅子を設置している。校地と校舎の障がい者対応については、1 号館、3 号館、5 号

館、6 号館、7 号館及び 8 号館の玄関口にスロープを整備し、その各 1 階には車椅子用トイ

レを設置している。8 号館にはエレベーターも完備している。 

大学設置基準第 36 条に基づいて講義室 17 室（うち併設する高知学園短期大学との共用

13 室）、演習室 11 室（うち併設する高知学園短期大学との共用 2 室）、実験・実習室 21 室、

情報処理学習室に当たるパソコン実習室 2 室（うち併設する高知学園短期大学との共有 2）

を有し、各学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて授業を行うのに必要な種類と数を備

えている。本学では、専任教員は個室の研究室を用意しているが、専門性に応じて複数教員
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でひとつの研究室を使用する場合もある。本学は専門職学科及び通信による教育課程は設

置していない。 

各学科では教育課程編成・実施の方針に基づき施設・設備、機器・備品等を整備し、必要

に応じて年度予算に計上して随時更新を図っている。これらの状況は備品台帳等を通じて

把握している（備付-68）。 

本学では、大学設置基準第 38 条に基づき、全学共通の教育研究施設として図書館を有し

ている。図書館の面積は 974 平方メートルであり、閲覧、貸出、レファレンスサービス等が

円滑に行えるよう、動線やサービス機能を考慮した施設配置としている（備付-64, 65）。本

学図書館では、教育研究に必要な学術情報の収集・蓄積・提供を基盤としつつ、学生が個人

またはグループで資料を検索・閲覧し、議論を通じて主体的に学習できる場としての機能充

実に努めている。 

図書資料の選定は、「高知学園大学図書館選書要領」（提出-4 規程集 64）に基づき、図書

館運営委員会の審議を経て年 2 回実施しており、教育研究に資する資料を系統的に整備し

ている。また、利用価値が低下した資料については、「高知学園大学図書館文献管理内規」

（提出-4 規程集 65）に基づき、同委員会の審議を経て随時除却しており、選定から廃棄ま

で一貫した資料管理体制を確立している。 

図書館運営にあたっては、「図書館運営委員会規程」（提出-4 規程集 36）に基づき、各学

科からの要望を反映させる体制を整えている。新型コロナウイルス感染症が令和 5 年に 5 類

へ移行した後も、「医中誌 Web」における臨時 ID・パスワードの発行を継続するとともに、

Medical Online や電子書籍の学外利用設定を維持するなど、学生および教職員の学習・研

究環境を柔軟に支援してきた。 

また、図書館報『らぶっく』（備付-65）を継続的に発行し、新着図書の紹介や学習支援機

能の案内、教職員・学生による書評の掲載を通じて、資料利用の促進および読書活動の活性

化に取り組んでいる。さらに、高知県立図書館との協定に基づき、県内の公共図書館・大学

図書館から資料を無料で取り寄せる体制を整備しており、学外機関との連携による資料提

供にも積極的に取り組んでいる。 

図書館内には、学生の自主学習やグループ学習に対応した閲覧・学習スペースを整備し、

教室外における学習活動を支援している。近年は学生が各自ノート PC を所持する BYOD 学

習環境が定着していることから、図書館内に多くの一般用 PC を常設する必要性が低下して

いる。このため、老朽化した Windows 10 搭載の一般用 PC を撤去し、当該スペースを活用し

た学習環境の見直しを行った。令和 6 年 12 月には、老朽化により使用されていなかった螺

旋階段を撤去・平坦化し、そのスペースを活用して畳敷きの読書コーナーを新設するととも

に、コタツを設置した。これにより、学生がリラックスした雰囲気の中で読書や学習に取り

組める環境を整備し、その取り組みは新聞による取材も受けた。令和 7 年度においても、こ

れらの学習環境を維持・活用し、学生の滞在型利用の促進につなげている。 

加えて、全国大学ビブリオバトル 2025 四国 C ブロック予選会および決勝の開催を支援

し、決勝大会については学園祭の企画の一つとして位置づけ、学内外の参加者・聴衆を迎え

て実施した。このような活動を通じて、図書館を学びと交流の拠点として活用する取り組み

を進めている。さらに、令和 6 年度からは学生による本の POP コンテストを実施しており、

令和 7 年度も学園祭期間中に展示・投票形式で開催した。全国大学ビブリオバトルへの支援
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とあわせて、学生が読書体験を言語化・視覚化する機会を提供することで、主体的な学びと

図書館資料の利活用促進を図っている。 

開館時間については、学生からの要望を踏まえ、令和 4 年度より後期に加えて前期にも開

館時間の延長を実施している。通常の開館時間は、前期 19 時まで、後期 20 時までとし、前

期定期試験期間中は 20 時まで延長している。また、国家試験対策期間（12 月から 2 月末）

には土曜日・日曜日も開館し、学生の学習時間確保に配慮している。 

令和 7 年度における蔵書数については表Ⅲ-B-1.1 に、図書館利用状況については表Ⅲ-B-

1.2 に示すとおりである。 

表Ⅲ-B-1.1 蔵書等の概要（令和 8 年 3 月 31 日現在、高知学園短期大学と合算） 

 種類 冊数等 

蔵書数 図書 88,806 冊 

雑誌（製本） 8,592 冊 

年間受入数 

（令和 7 年度） 

図書 1,266 冊 

雑誌 102 種 

視聴覚資料 19 種 

学術雑誌種類数  632 種 

視聴覚資料数 DVD ほか 1380 種 

AV 設備 

（短大と共有） 
DVD プレイヤー パソコンで代用（6 台） 

パソコン 

（短大と共有） 

蔵書検索専用 1 台 

一般用 16 台 

座席（短大と共有）  106 席 

表Ⅲ-B-1.2 図書館利用状況（令和 5 年度～令和 7 年度、高知学園短期大学と合算） 

 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

開館日数（日） 258 253 257 

入館者数（人） 50,740 49,249 42,430 

貸出冊数（冊） 5,608 5,299 4,898 

なお、近年、電子書籍や各種データベース（医中誌 Web 等）の学外リモートアクセス環境が

定着・ BYOD 化が進展したことにより、来館を伴わない電子リソースの利用へのシフトが見

られる。今後は畳コーナーの活用等による滞在型利用の促進に努める。 

 管理栄養学科では、教育課程編成・実施の方針に基づき、とくに栄養士法施行規則第 11

条の管理栄養士養成施設の指定の基準にある教育上必要な実験・実習のための部屋や機器

及び消耗品等の整備を進めている。生化学実験を想定した化学系実習室、人体の構造・機能

及び疾病に関連した形態系実習室など、それぞれの科目の実験に応じて使用している生理

系実習室、生体防御系実習室及び食品学実習室、調理実習室、給食経営管理実習室、栄養教

育実習室、臨床栄養実習室の整備の充実を図っている。さらに、食育 SAT システムやフード

モデルの活用、各種検査用器具・機器類、経腸栄養用具一式、経静脈栄養用具一式、栄養評
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価及び情報処理のためのコンピュータを整備している。また、人体組織標本（顕微鏡利用）・

人体模型を使った授業や給食の実践に即した授業、つまり、管理栄養士・栄養士の養成に必

須な授業を実施するための専用施設、設備も導入し、実験実習などの授業で効果的に学習が

可能となるように配慮している。 

 臨床検査学科においては、教育課程編成・実施の方針に基づき、四年制大学発足時より、

講義室および実習室の整備を行った。これらの施設には、プロジェクター、スクリーン、マ

イク、モニター等、講義および実習の実施に必要な機器を設置し、円滑な授業運営が可能と

なっている。また、専任教員には個別の研究室を整備し、また研究が円滑に進むよう実験室

の配分を行っている。 

あわせて、臨床検査技師養成所指導ガイドラインに準拠し、教育上必要とされる機械器具、

標本、模型を整備している。さらに、臨床検査技師に関する法律施行令第 8 条の 2 の改正に

伴い、令和 4 年度入学生より新カリキュラムを導入し、医療安全管理学実習においてタス

ク・シフト／シェアに必要な模型・機器を新たに整備し、教育に活用している。 

 

［区分 基準Ⅲ-B-2 施設設備の維持管理を適切に行っている。］ 

＜区分 基準Ⅲ-B-2 の現状＞ 

 施設設備の維持管理については、各学科からの申請を基にして担当事務部署に情報を集

約し、大学内で解決可能なものは本学で処理している。高知学園全体で対処を要するものは

理事会で検討し、学校法人高知学園寄附行為（以下、「寄附行為」と表記）第 5 章「資産及

び会計」に基づいて維持管理している（提出-4 規程集 1001）。固定資産管理や消耗品及び貯

蔵品管理等については、学校法人高知学園で会計規程（提出-4 規程集 1028）を整備してい

る。さらに、会計規程施行細則（提出-4 規程集 1029）、物品管理要領（提出-4 規程集 1030）、

物品購入審査規程（内規）等に基づいて施設設備や物品等の維持管理をしている。  

危機管理については高知学園大学危機管理規程（提出-4 規程集 39）を定めて対応してい

る。災害時の対応についても、高知学園大学危機管理委員会規程（提出-4 規程集 40）、高知

学園大学危機対策本部規程（提出-4 規程集 41）を定めて対応することとしている。 

さらに、災害対策については高知学園大学災害対策委員会規程（提出-4 規程集 18）に基

づいて災害対策委員会を設置し、防災マニュアル （備付-66）を作成している。また、災害

時の迅速な安否確認のため「セコム安否確認システム」を導入しており、学生及び教職員を

対象として、スマートフォンへアプリをインストールした上で通知を受け取れる体制を取

ることとなっている。 

火災・地震対策、防犯対策のための定期的な点検については、消防設備等の点検を毎年 2

回実施している。毎年 1 回、教職員と学生が参加して、火災・地震を含めた総合的な災害対

策に関する説明会と避難訓練を実施している（備付-66）。携帯版の防災マニュアルも全学生、

全教職員に配付して常時携帯するよう周知し、オリエンテーションで避難場所やその経路

について説明を行っている。これらのマニュアルの内容は定期的に見直して更新している。

セコム安否確認システムについても、年に複数回の安否確認訓練を行っており、災害時に応

答できることを日常的に確認している。 

省エネルギー・省資源対策、その他地球環境保全の配慮については、照明を LED に切り替

えるなど、計画を立てて順次行っている。  
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高知学園大学では、情報資産を守り、情報システムを管理するための方針として、高知学

園大学情報セキュリティポリシー（提出-4 規程集 78）を定めている。この方針に基づいて、

高知学園大学情報セキュリティ対策基準（提出-4 規程集 79）を定めており、学長が情報セ

キュリティ責任者、情報企画部長が情報セ キュリティ実施責任者、事務局長が情報セキュ

リティ管理責任者となっている。日常的な監視やメンテナンスについては、情報企画部長が

委員長を務める情報セキュリティ委員会が対応している。情報セキュリティポリシー及び

情報セキュリティ対策基準の内容や一般的なセキュリティ面での注意について、利用者に

わかりやすく伝えるために、情報セキュリティガイドライン及び無線 LAN 利用ガイドライ

ン（提出-4 規程集 79-1, 2, 3, 4）を令和 6 年度に策定し、これらの文書については、学生

及び教職員に周知している。また、令和 7 年度は、情報セキュリティ確認フォームを設置

し、ガイドライン等の文書を読んだ上で、年に一度同意を提出することを義務付けている。

さらに、この際に、自身が管理する機器についての最新のアップデートが適用されており、

セキュリティ対策が施されているか、確認を促している。 

学内資産となっている PC については、セキュリティソフト ESET のボリュームライセン

スを毎年購入しており、利用者が常時アップデートを行っている。また、PC 演習室の授業

用 PC については、全て Windows11 に更新されている。その他の学内エンドポイント機器に

関しては、セキュリティソフト導入の上、利用者に OS 及びソフトを最新に保つ旨、情報企

画部長より通達している。また、UTM やスイッチ等の学内ネットワークの通信機器について

は、管理を業者に依頼しており、定期的にアップデートされている。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の課題＞ 

本学では、併設する高知学園短期大学と校地・校舎の多くを共用し、一体的なキャンパス

運営を行うことで、大学設置基準の各面積・設備要件を大幅に上回る豊かな教育研究環境を

確保している。各学科においても、教育課程の方針に基づき計画的に整備されている。また、

全学共通の教育研究施設である図書館においては、BYOD の定着に合わせた PC スペース

の最適化、老朽階段撤去に伴う畳敷き読書コーナーとコタツの新設、ビブリオバトルの誘致

など、学生の滞在・利活用を促す極めて先駆的な環境整備を展開している。管理・ガバナン

ス面においても、寄附行為や各種物品・会計規程に則った適切な資産維持管理に加え、学長

を最高責任者とする強固な情報セキュリティ責任体制や、セコム安否確認システム・全学避

難訓練と連動した実効性の高い防災体制を構築している。これら優れた物的資源の価値を

持続的に高め、変化する学生の学修スタイルや激甚化する自然災害のリスク、およびデジタ

ル化に伴う情報インフラの変革に対して組織的な対応力をさらに強固にするためには、以

下の点において向上・充実を図ることが課題である。 

 本学では、情報セキュリティポリシーに基づき、学内資産である PC への ESET ライセ

ンス適用や UTM・スイッチ等の業者委託による定期アップデート、さらには令和 7 年度よ

り「情報セキュリティ確認フォーム」を用いた年 1 回の同意提出と自己機器確認を義務化

するなど、先進的な統治を行っている。しかし、学生が日常的に学内 Wi-Fi へ接続して使用

する個人所有のスマートフォンやノート PC（BYOD 端末）の OS・ソフトウェアのアップ

デート状況、あるいは個人のセキュリティ意識の格差には依然として潜在的なリスクが存

在する。今後は、確認フォームの提出を単なる形式的な手続きに留めず、情報企画委員会を
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中心に学生向けの情報セキュリティ・リテラシー向上講習や啓発活動を定期的に実施し、全

学的な情報資産の防衛力（多層防御体制）を教職・学生が一体となって高度化していくこと

が課題である。 

 図書館においては、電子書籍の学外利用設定の維持や各種学術データベース（医中誌 Web、

CiNii Research、JDreamⅢ）のリモートアクセス環境が定着し、学生の主体的学習を強力

に支えている。一方で、この BYOD 化の進展（オンラインアクセスの定着）に伴い、図書

館へのフィジカルな入館者数や紙媒体の貸出冊数が近年減少傾向にあることも自己点検デ

ータ（ファクトブック）から明らかになっている。今後は、令和 6 年度末に導入して新聞取

材等でも高く評価された「畳敷き読書コーナー・コタツ」等のアメニティ空間をさらに広報・

活用するとともに、専門司書（3 名）による学術データベースの活用ガイダンスを初年次オ

リエンテーションやゼミ単位でさらに精緻化・強化することで、デジタルとフィジカルが有

機的に融合した「滞在型・課題解決型の学修拠点」としての図書館機能の魅力をより一層高

めていくことが課題である。 

 本学では、災害対策委員会規程や危機管理規程を整備し、セコム安否確認システムの運用

や防災グッズの全学配付等を通じて高い防災意識を維持している。実務的な危機管理マニ

ュアルについては、令和 7 年度にこれまで準用してきた高知学園短期大学のものに倣って

危機管理マニュアルを策定した。今後は、短期大学との緊密な連携（共用キャンパスとして

の整合性）を維持しつつ、四年制大学としての組織体制や学生の動線、学外実習等の実施サ

イクル等も考慮に入れた見直しが課題となる。 

施設・設備の老朽化対策についても、課題となっている。四年制大学発足に伴い建設され

た新校舎（8 号館）を含め、必要な機器・備品は概ね整備されているものの、とくに高知学

園短期大学時から継続使用している機器・備品の中には、耐用年数を経過しているものや、

試薬の製造中止により使用に制限が生じているものが確認され、計画的な更新が必要とさ

れる。なお、8 号館実習室内の薬品等が保管してある重量のある機器や棚については、令和

7 年度に地震対策として固定する補強を行っている。 

また、蔵書の増加に対する書庫スペースの根本的な確保には至っておらず、引き続き物理

的な収蔵環境の改善が求められている。また、学習支援の場としてのラーニングコモンズの

整備や、教科担当者との連携による図書館利用の促進など、ソフト面における学習支援機能

の強化も今後の課題である。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-B 物的資源の特記事項＞ 

特記事項なし。 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源］ 

＜根拠資料＞ 

提出資料 4 規程集 34 情報企画委員会規程 

備付資料 56. 69 学内 LAN の敷設状況 

57. 70 パソコン実習室平面図 
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［区分 基準Ⅲ-C-1 教育課程編成・実施の方針に基づき学習成果を獲得させるために技術

的資源を整備し、有効に活用している。］ 

＜区分 基準Ⅲ-C-1 の現状＞ 

 高知学園大学では、国家試験受験資格や免許取得に関わる指定規則を充足し、現場での実

践力に直結する専門機器の導入と、教員間での適正な運用を行っている。各学科の教育課程

編成・実施の方針に示された高次な学習成果を達成するため、分野ごとの実験・実習室の維

持、および機器・備品類の継続的な整備・更新・点検を予算等に基づいて個別に執行してい

る。管理栄養学科では、管理栄養士・栄養士として必要な実践的スキルの修得に向け、実験・

実習室の機器・備品の充実に努めている。とくに 3 年次の「臨床栄養学実習」や「給食経営

管理実習」においては、病態や対象者の状況に応じた高度な栄養管理方法を学ぶため、管理

栄養士養成施設指定規則に必須とされる専門機器を網羅的に整備し、経験豊富な教員によ

る実践に即した指導を行っている。また、4 年次の卒業研究等に対応する技術的資源も配慮・

整備している。また、臨床検査学科では、講義・演習・実験・実習に完全対応した専門教室

および実習室について、必要な種類と数を十分に確保している。臨床検査に関する高度な専

門技能を修得するため、実習室には実際の医療現場で使用される検体検査機器や各種分析

装置などの専門機器・備品を適切に配置し、教育研究に支障のない最先端の環境を整えてい

る。共同利用が可能な大型機器・備品等については、導入時等にメーカーによる技術トレー

ニングを教員向けに実施している。教員間で正しい使用方法や運用マニュアルに関する情

報共有を徹底することで、実習教育の質の向上と、厳格な安全管理体制の強化を同時に実現

している。 

 また、学生の経済的負担の軽減および授業内外における主体的・効率的な学修を支援する

ため、本学及び併設の高知学園短期大学で統一されたアカウントとインフラを整備してい

る。「情報企画委員会規程」（提出-4 規程集 34）に基づき、情報企画委員会が全学共通のネ

ットワーク環境や学生用コンピュータの整備・運営を担っている。教職員には、入職時に 1

台の PC が割り当てられる。また、全学生及び全教職員には、Microsoft 365 アカウント

（Office 365 A3 ライセンス）を付与している。1 アカウントにつき 5 台の端末（PC、スマ

ホ、タブレット等）まで、Word 等の Office アプリ（インストール版）の導入が可能であり、

学生の経済的支援としても機能している。このアカウントによって、授業でのレポート・プ

レゼン資料作成、データ処理、Teams によるグループコミュニケーション、オンライン授業、

ファイル共有等、幅広く活用されている。 

さらに、学生・教職員専用のポータルサイトを運用し、休講連絡など日常の教務アナウン

スやシラバスへのアクセス及び成績表を提供している。また、図書館専用サイトを通じて学

内から CiNii Articles、JDreamⅢ、医中誌 Web 等のオンラインデータベースや電子書籍・

ジャーナルを利用できる環境を整えている。 

本学では、多様な授業ニーズに対応するため、校舎間の高速通信化とネットワークインフ

ラを整備している（備付-69）。1 号館のメインルータと全校舎のスイッチ間は光ファイバー

で接続されているが、令和 6 年度に幹線網を 1Gbps から 10Gbps へ高速化する更新を実施し

た。また、従来イーサネット接続であった 8 号館も光ファイバー化した。各研究室・教室・

実習室には有線 LAN を敷設している。さらに、令和 6 年度に全学的な Wi-Fi ネットワーク

を整備し、実習室等を除く通常講義で使用される全ての教室にアクセスポイントを設置し
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た。Wi-Fi アクセスポイント（AP）とコントローラには、Cisco 社の Meraki を採用してお

り、学内 42 機の AP をクラウド上で一元管理・監視する体制を取っている。アカウントに

ついては、大学で付与している 365 アカウントを対象として、全学生及び全教職員に割り当

てを行っている。 

ネットワークについては、令和 7 年度に利用者・端末が増大したため、インターネットと

の接続回線が逼迫して、通信速度が極端に低下する現象が時折見られた。Wi-Fi 導入時にこ

のような状況は想定されており、新たに 1 回線の接続契約（10Gbps）を追加する措置を取

り、コアルータで旧来の接続先と分散制御を実施している。 

パソコン実習室は 2 室整備しており、第 1 パソコン実習室に 61 台、第 2 パソコン実習室

に 43 台（それぞれ教員機 1 台ずつを含む）のデスクトップ PC 計 104 台を備えている（備

付-70）。また、実習室には、スキャナー、プリンタ、デジカメ等も設置している。PC 本体

は、令和 3 年度に導入したもので、令和 7 年度に OS のみ Windows10 から 11 に更新してい

る。遠隔・動画配信等にも対応するため、全端末にビデオ会議用 Web カメラとヘッドセット

を導入し、ハイブリッド授業にも対応している。教室 PCについては、学内の ActiveDirectory

（AD）サーバで認証する仕組みとなっていたが、365 と異なるアカウントのためパスワード

忘れの問題が頻発していた。大学全体で BYOD 化に取り組み、教室の PC 本体は次回更新せ

ず、モニタを残して撤去する計画であることと、また、AD サーバの老朽化でリプレイス費

用が負担となることから、令和 7 年度末に AD 認証を廃止し、代わりに教室 PC には 365 ア

カウントでサインインできる Intune を導入した。これに伴って、教員機の映像を学生機に

配信するシステムが利用できなくなるため、学生の視認性を確保する代替措置として、教員

機・プロジェクタの投影映像を中継・表示する「中間モニタ」を第 1 パソコン実習室の学生

用 PC2 台につき 1 台増設した。（第 2 については、スクリーンサイズが教室に比べて大きい

ため、導入はしていない。） 

これらとは別に、711 教室には固定・追尾用カメラを備えた「講義録画システム」を導入

し、特段の事情で欠席せざるを得ない学生の教育の質保証を担保している。 

本学では、情報機器を安全かつ効果的に活用できるよう、新入生および新入職の教職員を

対象とした初期トレーニングとサポートを行っている。BYOD 化に伴い、新入生にはノート

PC またはタブレット PC 購入をお願いしており、入学前に PC の斡旋も行っている。学生向

けリテラシー教育としては、入学直後の授業開始前オリエンテーション期間に、「新入生情

報機器使用オリエンテーション」を実施しており、学科ごとにパソコン演習室で受講するこ

ととなっている。このオリエンテーションでは、学内パソコンの使い方、アカウントの扱い、

メール、Wi-Fi の利用、個人端末への Office ソフトや Teams の導入方法、各 Office ソフト

の基本操作、などを広範に習得させている。 

また、授業においても情報リテラシーや ICT 活用能力の向上を目指しており、管理栄養学

科では「情報機器とプレゼンテーション」、臨床検査学科では「情報機器の活用と発信」が

必修科目となっている。Wi-Fi が整備され、学生が通信費用をかけずにインターネットにア

クセスできることから、令和 7 年度より Teams 内に全学生及び全教職員が参加する「全学」

チームを設置し、各部署から様々な情報提供が行われている。令和 7 年度に提供されたもの

では、情報機器・電子教科書・ネットワーク関連の情報（情報企画委員会）、セコム安否確

認の導入や訓練の集計結果（IR 推進室）、履歴書（キャリアセンター）、図書館関連の情報
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（図書委員会）、工事等の情報・学内ファミリーマートの情報（庶務課）、イベント情報（教

務学生課）など多岐にわたって利用されている。セキュリティの注意喚起などもこのチーム

を利用して行っている。とくに投稿制限は設けておらず、学生も投稿可能である。なお、不

適切な投稿やトラブルを未然に防ぐため、情報企画委員会がモデレーター（管理者）として

日常的な運用監視を行っており、学内ガイドラインに則ったネチケットの周知とあわせて、

安全なコミュニケーション環境を維持している。また、「ハラスメント防止・相談」チャネ

ルが設定されており、相談員やガイドラインを常時確認できる体制となっている。さらに、

学生の情報機器の利用実態を調査する目的で、「情報機器利用調査」を行っており、令和 7

年度の調査をまとめたインフォグラフィックが、公式サイトの IR レポートで公開されてい

る。 

一方、教職員向けサポートとしては、入職時の説明会において、情報企画委員会から各種

システムの導入・運用に関するガイダンスを実施している。また、Teams 内に全教職員が参

加する「全教職員」チームを設置・運用しており、各種マニュアルの他、様々な情報が共有

されている。このチームは、各委員会や研究倫理審査申請のためのチャネルが設定されてお

り、活発に利用されている。また、教授会がオンラインで実施される場合、このチーム内の

「教授会」チャネルで行われることになっている。 

 以上のように、本学では、教育課程編成・実施の方針に基づき学習成果を獲得させるため

に技術的資源を整備し、有効に活用している。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の課題＞ 

本学では、各学科の指定規則やカリキュラム・ポリシーに完全準拠した高度な専門実験実

習機器を網羅的に配備し、導入時にはメーカーによる教員向け技術トレーニングを実施す

ることで、実習教育の質向上と安全管理を両立させている。また、学生の経済的・学修的支

援として Office 365 A3 ライセンスを全学に付与するとともに、令和 6〜7 年度にかけて学

内幹線網の 10Gbps 光ファイバー化、全学 Wi-Fi のクラウド一元管理、インターネット回

線追加と分散制御など、機動的なインフラ整備を実行してきた。さらに、大学全体でのBYOD

化の推進と AD サーバの老朽化リスクを睨み、令和 7 年度末に AD 認証を完全廃止して

Microsoft Intune による 365 アカウント連携へと移行したほか、全学 Teams チームによる

多角的な情報共有やハラスメント相談チャネルの常設、情報機器利用調査のインフォグラ

フィックによる IR 公表など、高度な ICT 統治（IT ガバナンス）を確立している。これら

先進的な技術的資源をさらに安定的かつ効果的に運用し、急速に進化するデジタル技術や

AI の潮流、そして多様化する学習ニーズに対して組織的な対応力を強固にするためには、

以下の点において向上・充実を図ることが課題である。 

 令和 7 年度より Teams 内に全学生・教職員が参加する共通の「全学」チームを設置し、

各部署からの情報提供やハラスメント相談チャネルの常設に留まらず、学生側からも自由

に投稿できるオープンなコミュニケーション基盤を構築した。学生の主体的な参画を促す

優れた取り組みである一方、不適切な投稿やハラスメント、SNS 上のトラブルと同様のリ

スクを未然に防ぐガバナンスの強化が求められる。今後は、情報企画委員会および教務学生

課による日常的な運用監視（モデレーション機能）の体制を明確化するとともに、新入生オ

リエンテーションや必修の情報リテラシー科目（「情報機器とプレゼンテーション」「情報機



 高知学園大学 

73 

 

器の活用と発信」）を通じて、学内ネットワーク内における適切なネチケットやセキュリテ

ィ・リテラシー教育を組織的に徹底していくことが課題である。 

 また、本学では、将来的な BYOD 完全シフトへのロードマップに基づき、令和 7 年度末

に学内 AD サーバを廃止し、教室 PC へのサインインを Intune による 365 アカウント連携

へとドラスティックに移行させた。これに伴い、従来の教員機から学生機への映像配信シス

テムが利用不可となったため、第 1 パソコン実習室へのプロジェクタ中間モニタ設置など

のハード的措置を講じた。今後は、この新しい環境下において授業運営に支障や混乱が生じ

ないよう、Intune による端末制御（ポリシー適用）の挙動を注意深く監視・微調整すると

ともに、システム変更に伴う教員向けの授業運営マニュアルを精緻化し、すべての教員が新

しい ICT 環境をストレスなく教育活動にフル活用できるサポート体制を確立することが課

題である。 

 さらに本学では、学生のノート PC やタブレット PC の利用実態を把握するため「情報機

器利用調査」を定期的に実施し、結果を IR レポート（インフォグラフィック）として公式

サイトで広く可視化公表している。今後は、この蓄積されたデータ（アウトカム）を単なる

現状把握に留めず、学生個人が所有する BYOD 端末の OS やセキュリティソフトのアップ

デート状況の格差、あるいは端末のスペックに起因する学習上の不利益（デジタル格差）の

解消へダイレクトに還元させる必要がある。入学前の PC 斡旋内容の定期的な見直しに加

え、日々変化する学生の利用トラブルに対して教務学生課や情報企画部が能動的に対応す

る「学内 BYOD ヘルプデスク機能」の高度化を図り、すべての学生が安定した技術的資源

の恩恵を等しく享受できる環境を維持することが課題である。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-C 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の特記事項＞ 

特記事項なし。 

 

 

［テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源］ 

＜根拠資料＞ 

提出資料 14 計算書類等の概要 

15 Web サイト「情報公開」https://www.kochi-gakuen.org/disclosure/ 

27 令和 8 年度予算書一式 

備付資料 71 財務情報［令和 5（2023）年度］ 

72 財務情報［令和 6（2024）年度］ 

73 財務情報［令和 7（2025）年度］ 

74 経営改善計画 

 

［区分 基準Ⅲ-D-1 財的資源を適切に管理している。］ 

＜区分 基準Ⅲ-D-1 の現状＞ 

高知学園大学における資金収支及び事業活動収支は、令和 2 年度以降、支出超過であった 

（提出-14）。その大きな理由は高知学園大学設置に係る支出と学生の収容定員未充足によ

https://www.kochi-gakuen.org/disclosure/
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るものと分析している。また、学校法人傘下の所属長と法人本部で構成する幹部会を学園幹

部会規程（内規）に基づいて開催し、各学校及び学校法人全体の財政状況の関係を把握して

いる。 

法人全体では、5 ヵ年計画として財務計画を策定し、この計画の実施により確実に収支改

善を目指している。学習資源への資金配分もできていることから、大学のみならず、法人全

体の存続が可能な財政を維持している。退職給与引当金等は退職手当に関する規程に基づ

き、目的通りに引き当てている。また、法人全体で必要な負債に関わる引当金は、目的に応

じ特定預金等として積み立てており、資産運用も会計規程及び資産管理運用規程に基づき、

安全を第一に適切に運用している。 

教育研究経費比率について、令和 7 年度は、財務計画の下で大学は決算ベース 36.1 パー

セントであり、学生の教育に必要な経費の支出に努めている。教育研究用の施設設備及び学

習資源（図書等）への資金配分についても、財務計画で適切に配分されている（備付-71, 72, 

73）。本学園では公認会計士 5 名による体制で、学校法人会計基準や私立学校法及び私立学

校振興助成法に準拠した会計処理の監査が年 2 回行われている。監査では、監事、内部監査

室長、担当職員が立ち会っており、公認会計士の監査意見へ適切に対応している。なお、本

学では寄付金の募集や学校債の発行は行っていない。 

本学の入学定員充足率について、令和 4 年度は 74.6 パーセント（収容定員充足率 75.8 パ

ーセント）、令和 5 年度 は 72.3 パーセント（収容定員充足率 71.5 パーセント）令和 6 年度

は 59.2 パーセント（収容定員充足率 65.9 パーセント）令和 7 年度は 59.2 パーセント（収

容定員充足率 62.5 パーセント）、令和 8 年度は 59.2 パーセント（収容定員充足率 58.1 パ

ーセント）で推移している。令和 4 年度、令和 5 年度、令和 6 年度、令和 7 年度における事

業活動収支差額比率は、それぞれ－24.2 パーセント、－13.5 パーセント、－16.5 パーセン

ト、－22.8 パーセントで、事業活動支出超過の状態である。このように、入学定員充足率

に課題を残しつつも、それに相応した財務体質を維持できるよう管理していくこととして

いる。 

学校法人高知学園及び高知学園大学は、中・長期計画として財務計画に基づいた毎年度の

事業計画と予算を、関係部門の意見を集約した上で、理事長が判断し、理事会の議を経て決

定する（提出-15・27）。決定した事業計画と予算を速やかに関係部門へ適正 に執行するよ

う指示し、業務を円滑に実施している。その実施内容については経理責任者である本部長を

経て理事長に報告し、実態の把握に努めている。財産目録、計算書類等は、学校法人の経営

状況及び財産状態を適正に表示している（提出-14；備付-71, 72, 73）。 

 

［区分 基準Ⅲ-D-2 財的資源の実態を把握し、財政上の安定を確保するよう計画を策定

し、管理している。］ 

［注意］ 

基準Ⅲ-D-2 について 

（a）日本私立学校振興・共済事業団の「定量的な経営判断指標に基づく経営状態の区分

（法人全体）平成 27 年度～」の B1～D3 に該当する学校法人は、経営改善計画を

策定し、自己点検・評価報告書に計画の概要を記載する。経営改善計画は提出資料

ではなく備付資料とする。 
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（b）文部科学省高等教育局私学部参事官の指導を受けている場合は、その経過の概要を

記述する。 

＜区分 基準Ⅲ-D-2 の現状＞ 

高知学園大学の将来像は、今後も「平和と友愛」に貢献できる専門職者を育成すること

である。現在、高知県の地理的・経済的事情や県内志向、本学が果たしてきた人材輩出や地

域貢献の伝統等から、本学の存在価値があると判断し、教育内容の充実、就職指導の充実等

振興策を講じることにより大学として存在感を高めることとしている。ただし、養成課程の

規則改正や地域が求める人材像の高度化等へ迅速に対応できる準備は必要である。国や社

会の動向と本学の建学の精神を踏まえながら、大学を含めた高等教育機関の将来像を明確

にするため、併設の高知学園短期大学とも連携して検討を進めている。  

本学は、四年制大学として食や医療に貢献する免許・資格を取得できる学科を構成し、 

その専門性が地域で果たす役割の意義も大きい。とくに高知県が掲げる日本一の健康長寿

県構想に寄与する人材を輩出するためには、高知県外に進学する場合に比べると経済的負

担が少ない中、専門職者を育成し、将来にわたって高知県の健康増進に貢献できる体制を整

備している点が本学の強みといえる。  

一方、高知学園短期大学から継承される伝統へ過度に固執すると、社会のニーズから逸

脱する恐れもある。あらゆる変化に対応する上で専門性の根拠となる教員の教育研究業績

の状況、その中でも科学研究費補助金の申請及び採択件数が伸びていない点に弱みを感じ

ている。  

経常収支差額比率について、令和 5 年度は－13.9 パー セント、令和 6 年度は－17.3 パ

ーセント、令和 7 年度は－19.7 パーセントであり、（提出-14）、日本私立学校振興・共済事

業団の経営判断指標を参考にして経営実態や財務状況を把握している。その状況に基づい

て財務計画を策定している。学生募集対策ではオープンキャンパスのほか、随時見学希望者

を受け入れ、説明会や施設見学会を行っている。また、高等学校への出張講義や説明会、高

等学校からの本学訪問、さらには大学説明会への参加を行っている。毎年度、高知県内 3 地

域で高等学校教員対象に本学の説明会を開催し、本学の特色を説明して意見交換を行って

いる。これらの取り組みを中心に、本学の方針に適した学生の確保に努めている。  

学納金計画に直結する対策としては、入学定員確保と中途退学防止が挙げられる。しか

しながら、完成年度を迎えた令和５年度に至っても定員の充足には至っていない。このこと

から、学生募集プロジェクトチームを立ち上げ、教務学生課職員と協同しながら学生募集に

取り組む体制を構築した。そのうえで入学生に対して、本学では各学科と事務局、及び各種

委員会が連携して「学生に学習意欲を高めるためのキャリア教育の推進」、「教員の指導力の

向上」、「中途退学に至るまでの各クラス担任や学生支援担当職員を中心とした学生への相

談体制の充実」、「学科の全教員の共通理解に基づく指導」、「経済的困難学生に対する相談体

制の充実」等に努めている。人事計画は、年齢構成のバランスを考慮しながら進めている（備

付-43）。施設設備の将来計画についても、各学科長からのヒアリングを経て学内における優

先順位を設定するなど、将来計画は明瞭である。遊休資産の処分等も含め、これらの計画は、

本学及び各学科の事業報告や事業計画とも照らし合わせながら立案している。現在の本学

では、総合的には学生数に見合う経費のバランスがとれているとはいい難い状況である。な

お、財務情報は学校法人高知学園のウェブサイトで公開し、本学のウェブサイトからも閲覧
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することができる。また、学内に対する経営情報を、毎年度初めに学校法人高知学園全教職

員対象の全学職員会において決算及び予算の概要や経営方針等が報告することとし、危機

意識の共有ができるよう取り組んでいる。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の課題＞ 

本学は、学校法人会計基準及び関連諸規程に基づき、5 名の公認会計士による外部監査や

月次試算表による報告体制など、極めて厳格かつ透明性の高い財務管理体制を確立してい

る。しかし、大学設置に伴う初期投資や入学定員充足率の低迷により、事業活動収支の支出

超過が継続している。この現状を深刻に受け止め、持続可能な大学運営を確実なものとする

ため、以下の 4 点を喫緊の課題とする。 

(1) 入学定員充足率の向上による収支構造の抜本的改善 

令和 6 年度の入学定員充足率が 59.2％（収容定員充足率 65.9％）に留まっていることは、

本学の財政基盤を揺るがす最大の要因である。広報戦略の抜本的な見直しを行い、SNS や Web

を活用したデジタルマーケティングの強化、高校との連携深化、および地域ニーズに即した

魅力ある教育プログラムの提示を通じて志願者確保を最優先で推進し、早期に事業活動収

支を均衡させる必要がある。 

(2) 中途退学防止と学修継続支援の組織的強化 

学納金収入の安定化には、入り口（募集）だけでなく出口（卒業）までの定着率向上が不

可欠である。各クラス担任、学生支援課、キャリアセンターの連携をさらに密にし、教務等

のデータを活用した欠席・成績不振の早期察知体制を高度化する必要がある。経済的困難や

メンタルヘルスの課題を抱える学生に対し、個別相談体制や奨学金支援を機動的に運用し、

中途退学による欠員を最小限に抑制する。 

(3) 教育研究活動の活性化を通じたブランド価値の向上と外部資金獲得 

分析の結果「弱み」として認識している科学研究費補助金（科研費）の採択状況を改善す

るため、研究推進プロジェクトによる申請支援体制を強化する。専門職養成校としての教育

の質を維持しつつ、教員の教育研究業績を向上させることで大学のブランド価値を高め、志

願者増へと繋げる。また、受託研究や産官学連携の推進により、学納金に過度に依存しない

多角的な財源確保の仕組みを検討していくことが課題である。 

(4) 教学 IR データと連動した財務計画の高度化と資産の有効活用 

法人全体で策定している「5 ヵ年財務計画」の実効性を高めるため、IR 推進室が分析する

教学データと財務データを統合的に検証する体制を構築することが課題となる。教育研究

経費の支出が学修成果や充足率向上にどう寄与しているか、費用対効果（ROI）を客観的に

評価し、戦略的な資源配分を行うことが必要である。全教職員との経営情報の共有（危機意

識の共有）を徹底し、組織一丸となって強固な財務体質の確立を目指す。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ-D 財的資源の特記事項＞ 

特記事項なし。 

 

＜基準Ⅲ 教育資源と財的資源の改善状況・改善計画＞ 

(a) 前回の認証評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計画の実施状況 
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まだ認証評価を受けていないため、記載すべき事項なし。 

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

本学では、短期大学設置基準や各専門職養成の指定規則を大幅に上回る専任教員組織の編

成、および教職協働にのっとる迅速なガバナンス体制を構築している。また、SPOD（四国地

区大学教職員能力開発ネットワーク）を活用した FD・SD 活動、教員の「裁量労働制」導入

に伴う客観的な労務・健康管理、障害学生に配慮した校舎のバリアフリー化を適正に運用し

ている。さらに、図書館における「畳敷き読書コーナー（コタツ）」の新設や国家試験前の

土日開館、学内幹線網の 10Gbps 超高速化、Active Directory（AD）サーバ廃止に伴う Intune

（クラウド認証）への完全移行、Teams「全学チーム」を核とした学内コミュニケーション

の活性化など、人的・物的・技術的資源の相乗効果による教育環境の質保証は総じて高い水

準にある。これら多層的な教育資源の強みを融合させ、次周期に向けた持続可能な内部質保

証のサイクルをさらに強固なものにするにあたり、次のような改善計画に取り組む必要が

ある。 

1. 新設された制度の定着と安全配慮義務の精緻化 

令和 7 年度に整備された教員の「裁量労働制」、合理的配慮を制度化した「障害学生支援

規程」、刷新された「ハラスメント等に関する規程」を実質的に機能・定着させることが必

要である。ケーススタディの蓄積を進め、必要に応じて運用マニュアル等を改善する検討を

行う。とくに教員の裁量労働制においては、タイムカードによる客観的な労働時間把握と

Outlook でのスケジュール共有を引き続き徹底し、過重労働の防止やメンタルヘルスケア

（ストレスチェックとの連動など）に対する安全配慮義務を組織的に担保・検証する体制を

精緻化する。 

2. 研究倫理教育（eAPRIN 等）の組織的履修管理の徹底と修了率 100％の達成 

科学研究費補助金等の公的研究費の適正管理および研究インテグリティの確保に向け、5

年に一度の受講が義務付けられている eL CoRE または eAPRIN の受講修了率を対象専任教職

員 100％にする。IR 推進室による修了書の管理体制を強化し、各教員への個別のリマインド

動線を確立する。また、年度当初の学科学務分掌（学科ワーキング部会等）において受講時

期の管理表を組み込み、未提出者に対する組織的なフォローアップ体制を強固にする。 

3. 電子リソース定着に伴う図書館の「滞在型利用」および課題解決型学修の活性化 

BYOD 化および各種学術データベースのリモートアクセス環境の定着に伴い、紙媒体の貸

出やフィジカルな入館者が減少傾向にある現状に対し、図書館の「知の拠点・交流の場」と

しての価値を再構築する。令和 6 年度末に導入した「畳敷き（コタツ）読書コーナー」等の

アメニティ空間の広報と活用を推進するとともに、専門司書によるデータベース活用ガイ

ダンスを初年次オリエンテーションや各学科のゼミ単位でさらに精緻化・強化し、学生の滞

在型利用およびビブリオバトル等の主体的学修イベントへの参画を促進する。 

4. Microsoft Intune 移行に伴う教室パソコン環境の安定化と授業運営のサポート 

BYOD 完全シフトを見据え、令和 7 年度末に学内 AD サーバを廃止して Microsoft Intune

による 365 アカウント連携へと移行した新しい教室 PC 環境を安定稼働させる。映像配信シ

ステム等の変更（中間モニタ設置等）に伴う授業運営上の支障や混乱が生じないよう、Intune

による端末制御（ポリシー適用）の挙動を注意深く監視・微調整する。あわせて、システム
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変更に伴う教員向けの授業運営マニュアルを精緻化し、すべての教員が新しい ICT 環境を

ストレスなく教育活動にフル活用できるサポート体制を確立する。また、BYOD 移行のため、

PC 実習室及び旧学生食堂スペースに Wi-Fi アクセスポイントを増設する。 

5. BYOD 端末（学生所有機器）のセキュリティリスクに対する組織的啓発の高度化 

令和 7 年度より開始した「情報セキュリティ確認フォーム」による年 1 回の同意提出と

自己機器確認の義務化をベースに、学生が日常的に学内 Wi-Fi へ接続して使用する個人所

有端末の潜在的リスクを抑制する。確認フォームの提出を単なる形式的な手続きに留めず、

情報企画委員会を中心に学生向けの「情報セキュリティ・リテラシー向上講習」や学内啓発

活動を定期的に実施する。また、「情報機器利用調査」の IR 分析結果（インフォグラフィッ

ク）を基に、学生の利用トラブルに対して能動的に対応する「学内 BYOD ヘルプデスク機能」

を教務学生課や情報企画部が協働して高度化し、全学的な多層防御体制を強化する。 

6. 併設大学を含めた財政の健全化 

財務・経営面では、学校法人会計基準に準拠した適正な管理と、月次報告による迅速な実

態把握を徹底している。現在、大学設置コストや定員未充足の影響で事業活動収支の支出超

過が続いているが、計画に基づき借入金の圧縮と収支改善を推し進めている。全教職員への

経営情報の公開を通じて高い危機意識を共有し、組織一丸となって引き続き経営基盤の強

化に取り組む。また、強みである地域密着の教育力を活かした学生確保の施策を推し進め、

SNS によるイベント情報の提供や本学 Web サイトを活用した研究活動の発信を通して、定員

充足・持続可能な経営体制の確立を目指す。 
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【基準Ⅳ 大学運営とガバナンス】 

 

［テーマ 基準Ⅳ-A 大学設置法人の意思決定］ 

＜根拠資料＞ 

提出資料 4 規程集 

16 理事会議事録［令和 5（2023）年度］ 

17 理事会議事録［令和 6（2024）年度］ 

18 理事会議事録［令和 7（2025）年度］ 

備付資料 75 理事長の履歴書 

76 学校法人実態調査表（写し）［令和 5（2023）年度］ 

77 学校法人実態調査表（写し）［令和 6（2024）年度］ 

78 学校法人実態調査表（写し）［令和 7（2025）年度］ 

79 中期計画に関する書類 

80 Web サイト「学校法人高知学園役員名簿（理事・監事・評議員）」 

 

［区分 基準Ⅳ-A-1 法令等に基づき大学設置法人の管理運営体制が確立している。］ 

＜区分 基準Ⅳ-A-1 の現状＞ 

 学校法人高知学園理事長は高知学園出身者であるとともに、長期間にわたって民間企業

と学校法人高知学園監事の立場から高知学園を客観的に評価してきた（備付-75）。それゆえ、

建学の精神に基づいた教育目的を常に理解し、学校法人の発展に寄与できる者である。寄附

行為第 14 条に基づいて、理事長は法令等に規定される職務を行い、法人を総括するととも

に、法人を代表して業務に当たっている。それゆえ、理事長は学校法人高知学園の建学の精

神及び教育方針を理解し、高知学園全体の発展に寄与している。  

また、寄附行為第 18 条第 1 項に基づき、理事長は理事会を招集する立場にあり、学校法

人高知学園の代表としてその業務を総理している。さらに会計規程第 4 条及び寄附行為第

29 条及び第 56 条に基づいて、理事長は会計年度終了後 3 月以内に会計監査人及び監事の監

査を受け、理事会の議決を経た決算及び事業の実績を評議員会に報告し、その意見を求めて

いる。  

事業報告と財務情報（貸借対照表、事業活動収支計算書、資金収支計算書、財産目録、監

査報告書、財産比率比較等）は、私立学校法第 137 条に基づき、Web サイトで公開している。 

このように、理事長は学校法人の運営全般にリーダーシップを発揮している。また、理事

会は学校法人高知学園の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。理事会では、寄附

行為第 18 条第 1 項及び第 19 条第 1 項に基づいて、理事長が招集し、議長を務めている。機

関別認証評価は事業計画として理事会に諮られており、理事会は認証評価に対する役割を

果たし責任を負っている。本学が行う自己点検・評価活動においても、理事長の見解を反映

しながら進められ、最終的には理事長の承認を得て自己点検・評価報告書を決定している。

理事長は、高知学園短期大学が受審した令和元年度認証評価の訪問調査においては監事と

して適切に対応した。理事会には本学園の各学校から必要な事項が議案として発議され（提

出-16, 17, 18）、情報の伝達は円滑に行われている。 

関係法令の改正等、学外からの情報についても報告されており、理事会は情報を収集して

様式 8－基準Ⅳ 
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いる。寄附行為第 3 条では、本学園が教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行うと

定めていることから、理事会は本学の運営に関して法的な責任があることを認識している。

理事会は、寄附行為や理事会運営規則、高知学園大学学則、組織規程、 就業規則等、学校

法人運営や大学運営に必要な規定を整備している。さらに、理事の職務の執行が法令及び寄

附行為に適合するための体制等（内部統制体制）を文部科学省令に基づき適切に整備・運用

しており、監事や内部監査室と連携した組織的なコンプライアンス体制を構築している。こ

のように、理事長は寄附行為に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決定機関として適

切に運営している。 

理事については、私立学校法第 30 条（役員の選任）に基づき、寄附行為第 7 条（理事選任機

関）を定めて選任している。選任にあたっては、寄附行為に則り、あらかじめ評議員会の意見を

聴いた上で理事選任機関において決定しており、客観性と透明性を担保した手続きが徹底され

ている。また、本学の建学の精神を理解し、学校法人高知学園の健全な経営について有意義な見

識を有している者を選任している。また、学校教育法第 9 条（校長及び教員の欠格事由）の規定

は、寄附行為第 11 条（理事の解任及び退任）に準用されている。このように、理事は法令に基

づき適切に構成されている。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-A 大学設置法人の意思決定の課題＞ 

本学園では、寄附行為および関係法令に基づき、理事長を中心とした健全かつ透明性の高

いガバナンス体制を構築している。理事長は建学の精神を深く理解し、法人の代表として適

切に業務を総理しており、理事会においても事業計画の決定や理事の職務執行の監督、認証

評価への責任ある関与を組織的に実施している。 

今後の課題は、令和 7 年度施行の改正私立学校法を見据えた内部統制体制のさらなる高

度化である。現在は規程整備や監査体制を通じて法的責任を果たしているが、今後は文部科

学省令に即した「内部統制システムの整備に関する基本方針」をより明確化し、理事の職務

執行の妥当性を組織的に担保する仕組みを強化する必要がある。また、理事選任プロセスに

おける評議員会との連携や意見聴取の透明性をさらに高め、学外の多様な視点を法人運営

に反映させることで、社会の変化に柔軟かつ迅速に対応できる強固な経営ガバナンスを確

立していくことが求められる。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-A 大学設置法人の意思決定の特記事項＞ 

特記事項なし。 

 

［テーマ 基準Ⅳ-B 教学運営］ 

＜根拠資料＞ 

提出資料 4 規程集 3 教授会規程 

4 規程集 4 評議会規程 

4 規程集 5 学科会議規程 

4 規程集 62 懲戒規程 

4 規程集 1034 高知学園大学学長選考規程 

19 教授会議事録［令和 5（2023）年度］ 



 高知学園大学 

81 

 

20 教授会議事録［令和 6（2024）年度］ 

21 教授会議事録［令和 7（2025）年度］ 

備付資料 7 各委員会議事録［令和 7（2025）年度］ 

81 学長の履歴書［様式 24］ 

82 学長の教育研究業績書［様式 25］ 

83 各種委員会の開催実績［令和 7（2025）年度］［様式 27］ 

84 評議会議事録［令和 5（2023）年度］ 

85 評議会議事録［令和 6（2024）年度］ 

86 評議会議事録［令和 7（2025）年度］ 

87 各学科会議議事録［令和 7（2025）年度］ 

 

［区分 基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得させるために、教学マネジメントの確立に努めてい

る。］ 

＜区分 基準Ⅳ-B-1 の現状＞ 

高知学園大学学長は、長年にわたる教育活動と教育行政の経験や研究蓄積によって培わ

れた学識と高潔な人格を有している。令和 5 年度までは併設の高知学園短期大学副学長と

して学長をサポートし、その間の経験で得られた大学運営に関する見識に基づいて（備付-

81）、新時代に対応できる改革へ積極的に取り組み、私学経営の可能性を追求している。そ

れゆえ、大学設置基準第 13 条の 2 を満たしている。 

教育研究面については、学長は本学の建学の精神に基づく教育基本方針を柱として、教育

の質的保証と時代の変化に対応できる大学のあり方を追求し、教育環境の整備、教育体制の

強化・充実及び研究環境の向上に努めている。本学では、学則第 55 条に基づいて高知学園

大学懲戒規程（提出-4 規程集 62）を定め、学長が学生の懲戒に関する手続きを行うことと

なっている。所属職員の服務に対しても、本学におけるコンプライアンスの最高管理責任者

である学長が、高知学園就業規則及び学務分掌に基づいて統督している。 

学長は、高知学園大学学長選考規程に基づいて任命される（提出-4 規程集 1034）。その過

程は、学長選考会議を構成し、理事会、大学評議会のそれぞれが推薦する候補者について審

議して学長候補者を決定し、その選考に基づき理事長が学長の任命を行っている。それゆえ、

理事長によって任命される学長は、大学運営に全力を傾注できる環境にあり、支障なく職務

遂行に努めることができる。 

大学運営に当たり、学長は学則及び高知学園大学教授会規程（提出-4 規程集 3）に基づ

き、教授会を大学教育の重要な事項について学長へ意見を述べる機関と位置付け、この事項

を学則第 14 条に定めるとともに教授会に周知している。毎月 1 回の定例会議を開催し、学

則に定められる審議議題を提案して構成員の意見を聴取している。学習成果や三つの方針

については評議会で検討し、その内容に基づいて教授会で審議することとしている。したが

って、教授会はその認識を有している。このように、学長は教授会の意見を聴いてリーダー

シップを発揮し、最終的な判断を行うなど適切に運営しており、学校教育法第 93 条及び学

校教育法施行規則第 143 条を満たしている。 

なお、教授会は高知学園大学と高知学園短期大学との合同の教授会に関する規程に基づ

き、高知学園短期大学と合同で開催することもある。教授会におけるすべての審議内容は事
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務局職員が記録し議事録にまとめ、次回教授会に提案し承認を求めている（提出-19, 20, 

21）。また、学長は高知学園大学評議会規程（提出-4 規程集 4）に基づいて評議会を開催し、

教授会に上程する議題の確認と精査を図っている（備付-84, 85, 86）。 

評議会は個人情報保護委員会、学科改革検討会議、医療事故等対策会議、地域貢献推進会

議、高知学園大学人事委員会をも兼ねており、各会の規程に基づいて学長が主導し、緊急時

にも対応可能な体制をとっている。さらに、評議会構成員はそれぞれの運営組織、教育組織、

事務組織の長であることから、学長が逐次各組織の現状を聴取し、把握することができてい

る。 

本学は、教育研究の遂行に必要な委員会を学則または各委員会規程に基づいて設置し、適

切に運営している（備付-7）。委員会での検討結果が学則第 14 条（教授会の審議事項）に該

当する場合等は教授会に上程され、教授会の議を経て全体に周知されることで、大学教学運

営の一翼を担っている。また、学科会議（提出-4 規程集 5）規程に基づき、各学科に所属す

る専任教員と事務職員が構成員となり、学科の運営を行っている。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-B 教学運営の課題＞ 

 本学では、豊かな教育行政・大学運営の経験と学識を有する学長のもと、学校教育法第 93

条および改正法意に完全準拠した強固な教学ガバナンス体制を確立している。学長は教学

運営の最高責任者として、学則第 14 条に基づき教授会を「学長へ意見を述べる（意見具申・

審議）機関」として正しく位置づけ、毎月 1 回の定例開催と事務局による厳格な議事録作

成・承認管理を徹底している。 

 本学では、学習成果や「３つの方針（ディプロマ・カリキュラム・アドミッション・ポリ

シー）」に係る教学の重要事項について、評議会での検討を経て教授会で審議し、認識の共

有を図っている。今後は、完成年度の修了生（教育アウトカム）が輩出され始めたことに伴

い、全学的なアセスメントプラン（DP の達成度評価、修得単位数、国試模擬試験データ等

の多角的な教学データ）の分析結果を、各学科（管理栄養学科・臨床検査学科）のカリキュ

ラム改善へと直接的かつ自律的に還流（フィードバック）させる体制をより強固にする必要

がある。学長主導の下、評議会と各専門委員会（FD・IR 推進室等）の連携をさらに緊密に

し、データに基づく教学マネジメント（PDCA サイクル）を全学的に統括・可視化していく

ことが課題である。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-B 教学運営の特記事項＞ 

 高知学園大学学長は令和 6 年 4 月 1 日に着任し、高知学園短期大学学長を兼任している。

また、令和 8 年 2 月の理事会で再任が決定している（任期 3 年）。 

 

 

［テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス］ 

＜根拠資料＞ 

提出資料 22 評議員会議事録［令和 5（2023）年度］ 

23 評議員会議事録［令和 6（2024）年度］ 

24 評議員会議事録［令和 7（2025）年度］ 
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備付資料 71 財務情報［令和 5（2023）年度］ 

72 財務情報［令和 6（2024）年度］ 

73 財務情報［令和 7（2025）年度］ 

88 会計監査報告書［令和 7（2025）年度］ 

［区分 基準Ⅳ-C-1 監事は法令等に基づき適切に業務を行っている。］ 

＜区分 基準Ⅳ-C-1 の現状＞ 

監事は、学校法人高知学園寄附行為第 6 条の定数に基づき 2 名が選任されている。その選任

にあたっては、改正私立学校法および寄附行為第 23 条に基づき、評議員会の決議によって適切

に選任されており、理事や本学園職員との兼職禁止等の独立性を厳格に担保した上で職務を遂

行している。 

監事は、学校法人の業務及び財産の状況並びに理事の職務の執行の状況（業務監査）につい

て、監査計画に基づき適宜厳正な監査を実施している。監査の執行にあたっては、理事会及び評

議員会に毎回出席して積極的に意見を述べているほか、理事が評議員会に提出しようとする議

案、書類その他文部科学省令で定めるものについて、事前に適正な調査を行っている。毎会計年

度、これらの監査結果を取りまとめた「監査報告書」を作成し、会計規程第 56 条及び寄附行為

第 29 条に基づき、当該会計年度終了後 3 か月以内に理事会及び評議員会に提出することとなっ

ている（備付-71, 72, 73）。 

このように、監事は学校法人の運営及び監査に関して、多大な目的意識と法的な責任がある

ことを深く認識し、寄附行為および関係法令に基づいて適切にその機能を果たしている。また、

組織規程第 2 条に基づき設置されている内部監査室や、外部の会計監査人による監査とも緊密

な情報共有・連携を図ることで、三者監査体制による監査の実効性と客観性を高めている。 

 

［区分 基準Ⅳ-C-2 評議員会等は法令等に基づき開催され、諮問機関等として適切に運営

している。］ 

＜区分 基準Ⅳ-C-2 の現状＞ 

評議員会は 21 名の評議員をもって組織することを寄附行為（提出-1001）第 20 条で定め

ている。また、寄附行為第 5 条第 1 項では理事の定数を 10 名と定め、評議員会は理事の定

数を超える数の評議員をもって組織し、寄附行為に基づいて開催している（提出-22, 23, 

24）。さらに、私立学校法第 42 条に基づいて諮問事項を寄附行為第 22 条に定め、理事会の

諮問機関として運営している。 

 

［区分 基準Ⅳ-C-3 会計監査人は法令等に基づき適切に業務を行っている。］ 

＜区分 基準Ⅳ-C-3 の現状＞ 

会計監査人監査は、私立学校法第 86 条に基づき、計算書類及びその附属明細書、並びに財産

目録を実施している。また、会計監査人は、独立した立場で会計監査を実施し、計算書類に全体

として不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて監査意見を表明している。

会計監査人については、寄附行為第 51 条に基づき、令和 7(2025)年 6 月 18 日に開催された評議

員会において選任された。 

会計監査人による会計監査は、年次決算の財務書類に対する根拠資料との整合性や会計処理

のプロセスについての決算監査、期中監査を実施している。会計監査を担当する会計監査人と監
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事は、お互いの監査状況について報告することで情報共有や意見交換がなされている。また、監

事または内部監査室と連携し、効果的な監査の実施に努めている。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの課題＞ 

 本学園および本学における監査・牽制ガバナンスは、改正私立学校法の趣旨を厳格に反映

し、極めて高い規律のもとで運用されている。監事および会計監査人の選任権を評議員会決

議へと適正に移行しているほか、公認会計士による手厚い外部監査体制、さらには法定（4

か月以内）を上回る「6 月末日まで（3 か月以内）」の監査報告書提出など、財務・業務監査

のスピードと正確性は総じて優秀な水準にある。また、法人直轄の内部監査室による適宜の

点検や、監事・会計監査人を交えた「三者監査」の枠組みが構築されているなど、組織的な

相互牽制機能が十分に発揮されている。これらの高度な法的ガバナンス基盤を単なる形式

的遵守に留めず、本学が直面する定員未充足等の構造的経営課題の克服に向けてより実質

的に機能させるにあたり、以下の点が今後の課題として挙げられる。 

 現在は年次の決算監査や期中監査、各委員会等への出席を通じて、監事、内部監査室、会

計監査人の間で良好な情報共有や立ち会い、意見交換（三者監査連携）が行われている。し

かし、これらの連携は監査期などの特定のタイミングにおける会議体や個別の報告に依存

している側面がある。激変する私学経営環境において、学内の業務リスクやコンプライアン

ス事象をより早期に検知・予防するためには、三者が日常的に監査知見やリスク情報を共有

し合える「恒常的な三者監査連携プラットフォーム（定期協議のルール化等）」を明文化し、

組織的に定着させる必要がある。 

 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンスの特記事項＞ 

 特記事項なし。 

 

 

［テーマ 基準Ⅳ-D 情報公表］ 

＜根拠資料＞ 

提出資料 15 Web サイト「情報公開」 

備付資料  

 

［区分 基準Ⅳ-D-1 大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に情報を公

表・公開して説明責任を果たしている。］ 

＜区分 基準Ⅳ-D-1 の現状＞ 

 高知学園大学の教育研究活動等の情報は、学校教育法施行規則第 172 条の 2 に基づき、Web サ

イトで公表している。また、財務情報は、私立学校法第 47 条に基づき、学校法人の Web サイト

で公開し、本学 Web サイトからも閲覧することができるようにしている（提出-15）。 

 ガバナンス・コードについては、「日本私立短期大学協会 私立大学･短期大学版 ガバナンス･

コード（第 2 版）」を学校法人全体で採用するものとして、手続きを進めている。 
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＜テーマ 基準Ⅳ-D 情報公表の課題＞ 

情報の公開に関しては、法令で義務付けられた教育研究情報や財務情報の公表に留まら

ず、ステークホルダーが本学の教育の質や経営の健全性をより直感的に理解できるよう、IR

データを活用した可視化や視覚的な資料提供といった「戦略的な情報発信」が課題である。

社会に対する説明責任を、単なる「情報の掲載」から「信頼の構築」へと昇華させ、本学の

社会的価値をエビデンスに基づいて発信し続けるガバナンス体制を構築することが、今後

の重要な課題である。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ-D 情報公表の特記事項＞ 

特記事項なし。 

 

＜基準Ⅳ 大学運営とガバナンスの改善状況・改善計画＞ 

 

(a) 前回の認証評を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した改善計画の実施状況 

まだ認証評価を受けていないため、記載すべき事項なし。 

 

(b) 今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

 学校法人高知学園および高知学園大学は、改正私立学校法の法意を厳格に遵守したガバ

ナンス体制（評議員会による役員・会計監査人の選任、監事・内部監査・外部監査の三者監

査連携、内部統制体制の整備など）を確立するとともに、学校教育法第 93 条に準拠した学

長の強力な教学リーダーシップのもと、スリムで高機動な教学運営体制を維持している。今

後は、開学から完成年度に至る立ち上げ期において整備したこれらの強固な統治基盤およ

び法的インフラを最大限に活用し、激変する高等教育環境や財務リスク（定員充足率の課題）

に柔軟かつ自律的に適応していくため、次期中長期事業計画と連動させ、以下の重点施策を

中心とした全学的な改善計画を推進する。 

1. 教学 IR データのフィードバック 

学長および評議会が主導し、学生の修得単位数、国家試験模擬試験データ、学習成果（LO）

の達成度などの教学 IR データを、各学科の教育課程編成や指導体制の改善（FD 活動）へと

直接的・自律的にフィードバックさせる全学的 PDCA サイクルを強固に構築する。また、最

高監督・決算機関となった評議員会に対し、従来の財務諸表だけでなく、IR 推進室が発行

するファクトブックや３つの方針（ポリシー）に基づく学習成果アセスメントなどの客観的

エビデンスを定期的に開示・共有し、教学アウトカムを基盤とした高所からの戦略的な経営

監督機能を実質化させる。ファクトブックをはじめとする IR 推進室が取りまとめているデ

ータは、学内及び併設の短期大学では共有されてきたが、今後は IR 推進室と法人本部との

連携をさらに深め、客観的データに基づく経営体制を推進する。 

2. ガバナンス・コードの継続点検と公表の定着 

採用しているガバナンス・コードの遵守状況（コンプライ・オア・エクスプレイン）の全

学自己点検を毎年定期的に実施し、点検結果をステークホルダーへ向けて法人 Web サイト

上で公表し、説明責任を果たす。 

3. 募集広報の強化と規模の適正化に向けた財務シミュレーションの実施 
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学生募集プロジェクトチームを中心として、IR 推進室、財務担当部署が共同し、事業活

動収支の早期均衡に向けた定員確保施策を展開する。従来の高校訪問を中心とした広報に

加え、Web・SNS を駆使したターゲット型のデジタル募集広報戦略を強化し、志願者の確実

な確保を目指す。また同時に、入学者の安定的な確保のため、高等学校や自治体との提携関

係を拡大し、高大連携の協定を増加させる。中長期的な 18 歳人口の推移を見据え、学内リ

ソースの集約化や収容定員規模の適正化（学科再編や定員見直し等）を含めた財務シミュレ

ーションを段階的に実施し、持続可能な財務体質の構築に向けた基本方針を取りまとめる。 

 

  

 


